
　
　
心
中
之
通
、
一
筆
申
入
候
、

一
従
元
就
承
候
す
る
儀
、
一
人
に
も
申
聞
間
敷
事
、

一
お
と
な
衆
并
も
り
衆
、
奉
行
以
下
之
近
習
共
、
何
た
る
儀
申
候
共
、
大

小
事
共
ニ
、
伺
可
申
事
、

一
此
段
者
、
雖
不
及
申
儀
候
、
元
就
に
、
誰
々
に
て
も
候
へ
存
替
申
間
敷

事
、

若
此
旨
偽
候
者
、
可
罷
蒙

日
本
国
中
大
小
神
祇
、
八
幡
大
菩
薩
、
祇
薗
牛
頭
天
皇
、
殊
厳
島
両
大

明
神
、
杵
築
大
明
神
御
罸
者
也
、
仍
神
文
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
少
輔
太
郎

　
　
　
　
　
　
永
禄
十
年
正
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
輝
元
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
桂
左
衛
門
大
夫
殿

誰
に
何
と
言
わ
れ
よ
う
と
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
元
就
の
意
向
を
伺
い
、
そ
の
指

示
に
従
う
と
誓
っ
て
い
る
。
ま
た
、
元
就
は
、
発
信
年
不
明
の
九
月
二
十
日
付

輝
元
宛
自
筆
書
状
で
、「
御
状
、
殊
御
神
文
給
候
、
誠
々
祝
着
此
事
候
〳
〵
、

さ
り
な
か
ら
、
御
方
我
等
半
に
お
ゐ
て
ハ
、
か
や
う
の
御
心
遣
も
不
入
候
、
何

し
に
少
も
疑
心
を
存
候
ハ
ん
哉
と
存
計
候
〳
〵
、（
中
略
）
何
事
ニ
付
而
も
、
此

御
状
の
こ
と
く
、
可
成
其
心
得
候
〳
〵
、
少
も
隔
心
申
間
敷
候
、
神
も
御
照
覧

候
へ
、
偽
あ
る
ま
し
く
候
〳
〵
」（『
毛
』
五
六
八
号
）
と
、
我
々
の
間
で
は
、

こ
の
よ
う
な
気
遣
い
は
無
用
と
し
て
い
る
。
こ
の
時
も
、輝
元
は
、書
状
と
「
神

文
」
を
元
就
に
届
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
や
り
と
り
か
ら
、万
事
、

元
就
に
「
申
談
」
し
、
そ
の
意
向
に
従
う
の
だ
と
い
う
輝
元
の
姿
勢
を
看
取
で

き
る
。

９
　
岸
田
裕
之
『
毛
利
元
就
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
平
成
26
）

10
　
注
９
同
書

11
　『
山
口
県
史
』「
史
料
編
中
世
４
」
所
収
。

12
　
吉
川
広
家
の
小
笠
原
家
入
嗣
に
関
係
す
る
諸
家
の
動
向
や
、
輝
元
の
吉
川
広

家
へ
の
評
価
等
に
つ
い
て
は
、
光
成
準
治
「
総
論

　
吉
川
広
家
を
め
ぐ
る
三
つ

の
転
機
」（『
吉
川
広
家
』
光
成
準
治
編
著
、
戎
光
祥
出
版
、
平
成
28
）
に
詳
し

い
。

13
　『
広
島
県
史
』「
古
代
中
世
資
料
編
Ⅴ
」
所
収
、山
口
県
文
書
館
所
蔵
文
書
（
毛

利
家
文
庫
新
整
理
分
）
一
〇
号
。
堅
田
元
慶
宛
、
六
月
二
十
四
日
付
書
状
。

14
　『
毛
利
家
文
書
』、『
吉
川
家
文
書
』
に
は
、
関
ヶ
原
以
後
の
毛
利
家
の
処
遇

に
係
る
書
状
が
数
多
く
収
載
さ
れ
て
い
る
。
徳
川
家
康
家
臣
の
黒
田
如
水
、
長

政
父
子
、
井
伊
直
政
、
本
多
忠
勝
、
福
島
正
則
等
の
吉
川
広
家
、
福
原
広
俊
宛

起
請
文
や
輝
元
の
起
請
文
な
ど
か
ら
、
毛
利
家
存
続
を
図
る
動
き
が
確
認
で
き

る
。
関
ヶ
原
前
夜
か
ら
の
輝
元
及
び
吉
川
広
家
、
福
原
広
俊
等
の
動
き
に
つ
い

て
は
、
光
成
準
治
『
毛
利
輝
元
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
平
成
28
）
に
詳
し
い

分
析
が
あ
る
。

15
　
岸
田
裕
之
氏
は
、
前
掲
書
（
注
９
）
に
お
い
て
、
関
ヶ
原
の
戦
い
か
ら
大
坂

夏
の
陣
を
経
て
、
毛
利
家
が
断
絶
を
免
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
毛
利
氏
一
門
・

一
族
は
、
元
就
の
い
わ
ゆ
る
三
子
教
訓
状
の
精
神
を
も
っ
て
家
の
危
機
を
の
り

切
っ
た
。（
中
略
）
激
動
の
な
か
、
し
か
も
緊
迫
し
た
ギ
リ
ギ
リ
の
時
宜
で
、
元

就
の
遺
訓
は
孫
た
ち
の
結
束
を
果
た
す
最
高
の
指
針
と
し
て
機
能
し
、
毛
利
氏

を
救
っ
た
と
い
え
る
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。
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元
へ
の
家
督
譲
与
に
つ
い
て
の
協
議
が
行
わ
れ
、
そ
れ
か
ら
約
一
年
の
間
に
家

督
相
続
が
行
わ
れ
た
こ
と
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
（
注
２
拙
稿

〈
注
１
〉
を
再
掲
）。

５
　
こ
の
書
状
の
「
ひ
か
し
か
た
」
を
、『
大
日
本
古
文
書
』
は
、「
元
就
側
室
小

幡
氏
」（
中
の
丸
）
に
比
定
し
て
い
る
が
、「
小
幡
氏
」
が
、「
東
の
大
方
」
と

呼
ば
れ
る
の
は
、『
児
玉
党
嫡
宗
藤
原
氏
小
幡
家
系
』（「
萩
市
郷
土
博
物
館
」

寄
託
）
に
よ
る
と
、
元
就
卒
去
後
、
中
の
丸
が
桜
尾
城
に
移
居
し
た
後
の
こ
と

で
あ
る
た
め
、
本
状
発
信
の
時
点
で
「
ひ
か
し
か
た
」
と
呼
ば
れ
る
可
能
性
は

低
い
。
事
項
の
性
質
上
、
生
母
尾
崎
局
で
あ
れ
ば
最
も
ふ
さ
わ
し
い
が
、
管
見

の
及
ぶ
と
こ
ろ
、
隆
元
が
室
尾
崎
局
を
「
ひ
か
し
か
た
」
と
呼
ん
だ
事
例
を
見

い
だ
せ
て
い
な
い
。

６
　
輝
元
の
元
服
は
、
永
禄
八
年
二
月
十
六
日
で
あ
っ
た
。

　
　『
毛
利
家
文
書
』
三
一
九
号
の
毛
利
元
就
書
状
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

御
元
服
、
誠
千
秋
万
歳
候
、
我
等
満
足
此
事
候
、
仍
太
刀
一
振
、
刀
一
腰
、

馬
一
疋
進
之
候
、
長
久
表
御
祝
儀
計
候
、
帰
陣
之
時
、
弥
吉
事
可
申
候
、

猶
宮
靏
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　（
永
禄
八
年
）

　 

二
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
元
就
（
花
押
）

　
　（
輝

　
元
）

　 

少
輔
太
郎
殿

　 

　
　
　
　
　
進
之
候

　
ま
た
、『
小
早
川
家
文
書
』
一
五
四
号
、
桂
元
澄
の
弟
桂
元
忠
（
左
太
）

宛
書
状
案
に
も
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
（
抄
出
）。

御（
輝
元
）

曹
司
様
御
元
服
、
一
昨
日
十
六
日
、
御
祝
言
相
調
申
候
、
御
元
服
之

次
第
、
前
々
承
見
申
候
よ
り
も
、
殊
外
御
造
作
御
六
ヶ
敷
御
座
候
ツ
る
、

一
御
伇
者
多
々
入
申
候
、
り（

理
髪
）

は
ツ
の
御
伇
者
と
候
て
、
元
澄
を
被

　
仰
付

候
、
是
ハ
御
上
使
之
御
名
代
ま
て
に
て
候
、（
中
略
）
今
日
御
上
使
御
請

待
に
て
候
間
、
御
祝
言
御
隙
明
、
公
私
目
出
度
候
、
其
表
弥
御
竸
之
由
、

申
も
疎
候
、
猶
期
来
慶
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　（
永
禄
八
年
）

　
　
　
　
　
　
　 

二
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
澄

　
　
　
　
　
　
元
忠
ま
い
る

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  �毛利家家訓の継承（二）

御
陳
所

元
澄
は
、
元
服
の
次
第
に
つ
い
て
詳
述
し
た
上
、「
御
上
使
之
御
名
代
と
ハ

乍
申
、
御
く
し
を
つ
め
申
、
御
烏
帽
子
を
め
さ
セ
そ
め
申
候
事
、
七
十
ニ
罷

成
候
ま
て
な
か
ら
へ
候
て
、
如
此
之
御
祝
言
相
調
申
候
事
、
元
澄
冥
伽
と
存

候
」
と
感
激
し
て
い
る
。

　
な
お
、
こ
の
元
澄
の
書
状
か
ら
、
左
太
（
元
忠
）
は
、
元
就
に
同
行
し
て

陣
中
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

７
　
西
尾
和
美
氏
は
、
こ
の
書
状
の
「
お
ほ
せ
き
か
せ
ら
れ
候
御
事
」
は
、
宍
戸

隆
家
女
と
輝
元
の
縁
辺
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
推
断
し
て
お
ら
れ
る
。「
戦
国

時
代
毛
利
氏
の
女
性
― �毛利家家訓の継承（二）

尾
崎
局
の
生
涯
― �毛利家家訓の継承（二）

」（『
生
・
成
長
・
老
い
・
死
』〈
生

活
と
文
化
の
歴
史
学
七
〉
竹
林
舎
、
平
成
28
）
所
収
。

８
　
例
え
ば
、
輝
元
は
、
次
の
よ
う
な
起
請
文
を
元
就
に
発
信
し
て
い
る
（『
毛
』

二
四
〇
号
）。
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元
へ
の
家
督
譲
与
に
つ
い
て
の
協
議
が
行
わ
れ
、
そ
れ
か
ら
約
一
年
の
間
に
家

督
相
続
が
行
わ
れ
た
こ
と
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
（
注
２
拙
稿

〈
注
１
〉
を
再
掲
）。

５
　
こ
の
書
状
の
「
ひ
か
し
か
た
」
を
、『
大
日
本
古
文
書
』
は
、「
元
就
側
室
小

幡
氏
」（
中
の
丸
）
に
比
定
し
て
い
る
が
、「
小
幡
氏
」
が
、「
東
の
大
方
」
と

呼
ば
れ
る
の
は
、『
児
玉
党
嫡
宗
藤
原
氏
小
幡
家
系
』（「
萩
市
郷
土
博
物
館
」

寄
託
）
に
よ
る
と
、
元
就
卒
去
後
、
中
の
丸
が
桜
尾
城
に
移
居
し
た
後
の
こ
と

で
あ
る
た
め
、
本
状
発
信
の
時
点
で
「
ひ
か
し
か
た
」
と
呼
ば
れ
る
可
能
性
は

低
い
。
事
項
の
性
質
上
、
生
母
尾
崎
局
で
あ
れ
ば
最
も
ふ
さ
わ
し
い
が
、
管
見

の
及
ぶ
と
こ
ろ
、
隆
元
が
室
尾
崎
局
を
「
ひ
か
し
か
た
」
と
呼
ん
だ
事
例
を
見

い
だ
せ
て
い
な
い
。

６
　
輝
元
の
元
服
は
、
永
禄
八
年
二
月
十
六
日
で
あ
っ
た
。

　
　『
毛
利
家
文
書
』
三
一
九
号
の
毛
利
元
就
書
状
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

御
元
服
、
誠
千
秋
万
歳
候
、
我
等
満
足
此
事
候
、
仍
太
刀
一
振
、
刀
一
腰
、

馬
一
疋
進
之
候
、
長
久
表
御
祝
儀
計
候
、
帰
陣
之
時
、
弥
吉
事
可
申
候
、

猶
宮
靏
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　（
永
禄
八
年
）

　 

二
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
元
就
（
花
押
）

　
　（
輝

　
元
）

　 

少
輔
太
郎
殿

　 

　
　
　
　
　
進
之
候

　
ま
た
、『
小
早
川
家
文
書
』
一
五
四
号
、
桂
元
澄
の
弟
桂
元
忠
（
左
太
）

宛
書
状
案
に
も
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
（
抄
出
）。

御（
輝
元
）

曹
司
様
御
元
服
、
一
昨
日
十
六
日
、
御
祝
言
相
調
申
候
、
御
元
服
之

次
第
、
前
々
承
見
申
候
よ
り
も
、
殊
外
御
造
作
御
六
ヶ
敷
御
座
候
ツ
る
、

一
御
伇
者
多
々
入
申
候
、
り（

理
髪
）

は
ツ
の
御
伇
者
と
候
て
、
元
澄
を
被

　
仰
付

候
、
是
ハ
御
上
使
之
御
名
代
ま
て
に
て
候
、（
中
略
）
今
日
御
上
使
御
請

待
に
て
候
間
、
御
祝
言
御
隙
明
、
公
私
目
出
度
候
、
其
表
弥
御
竸
之
由
、

申
も
疎
候
、
猶
期
来
慶
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　（
永
禄
八
年
）

　
　
　
　
　
　
　 

二
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
澄

　
　
　
　
　
　
元
忠
ま
い
る

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  �毛利家家訓の継承（二）

御
陳
所

元
澄
は
、
元
服
の
次
第
に
つ
い
て
詳
述
し
た
上
、「
御
上
使
之
御
名
代
と
ハ

乍
申
、
御
く
し
を
つ
め
申
、
御
烏
帽
子
を
め
さ
セ
そ
め
申
候
事
、
七
十
ニ
罷

成
候
ま
て
な
か
ら
へ
候
て
、
如
此
之
御
祝
言
相
調
申
候
事
、
元
澄
冥
伽
と
存

候
」
と
感
激
し
て
い
る
。

　
な
お
、
こ
の
元
澄
の
書
状
か
ら
、
左
太
（
元
忠
）
は
、
元
就
に
同
行
し
て

陣
中
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

７
　
西
尾
和
美
氏
は
、
こ
の
書
状
の
「
お
ほ
せ
き
か
せ
ら
れ
候
御
事
」
は
、
宍
戸

隆
家
女
と
輝
元
の
縁
辺
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
推
断
し
て
お
ら
れ
る
。「
戦
国

時
代
毛
利
氏
の
女
性
― �毛利家家訓の継承（二）

尾
崎
局
の
生
涯
― �毛利家家訓の継承（二）

」（『
生
・
成
長
・
老
い
・
死
』〈
生

活
と
文
化
の
歴
史
学
七
〉
竹
林
舎
、
平
成
28
）
所
収
。

８
　
例
え
ば
、
輝
元
は
、
次
の
よ
う
な
起
請
文
を
元
就
に
発
信
し
て
い
る
（『
毛
』

二
四
〇
号
）。
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趨
勢
に
よ
り
、
毛
利
家
は
存
続
の
危
機
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
輝

元
代
の
様
々
な
書
状
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
元
就
の
訓
戒
は
、
形
を
変
え
な
が
ら

も
、
そ
の
主
旨
は
変
質
す
る
こ
と
な
く
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
す
で
に
先
学
が
諸
々
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、「
日
頼
様
御
一
通
」、「
日

頼
様
御
書
之
辻
」
と
い
っ
た
表
現
に
焦
点
を
あ
て
、
隆
元
卒
去
後
の
毛
利
一
族
の

中
で
、
元
就
の
訓
戒
が
家
訓
と
し
て
何
度
も
確
認
さ
れ
て
い
っ
た
道
筋
を
辿
り
、

輝
元
世
代
に
ど
の
よ
う
に
根
付
い
て
い
っ
た
の
か
、
家
訓
の
継
承
の
実
態
を
探
っ

て
み
た
次
第
で
あ
る
。

　〈注
〉

１
　
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第
八
『
毛
利
家
文
書
』

所
収
。
引
用
に
際
し
、
漢
字
は
、
一
部
を
除
き
新
字
体
に
統
一
し
た
。
書
状
の

番
号
は
、
本
書
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
ま
た
、『
吉
川
家
文
書
』（
以
下
『
吉
』

と
略
記
）
は
、
同
書
、
家
わ
け
第
九
、『
小
早
川
家
文
書
』（
以
下
『
小
』
と
略

記
）
は
家
わ
け
第
十
一
に
よ
る
。

２
　
拙
稿
「
毛
利
家
家
訓
の
継
承
（
一
）」（『
県
立
広
島
大
学
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

紀
要
』
第
２
号
、
平
成
29
）

３
　
隆
元
は
、
己
の
器
量
不
足
ゆ
え
に
、
毛
利
家
を
自
分
の
代
で
滅
亡
に
追
い
込

む
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
次
の
よ
う

な
記
述
が
『
毛
利
家
文
書
』
所
載
の
書
状
中
に
散
見
さ
れ
る
こ
と
を
、
前
掲
注

２
拙
稿
で
指
摘
し
た
。「
生
得
ぬ
か
り
ふ
か
い
な
く
候
て
、
不
申
儀
も
あ
る
へ

く
候
、
又
一
円
得
存
知
不
当
儀
も
、
不
申
儀
も
あ
る
へ
く
候
、
と
か
く
当
家
之

儀
ハ
我
々
代
に
て
は
た
と
相
果
候
す
る
と
存
迄
候
、
諸
事
我
々
代
ニ
悪
成
候
て

は
て
候
す
る
と
相
定
り
た
る
趣
と
存
候
く
」（
六
四
五
号
）、「
隆
元
長
男
と
ハ

乍
申
、
無
才
覚
無
器
用
之
身
ヲ
以
可
連
続
仕
儀
、
誠
努
々
あ
る
ま
し
き
事
、
身

ノ
不
肖
を
不
顧
事
の
第
一
た
る
へ
き
事
」、「
剰
元
就
数
年
之
百
慮
之
案
を
尽
し
、

武
功
自
国
他
国
ニ
無
其
隠
之
家
名
に
て
候
を
、
隆
元
以
無
器
量
至
極
之
身
、
可

持
崩
事
者
、
名
利
共
ニ
失
念
候
事
と
存
置
候
事
」（
六
四
六
号
）、「
隆
元
事
、

無
器
用
無
才
覚
事
候
間
、（
中
略
）
悪
仕
候
て
、
我
々
代
ニ
家
を
持
崩
候
へ
ハ
、

不
及
是
非
、
隆
元
一
身
之
不
足
に
て
候
、（
中
略
）
元
就
如
此
被
仕
立
候
を
持
崩

候
て
ハ
、
不
及
是
非
候
、
こ
れ
程
ニ
存
当
候
て
、
わ
か
身
を
か
へ
り
み
候
事
候

間
、
一
覚
悟
仕
候
て
、
幸
鶴
ニ
家
を
申
付
候
へ
ハ
、
我
々
か
難
を
被
遁
候
と
存

候
」、「
当
家
儀
、
御
方
な
と
も
御
聞
つ
た
へ
た
る
へ
く
候
、
豊
元
、
弘
元
、
興

元
、
元
就
迄
儀
、
何
之
代
の
人
体
も
、
お
と
り
ま
さ
り
ハ
な
く
候
、
何
も
器
量

人
迄
候
、
然
処
、
唯
今
隆
元
ニ
至
無
器
用
至
極
候
事
、
当
家
之
時
節
と
存
事
」

（
六
五
六
号
）、「
名
将
之
子
ニ
ハ
必
不
運
之
者
か
生
候
と
申
候
事
、
存
知
当
候
」

（
七
六
二
号
）
な
ど
。

４
　
秋
山
伸
隆
「
毛
利
隆
元
の
家
督
相
続
を
め
ぐ
っ
て
」（『
毛
利
隆
元
―
名
将
の

子
の
生
涯
と
死
を
め
ぐ
っ
て
―
』、安
芸
高
田
市
歴
史
民
俗
博
物
館
、平
成
25
）。

氏
は
、
四
月
六
日
志
道
広
良
言
上
状
（『
毛
利
家
文
書
』
五
九
二
号
）
で
、
広

良
が
、「
某
八
十
罷
成
候
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
未
詳
の
本
状
を
天
文

十
五
年
の
も
の
と
推
断
さ
れ
、
元
就
か
ら
の
意
向
「
自
今
以
後
之
事
、
大
小
事

共
ニ
、
何
事
も
不
可
有
御
存
知
候
、
諸
篇 

若
殿
よ
り
可
仰
操
之
由
」
を
聞
か

さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
四
月
十
二
日
志
道
広
良
言
上
状
（
同
五
九
〇
号
）
も
、

そ
の
内
容
か
ら
、
同
年
の
も
の
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
他
、
五
月
二
十
七

日
毛
利
元
就
自
筆
書
状
（
広
良
宛
、
同
五
八
七
号
）、
五
月
二
十
八
日
毛
利
元

就
自
筆
書
状
（
広
良
宛
、同
五
八
八
号
）、五
月
二
十
八
日
志
道
広
良
言
上
状
（
国

司
就
信
経
由
で
隆
元
宛
、
同
五
九
三
号
）
等
か
ら
、「
元
就
と
志
道
広
良
に
隆

元
を
加
え
た
三
者
で
、
天
文
十
五
年
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
、
元
就
か
ら
隆
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訓
と
し
て
の
「
三
家
無
二
」
の
意
識
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
（
注
14
）。

　
慶
長
二
十
年
（
元
和
元
年
）
四
月
に
は
、
宗
瑞
、
秀
就
、
秀
元
、
吉
川
広
家
、

息
広
正
な
ど
一
族
総
勢
十
二
人
で
以
下
の
よ
う
な
起
請
文
を
発
し
て
い
る
。

『
毛
』
一
〇
三
八

　　
　
毛
利
宗
瑞
輝
元
外
十
一
名
連
署
起
請
文

一
日
頼
様
守
御
書
置
之
辻
、
各
無
二
ニ
申
談
、
対
毛
利
御
家
不
可
存
別
心
之

事
、

一
自
然
連
判
之
内
、
対
御
家
不
所
存
之
仁
候
者
、
及
三
ヶ
度
令
異
見
之
、
以

其
上
、
於
無
同
心
者
、
為
残
衆
、
此
内
へ
入レ
申
間
敷
候
、
何
様
ニ
も
可
有

其
沙
汰
候
事
、

一
何
事
ニ
付
候
而
も
、
悪
儀
候
者
、
互
顕
心
底
を
、
不
残
申
候
而
、
直
し
可

申
候
事
、

　
梵
天
、
帝
釈
、
四
大
天
王
、
日
本
国
中
大
小
神
祇
、
厳
島
両
社
大
明
神
、

熊
野
三
社
大
権
現
、
愛
宕
地
蔵
大
権
現
、
住
吉
大
明
神
、
春
日
大
明
神
、

殊
氏
之
神
、
八
幡
大
菩
薩
、
天
満
大
自
在
、
可
蒙
罷
御
罸
者
也
、
仍
誓
紙

如
件
、

　
　
　
　
　
慶
長
廿
年
卯
月
十
四
日

　
　
　［
傘
連
判
］

※
（
裏
書
）「
右
筆
者
吉
川
蔵
人
」

第
一
条
に
、「
日
頼
様
守
御
書
置
之
辻
」
と
あ
る
。
大
坂
夏
の
陣
に
あ
た
り
、

元
就
遺
訓
を
冒
頭
に
据
え
、
そ
れ
を
意
識
す
る
こ
と
で
一
族
の
団
結
を
図
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
本
起
請
文
の
筆
者
で
あ
る
吉
川
広
家
を
始
め
、
毛
利
家
の
一

族
が
元
就
の
訓
戒
を
十
分
に
尊
重
し
、
そ
の
思
い
を
受
け
継
ご
う
と
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
（
注
15
）。

　
以
上
の
よ
う
に
、「
日
頼
様
被
仰
置
御
一
通
」、「
日
頼
様
御
一
通
」、「
日
頼

様
御
書
」
な
ど
と
共
に
何
度
も
確
認
さ
れ
て
い
る
の
は
、
異
見
も
遠
慮
せ
ず
に

申
し
談
じ
、
互
い
の
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
が
毛
利
家
を
長
久
存
続
さ
せ
る
極

意
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
元
就
が
、「
三
子
教

訓
状
」（『
毛
』
四
〇
五
号
）
で
説
い
た
、
毛
利
家
の
力
が
あ
っ
て
こ
そ
、
吉
川

家
、
小
早
川
家
も
治
め
ら
れ
る
、
毛
利
家
な
く
し
て
は
他
の
二
家
は
存
続
し
が

た
い
と
い
う
毛
利
家
第
一
を
根
底
と
し
た
「
三
家
無
二
」
は
、
決
し
て
表
立
っ

て
は
語
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
元
就
が
、「
三
人
之
半
、
少
ニ
て
も
か
け
こ
へ

た
て
も
候
ハ
ゝ
、
た
ゝ
〳
〵
三
人
御
滅
亡
と
可
被
思
召
候
〳
〵
」（
同
状
）、「
三

人
之
間
、
露
塵
ほ
と
も
あ
し
さ
ま
ニ
成
行
、
わ
る
く
お
ほ
し
め
し
候
者
、
は
や

〳
〵
め
ツ
ほ
う
と
可
被
思
召
候
〳
〵
」、「
露
程
も
兄
弟
間
わ
る
き
め
く
み
も
候

者
、
め
つ
ほ
う
の
基
と
可
被
思
召
候
〳
〵
」（『
毛
』
四
〇
六
号
）
と
何
度
も
繰

り
返
し
て
い
る
、
隔
意
の
な
い
間
柄
こ
そ
が
家
を
保
つ
「
辻
」
な
の
だ
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
は
、
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
先
に
触
れ
た
広
家
の
小
笠
原
家
入
嗣
問
題
の
折
に
元
春
宛
に
発
信
さ
れ
た
輝

元
の
書
状
に
、「
日
頼

　
御
一
通
の
こ
と
く
、
三
家
之
内
一
人
か
け
も
候
へ
は
、

何
も
三
家
滅
亡
ま
て
候
」
と
、
明
示
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
幾
た
び
の
確
認
の
根

底
に
は
、
元
就
の
「
三
子
教
訓
状
」
の
主
意
が
常
に
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
の

証
左
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　
毛
利
元
就
が
「
三
子
教
訓
状
」
を
発
信
し
た
の
は
、
嫡
男
隆
元
の
危
機
感
と
、

隆
元
、
元
春
、
隆
景
の
三
人
の
意
を
汲
ん
で
の
も
の
で
あ
っ
た
。
時
の
経
過
と
共

に
、
毛
利
家
を
取
り
巻
く
情
勢
は
、
元
就
の
想
定
外
の
変
化
を
遂
げ
た
。
時
代
の
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訓
と
し
て
の
「
三
家
無
二
」
の
意
識
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
（
注
14
）。

　
慶
長
二
十
年
（
元
和
元
年
）
四
月
に
は
、
宗
瑞
、
秀
就
、
秀
元
、
吉
川
広
家
、

息
広
正
な
ど
一
族
総
勢
十
二
人
で
以
下
の
よ
う
な
起
請
文
を
発
し
て
い
る
。

『
毛
』
一
〇
三
八

　　
　
毛
利
宗
瑞
輝
元
外
十
一
名
連
署
起
請
文

一
日
頼
様
守
御
書
置
之
辻
、
各
無
二
ニ
申
談
、
対
毛
利
御
家
不
可
存
別
心
之

事
、

一
自
然
連
判
之
内
、
対
御
家
不
所
存
之
仁
候
者
、
及
三
ヶ
度
令
異
見
之
、
以

其
上
、
於
無
同
心
者
、
為
残
衆
、
此
内
へ
入レ
申
間
敷
候
、
何
様
ニ
も
可
有

其
沙
汰
候
事
、

一
何
事
ニ
付
候
而
も
、
悪
儀
候
者
、
互
顕
心
底
を
、
不
残
申
候
而
、
直
し
可

申
候
事
、

　
梵
天
、
帝
釈
、
四
大
天
王
、
日
本
国
中
大
小
神
祇
、
厳
島
両
社
大
明
神
、

熊
野
三
社
大
権
現
、
愛
宕
地
蔵
大
権
現
、
住
吉
大
明
神
、
春
日
大
明
神
、

殊
氏
之
神
、
八
幡
大
菩
薩
、
天
満
大
自
在
、
可
蒙
罷
御
罸
者
也
、
仍
誓
紙

如
件
、

　
　
　
　
　
慶
長
廿
年
卯
月
十
四
日

　
　
　［
傘
連
判
］

※
（
裏
書
）「
右
筆
者
吉
川
蔵
人
」

第
一
条
に
、「
日
頼
様
守
御
書
置
之
辻
」
と
あ
る
。
大
坂
夏
の
陣
に
あ
た
り
、

元
就
遺
訓
を
冒
頭
に
据
え
、
そ
れ
を
意
識
す
る
こ
と
で
一
族
の
団
結
を
図
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
本
起
請
文
の
筆
者
で
あ
る
吉
川
広
家
を
始
め
、
毛
利
家
の
一

族
が
元
就
の
訓
戒
を
十
分
に
尊
重
し
、
そ
の
思
い
を
受
け
継
ご
う
と
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
（
注
15
）。

　
以
上
の
よ
う
に
、「
日
頼
様
被
仰
置
御
一
通
」、「
日
頼
様
御
一
通
」、「
日
頼

様
御
書
」
な
ど
と
共
に
何
度
も
確
認
さ
れ
て
い
る
の
は
、
異
見
も
遠
慮
せ
ず
に

申
し
談
じ
、
互
い
の
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
が
毛
利
家
を
長
久
存
続
さ
せ
る
極

意
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
元
就
が
、「
三
子
教

訓
状
」（『
毛
』
四
〇
五
号
）
で
説
い
た
、
毛
利
家
の
力
が
あ
っ
て
こ
そ
、
吉
川

家
、
小
早
川
家
も
治
め
ら
れ
る
、
毛
利
家
な
く
し
て
は
他
の
二
家
は
存
続
し
が

た
い
と
い
う
毛
利
家
第
一
を
根
底
と
し
た
「
三
家
無
二
」
は
、
決
し
て
表
立
っ

て
は
語
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
元
就
が
、「
三
人
之
半
、
少
ニ
て
も
か
け
こ
へ

た
て
も
候
ハ
ゝ
、
た
ゝ
〳
〵
三
人
御
滅
亡
と
可
被
思
召
候
〳
〵
」（
同
状
）、「
三

人
之
間
、
露
塵
ほ
と
も
あ
し
さ
ま
ニ
成
行
、
わ
る
く
お
ほ
し
め
し
候
者
、
は
や

〳
〵
め
ツ
ほ
う
と
可
被
思
召
候
〳
〵
」、「
露
程
も
兄
弟
間
わ
る
き
め
く
み
も
候

者
、
め
つ
ほ
う
の
基
と
可
被
思
召
候
〳
〵
」（『
毛
』
四
〇
六
号
）
と
何
度
も
繰

り
返
し
て
い
る
、
隔
意
の
な
い
間
柄
こ
そ
が
家
を
保
つ
「
辻
」
な
の
だ
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
は
、
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
先
に
触
れ
た
広
家
の
小
笠
原
家
入
嗣
問
題
の
折
に
元
春
宛
に
発
信
さ
れ
た
輝

元
の
書
状
に
、「
日
頼

　
御
一
通
の
こ
と
く
、
三
家
之
内
一
人
か
け
も
候
へ
は
、

何
も
三
家
滅
亡
ま
て
候
」
と
、
明
示
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
幾
た
び
の
確
認
の
根

底
に
は
、
元
就
の
「
三
子
教
訓
状
」
の
主
意
が
常
に
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
の

証
左
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　
毛
利
元
就
が
「
三
子
教
訓
状
」
を
発
信
し
た
の
は
、
嫡
男
隆
元
の
危
機
感
と
、

隆
元
、
元
春
、
隆
景
の
三
人
の
意
を
汲
ん
で
の
も
の
で
あ
っ
た
。
時
の
経
過
と
共

に
、
毛
利
家
を
取
り
巻
く
情
勢
は
、
元
就
の
想
定
外
の
変
化
を
遂
げ
た
。
時
代
の
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返
〳
〵
、
偏
〳
〵

　
　
日
頼
え
之
御
届
此
節
候
、
常
栄
所
不
及
申
候
、

彼（
小
笠
原
）家

之
儀
付
而
、
以
下（

口
羽
通
良
）

野
守
被
仰
聞
候
、
此
条
三
家
善
悪
之
所
候
、
其
子
細

者
、
諸
国
衆
礑
無
曲
被
存
、
弥
不
慮
眼
前
候
、
其
上
銀
山
無
正
儀
成
行
可
申

候
、
左
候
時
は
、
弓
矢
も
成
申
間
敷
候
、
猶
以
有
か
ひ
な
き
我
等
ニ
罷
成
、

一
身
之
無
力
迄
候
、
当
家
外
聞
実
相
失
候
ハ
ゝ
、
や
か
て
又
可
為
御
手
前
候
、

　
日
頼

　
御
一
通
の
こ
と
く
、
三
家
之
内
一
人
か
け
も
候
へ
は
、
何
も
三
家

滅
亡
ま
て
候
、
是
非
共
此
時

　
日
頼
御
一
通
之
御
届
ニ
被
成
御
堪
忍
、
二（

経
言
）郎

五
郎
殿
へ
も
御
異
見
候
而
、
三
家
之
御
再
興
偏
只
今
ニ
相
極
候
、
元
春
思
惟

此
時
候
、
さ
り
と
て
ハ
御
忘
却
有
間
敷
候
、
委
細
此
者
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　（
天
正
九
年
）

　
　
六
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　  

輝
元
（
花
押
）

（
切
封
ウ
ハ
書
）

　「
　
　
　
　（
墨
引
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
右
馬
頭

　
　
　
元
春
ま
い
る

　
　
　
人
々
申
給
へ

　
　
　 
輝
元
」

　
ま
た
、
後
の
事
に
な
る
が
、
輝
元
女
と
広
家
嫡
男
広
正
の
縁
談
の
際
に
は
、
広

家
に
対
し
て
は
、「
善
に
も
悪
ニ
も
、
御
方
御
家
之
儀
、
日
頼
被
仰
置
候
辻
、
毛

頭
無
忘
却
候
之
条
、
其
段
者
可
御
心
安
候
事
」（『
毛
』
一
一
八
四
号
、
元
和
二
年

七
月
十
七
日
付
毛
利
宗
瑞
輝
元
覚
書
）
と
言
い
、
嫁
ぐ
娘
へ
の
教
訓
書
に
は
、「
此

ゑ（
縁
）ん

の
こ
と
、
ふ
そ
く
の
や
う
に
お
も
ひ
候
す
る
と
存
候
、
か（

家
中
）

ち
う
の
も
の
ゝ
な

か
に
も
さ
や
う
存
候
も
の
も
あ
る
へ
く
候
へ
と
も
、
わ
れ
〳
〵
存
候
む
ね
ハ
そ
れ

に
は
ち
か
ひ
候
、
此
ま
へ
に（

日

頼

）

ち
ら
い
様
お
ほ
せ
き
か
せ
ら
れ
候
、
又
そ
の
ゝ
ち
は

御
し
よ
様
御
も
の
か
た
り
う
け
給
候
も
、
す
こ
し
も
ち
か
ひ
候
ハ
す
候
、
さ
て
は

め（

名

人

）

い
じ
ん
の
お
ほ
し
め
し
候
こ
と
は
よ
き
事
に
て
候
す
る
と
存
候
て
、
わ
れ
〳
〵

か
や
う
ゑ（

縁

辺

）

ん
へ
ん
申
だ
ん
し
候
」、「
と（

当
家
）

う
け
に
て
ハ
ひ（

秀

元

）

て
も
と
き（

吉

川

）

つ
か
わ
か
ん
に

や
う
に
候
ニ
つ
き
、
か
く
の
こ
と
く
申
だ
ん
じ
候
」（『
毛
』
一
一
八
六
号
）
と
、

重
ね
て
毛
利
家
と
吉
川
家
の
間
柄
に
つ
い
て
日
頼
（
元
就
）
を
引
き
合
い
に
出
し

て
説
い
て
い
る
。
輝
元
の
、
三
家
の
内
の
一
つ
で
あ
る
吉
川
家
に
対
す
る
認
識
が

う
か
が
え
る
。

　
輝
元
と
同
様
に
、
広
家
に
関
わ
る
書
状
中
に
も
、
直
截
に
「
三
子
教
訓
状
」
の

主
旨
を
記
し
た
も
の
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
小
笠
原
氏
へ
の
入
嗣
を
断
念
す

る
よ
う
父
元
春
か
ら
説
得
さ
れ
る
際
に
、
こ
の
書
状
の
輝
元
の
意
向
と
と
も
に
、

元
就
の
遺
訓
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
広
家
は
、
慶
長
二
年
六
月
の
小
早
川
隆
景
の
薨
去
に
あ
た
り
、「
い
つ

も
申
上
候
、
私
事
成
次
第
ニ
存
、
も（

元
）と

春
一
円
か
ま
ひ
候
ハ
て
置
申
候
つ
る
間
、

助
言
請
候
人
も
無
御
座
候
、
隆
景
如
此
御
事
候
上
ハ
、
乍
勿
論

　
御
主
又
ハ
親
ニ

も
奉
頼
候
て
在
之
御
事
候
、
万
事
弁
も
人
の
上
さ
へ
こ
と
に
よ
り
あ
や
ま
り
御
座

候
よ
し
申
候
、
も
の
こ
と
是
非
共
〳
〵
被
成
御
意
被
下
候
儀
、
千
万
之
申
分
も
不

入
、
是
ニ
相
極
申
候
事
」
と
述
懐
し
て
い
る
（
注
13
）。
広
家
が
、
隆
景
に
も
誘
掖

を
乞
う
て
い
た
と
す
れ
ば
、
元
就
の
願
い
に
つ
い
て
聞
か
さ
れ
る
機
会
も
あ
っ
た

と
思
わ
れ
、
広
家
に
も
、
元
就
の
毛
利
家
第
一
の
「
三
家
無
二
」
が
認
知
さ
れ
て

い
た
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
慶
長
五
年
九
月
、
関
ヶ
原
で
の
敗
戦
後
、
吉
川
家
は
吉
川
家
と
し
て
独
立
独
歩

で
、徳
川
政
権
の
中
で
の
生
き
残
り
策
を
図
る
選
択
肢
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、

広
家
や
福
原
広
俊
等
は
、戦
前
か
ら
徳
川
方
と
内
々
に
通
じ
て
い
た
誼
を
も
っ
て
、

毛
利
家
の
存
続
を
願
い
、動
い
た
。輝
元
が
西
軍
の
総
大
将
と
し
て
大
坂
城
に
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
減
封
な
が
ら
も
毛
利
家
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の

も
、
徳
川
方
の
思
惑
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
広
家
他
の
毛
利
一
族
の
動
き
に
負
う

と
こ
ろ
も
大
き
い
。
こ
の
一
連
の
動
き
の
背
景
に
は
、
元
就
の
遺
訓
、
つ
ま
り
家
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度
両
人
ヘ
無
残
所
申
而
候
、
定
而
底
意
ニ
者
腹
立
も
候
す
れ
と
も
、
は
や
家

之
儀
も
相
極
此
時
に
て
候
条
、
更
努
〻
抧
可
申
事
も
無
之
、
申
尽
候
、
事
多

申
而
も
、
辻
者
両
人
何
篇
打
と
け
て
被
申
談
、
万
被
相
調
、
秀
就
外
実
之
儀

者
不
及
申
、
家
相
続
申
候
様
ニ
と
申
迄
ニ
而
候
、
此"

条"

一
、
秀
元
福（

広
俊
）原

あ
ハ

ひ
、
是
又
悪
候
、
以
外
不
可
然
候
◦秀

元

広
家
秀"

元"

福
原
事
者
、
一
身
之
様
ニ
被

存
候
ハ
て
ハ
不
叶
儀
候
、
よ
く
も
悪
も
、
毛
利
之
家
自"

昔
◦者

福"

原"

頭"

を"

も"

仕"

候"

事"

ニ"

而"

候"

先"

年"

者"
聞"
伝"

申"

所"

者"

中"

者

親
類
之
中
間
と
申
も
の

頭

"

を
仕
候
つ
れ
と
も
、
無"

叛
謀
を
仕

候
つ
る
故
、
其
以彼

家
相
絶来
、ハ"

親
よ
り
ハ
福
原類

之
頭
を
も
仕
事
に
て
候
間
、
其
筋
目
御
忘
却
候

而
ハ
、
一
円
之
事
ニ
而
候
、
兎
角
◦両

三
人
之

御
身
上" もを

何"

も"

捨
ニ
被
仕
、
大
体
可
然

家
相
続
候
や
う
に
と
の
覚
悟
な
ら
て
ハ
、
当
家
長
久
不
可
有
之
候
、
こ
ゝ
之

儀
を
段
々
申
而
、
長
門
事
者
不
及
申
、
其
以
下
之
三
人
衆
無
残
所
合
点
ニ
而

候
、
於
其
上
、
其
方
罷
上
候
者
、
此
条
胸
中
ニ
持
候
而
、
是
非
共
秀
元
無
忘

却
様
ニ
可
申
事
、
対
家
而
之
大
忠
た
る
へ
く
候
、
勿
論
秀
元
之
儀
不
及
申
候
、

此
節
身
上
を
お
し
ミ
、
如
何
之
用
捨
た
め
ら
い
候
而
者
、
其
方
数
代
之
一
紋

之
不
可
有
専
候
、
分
別
此
時
に
て
候
、
右
之
条
、
召
寄
具
口
上
可
申
と
存
候

處
、
煩
故
、
無
其
儀
、
千
万
口
惜
候
、
併
淵
底
井
四
郎
右
存
候
条
、
相
尋
、

今
度
之
次
第
相
聞
候
而
、
気
遣
頼
入
候
、
是
者
誠
ニ
大
形
之
儀
候
、
書
中
ニ

者
左
様
も
不
書
候
之
条
、
可
得
其
心
候
、
為"

心"

得"

為
分
別
候
、
か
し
く
、

　（
慶
長
十
九
年
）

　
　
十
二
月
廿
一
日

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
椙
杜
元
縁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
椙
下

こ
こ
で
輝
元
が
縷
々
述
べ
て
い
る
の
は
、「
日
頼
様
被
仰
置
候
所
も
此
時
之
儀
候
」

（
二
重
傍
線
部
）
で
あ
る
こ
と
、
秀
就
の
た
め
、
そ
し
て
毛
利
家
の
た
め
、
秀
元
、

広
家
が
堪
忍
し
て
、「
日
夜
双
方
談
合
被
仕
」
こ
と
が
大
事
、
福
原
を
含
め
た
三

人
が
己
を
捨
て
、
家
が
続
く
よ
う
に
覚
悟
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
元
就
（
日
頼
）
が
家
訓
と
し
て
説
い
た
「
三
家
無
二
」
を
十
分
に
意

識
し
て
の
叙
述
で
あ
ろ
う
。

　
　

　
こ
れ
ら
の
書
状
か
ら
、
輝
元
が
、
明
確
な
意
志
を
も
っ
て
次
代
へ
元
就
の
訓
戒

を
相
承
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
ま
で
掲
げ
て
き
た
書
状
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
毛

利
一
族
の
動
き
の
中
で
、
各
書
状
中
に
「
日
頼
様
御
書
之
辻
」
と
し
て
記
さ
れ
る

の
は
、
隔
意
な
き
意
見
交
換
に
よ
っ
て
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
で
あ
り
、
元
就
が

「
三
子
教
訓
状
」
で
強
調
し
た
、
毛
利
の
力
が
あ
っ
て
こ
そ
、
他
の
家
も
存
続
で

き
る
の
だ
と
い
う
毛
利
家
を
第
一
と
考
え
る
「
三
家
無
二
」
は
、
直
截
に
は
語
ら

れ
ず
、
そ
れ
と
し
て
、
表
出
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
書
状
中
に
頻
出
す
る

「
日
頼
様
御
書
」、「
日
頼
被
仰
置
御
一
通
」
は
、
元
就
の
「
三
子
教
訓
状
」
を
指

し
示
し
て
い
る
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
、輝
元
を
始
め
と
す
る
毛
利
一
族
の
中
で
、

家
訓
と
し
て
、十
分
に
意
識
さ
れ
続
け
て
き
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
輝
元
と
同
世
代
と
い
え
る
吉
川
元
春
の
息
男
経
言
（
後
、
広
家
）
が
、
天
正
八

年
頃
か
ら
、
小
笠
原
氏
か
ら
の
要
請
を
受
け
、
継
嗣
と
し
て
吉
川
を
離
れ
よ
う
と

動
い
た
折
に
は
、
輝
元
は
、
小
笠
原
が
信
用
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
断

固
と
し
て
許
さ
な
か
っ
た
（
注
12
）。
こ
の
問
題
の
解
決
に
向
け
、
元
春
、
広
家
と

輝
元
の
間
に
幾
通
も
書
状
が
交
わ
さ
れ
た
が
、
今
は
、
そ
の
一
つ
を
掲
げ
る
。
左

の
書
状
に
は
、「
三
子
教
訓
状
」
及
び
そ
の
添
状
と
い
え
る
『
毛
』
四
〇
六
号
に

見
ら
れ
る
元
就
の
主
張
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
輝
元
に
は
、
元

就
の
意
向
が
、か
な
り
明
確
に
意
識
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
看
取
で
き
る
。

『
吉
』
一
九
六

　　
　
毛
利
輝
元
自
筆
書
状
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度
両
人
ヘ
無
残
所
申
而
候
、
定
而
底
意
ニ
者
腹
立
も
候
す
れ
と
も
、
は
や
家

之
儀
も
相
極
此
時
に
て
候
条
、
更
努
〻
抧
可
申
事
も
無
之
、
申
尽
候
、
事
多

申
而
も
、
辻
者
両
人
何
篇
打
と
け
て
被
申
談
、
万
被
相
調
、
秀
就
外
実
之
儀

者
不
及
申
、
家
相
続
申
候
様
ニ
と
申
迄
ニ
而
候
、
此"

条"

一
、
秀
元
福（

広
俊
）原

あ
ハ

ひ
、
是
又
悪
候
、
以
外
不
可
然
候
◦秀

元

広
家
秀"

元"

福
原
事
者
、
一
身
之
様
ニ
被

存
候
ハ
て
ハ
不
叶
儀
候
、
よ
く
も
悪
も
、
毛
利
之
家
自"

昔
◦者

福"

原"

頭"

を"

も"

仕"

候"

事"

ニ"

而"

候"

先"

年"

者"

聞"

伝"

申"

所"

者"

中"

者

親
類
之
中
間
と
申
も
の

頭

"

を
仕
候
つ
れ
と
も
、
無"

叛
謀
を
仕

候
つ
る
故
、
其
以彼

家
相
絶来
、ハ"

親
よ
り
ハ
福
原類

之
頭
を
も
仕
事
に
て
候
間
、
其
筋
目
御
忘
却
候

而
ハ
、
一
円
之
事
ニ
而
候
、
兎
角
◦両

三
人
之

御
身
上" もを

何"

も"

捨
ニ
被
仕
、
大
体
可
然

家
相
続
候
や
う
に
と
の
覚
悟
な
ら
て
ハ
、
当
家
長
久
不
可
有
之
候
、
こ
ゝ
之

儀
を
段
々
申
而
、
長
門
事
者
不
及
申
、
其
以
下
之
三
人
衆
無
残
所
合
点
ニ
而

候
、
於
其
上
、
其
方
罷
上
候
者
、
此
条
胸
中
ニ
持
候
而
、
是
非
共
秀
元
無
忘

却
様
ニ
可
申
事
、
対
家
而
之
大
忠
た
る
へ
く
候
、
勿
論
秀
元
之
儀
不
及
申
候
、

此
節
身
上
を
お
し
ミ
、
如
何
之
用
捨
た
め
ら
い
候
而
者
、
其
方
数
代
之
一
紋

之
不
可
有
専
候
、
分
別
此
時
に
て
候
、
右
之
条
、
召
寄
具
口
上
可
申
と
存
候

處
、
煩
故
、
無
其
儀
、
千
万
口
惜
候
、
併
淵
底
井
四
郎
右
存
候
条
、
相
尋
、

今
度
之
次
第
相
聞
候
而
、
気
遣
頼
入
候
、
是
者
誠
ニ
大
形
之
儀
候
、
書
中
ニ

者
左
様
も
不
書
候
之
条
、
可
得
其
心
候
、
為"

心"

得"

為
分
別
候
、
か
し
く
、

　（
慶
長
十
九
年
）

　
　
十
二
月
廿
一
日

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
椙
杜
元
縁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
椙
下

こ
こ
で
輝
元
が
縷
々
述
べ
て
い
る
の
は
、「
日
頼
様
被
仰
置
候
所
も
此
時
之
儀
候
」

（
二
重
傍
線
部
）
で
あ
る
こ
と
、
秀
就
の
た
め
、
そ
し
て
毛
利
家
の
た
め
、
秀
元
、

広
家
が
堪
忍
し
て
、「
日
夜
双
方
談
合
被
仕
」
こ
と
が
大
事
、
福
原
を
含
め
た
三

人
が
己
を
捨
て
、
家
が
続
く
よ
う
に
覚
悟
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
元
就
（
日
頼
）
が
家
訓
と
し
て
説
い
た
「
三
家
無
二
」
を
十
分
に
意

識
し
て
の
叙
述
で
あ
ろ
う
。

　
　

　
こ
れ
ら
の
書
状
か
ら
、
輝
元
が
、
明
確
な
意
志
を
も
っ
て
次
代
へ
元
就
の
訓
戒

を
相
承
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
ま
で
掲
げ
て
き
た
書
状
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
毛

利
一
族
の
動
き
の
中
で
、
各
書
状
中
に
「
日
頼
様
御
書
之
辻
」
と
し
て
記
さ
れ
る

の
は
、
隔
意
な
き
意
見
交
換
に
よ
っ
て
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
で
あ
り
、
元
就
が

「
三
子
教
訓
状
」
で
強
調
し
た
、
毛
利
の
力
が
あ
っ
て
こ
そ
、
他
の
家
も
存
続
で

き
る
の
だ
と
い
う
毛
利
家
を
第
一
と
考
え
る
「
三
家
無
二
」
は
、
直
截
に
は
語
ら

れ
ず
、
そ
れ
と
し
て
、
表
出
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
書
状
中
に
頻
出
す
る

「
日
頼
様
御
書
」、「
日
頼
被
仰
置
御
一
通
」
は
、
元
就
の
「
三
子
教
訓
状
」
を
指

し
示
し
て
い
る
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
、輝
元
を
始
め
と
す
る
毛
利
一
族
の
中
で
、

家
訓
と
し
て
、十
分
に
意
識
さ
れ
続
け
て
き
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
輝
元
と
同
世
代
と
い
え
る
吉
川
元
春
の
息
男
経
言
（
後
、
広
家
）
が
、
天
正
八

年
頃
か
ら
、
小
笠
原
氏
か
ら
の
要
請
を
受
け
、
継
嗣
と
し
て
吉
川
を
離
れ
よ
う
と

動
い
た
折
に
は
、
輝
元
は
、
小
笠
原
が
信
用
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
断

固
と
し
て
許
さ
な
か
っ
た
（
注
12
）。
こ
の
問
題
の
解
決
に
向
け
、
元
春
、
広
家
と

輝
元
の
間
に
幾
通
も
書
状
が
交
わ
さ
れ
た
が
、
今
は
、
そ
の
一
つ
を
掲
げ
る
。
左

の
書
状
に
は
、「
三
子
教
訓
状
」
及
び
そ
の
添
状
と
い
え
る
『
毛
』
四
〇
六
号
に

見
ら
れ
る
元
就
の
主
張
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
輝
元
に
は
、
元

就
の
意
向
が
、か
な
り
明
確
に
意
識
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
看
取
で
き
る
。

『
吉
』
一
九
六

　　
　
毛
利
輝
元
自
筆
書
状
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分
別
候
、
猶
重
畳
可
申
承
候
、
恐
々
謹
言
、

（
慶
長
十
八
年
）

　
　
十
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
瑞

　
　
　
　
秀
元

　
　
　
　
広（

福
原
）俊

　
ま
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

申
給
へ

宛
名
は
、
秀
元
、
福
原
広
俊
で
あ
る
が
、
こ
の
二
人
は
、
長
州
藩
主
と
な
っ
て
い

た
秀
就
の
補
佐
役
を
仰
せ
つ
か
っ
て
い
た
の
で
、
実
質
的
に
は
、
秀
就
へ
の
訓
戒

と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
中
で
、
輝
元
は
自
身
の
境
遇
を
、
十
一
歳
で
隆
元
が
卒
去

し
、
十
三
歳
で
島
根
に
出
陣
、
そ
れ
か
ら
は
十
九
歳
ま
で
、
元
就
（
日
頼
様
）
の

側
か
ら
離
れ
ず
奉
公
し
て
き
た
、
と
に
か
く
元
就
の
意
向
を
う
か
が
い
、
厳
し
く

説
諭
さ
れ
て
き
た
、
だ
か
ら
こ
そ
、
利
根
も
才
覚
も
な
い
身
で
、
こ
こ
ま
で
国
主

と
し
て
何
と
か
や
っ
て
こ
ら
れ
た
の
だ
（
傍
線
部
①
）
と
述
懐
し
て
い
る
。
ま
た
、

元
就
だ
け
で
は
な
く
、
隆
景
も
元
春
も
同
様
に
様
々
に
異
見
を
な
さ
れ
、
こ
の
身

が
持
た
な
い
と
思
っ
た
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
こ
と
か（
傍
線
部
②
）と
も
言
っ

て
い
る
。
こ
の
書
状
は
、
秀
就
の
素
行
に
対
す
る
二
十
一
ヶ
条
に
及
ぶ
訓
戒
で
あ

る
か
ら
、
や
や
誇
張
し
て
言
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
分
が
、
祖
父
や

叔
父
達
に
、
ど
れ
ほ
ど
厳
し
く
育
て
ら
れ
た
の
か
を
言
っ
て
聞
か
せ
て
い
る
。
本

状
で
も
、「
御
異
見
是
非
と
も
頼
申
候
」
と
、
秀
元
や
、
譜
代
の
家
臣
で
あ
る
広

俊
の
判
断
を
、そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
長
門
（
秀
就
）
の
意
に
添
わ
な
い
こ
と
で
も
、

直
諫
し
て
欲
し
い
、
そ
れ
が
、
家
の
た
め
、
世
を
無
事
に
わ
た
る
た
め
の
心
得
と

し
て
肝
要
な
の
だ
と
重
ね
て
依
頼
し
て
い
る
。
本
状
の
表
現
か
ら
も
、
輝
元
へ
の

訓
育
の
有
り
様
が
推
量
で
き
よ
う
。

　
そ
の
翌
年
の
発
信
と
考
え
ら
れ
る
宗
瑞
の
書
状
案
に
は
、「
隆
景
元
春
、
我
等

若
輩
之
時
被
仕
立
候
手
本
有
之
事
ニ
而
候
条
、
長
門
所
、
秀
元
広
家
被" 押取

立
候
事
、

先
祖
又
者
毛
利
之
家
御
届
此
時
に
て
候
」（
波
線
部
）と
あ
る
。
こ
の
表
現
か
ら
も
、

若
き
日
、
隆
景
、
元
春
に
補
佐
、
教
導
さ
れ
た
輝
元
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。

『
毛
』
一
一
六
〇

　　
毛
利
宗
瑞
輝
元
書
状
案

（
端
裏
書
）

　「
宗
瑞
様

　
　
　
椙
杜
下
総
所
へ
之
御
書
之
写
」

長
門
罷
上
候
付
而
、
御
暇
被
下
候
条
、
罷
下
候
、
惣
別
者
、
親
子
な
か
ら
も

可
相
誥（

詰
）儀

本
意
候
へ
と
も
、
気
分
何
と
も
悪
候
而
、
私
不
成
儀
候
、
其
上
、

今
度
被
入
御
念
、
国
之
仕
置
等
此
節
別
而
可
申
付
之
由
被

　
仰
下
付
而
、
如

此
候
、（
中
略
）
一
、
右
之
条
ニ
付
而
我
等
存
所
者
、
秀
元
広
家
半
無
子
細

候
へ
と
も
、
家
中
之
も
の
と
も
何
か
と
申
相
候
之
条
、
無
題
目
候
而
も
、
人

之
見
か
け
又
人
之
申
さ
ま
色
々
候
へ
ハ
、
外
実
不
及
是
非
儀
候
条
、
就
何
篇
、

双
方
縦
聊
之
不
合
気
色
儀
候
共
、
堪
忍
候
而
、
一
分
之
身
上
を
は
捨
ニ
被
仕
、

太
体
無
忘
却
、
何
篇
日
夜
双
方
談
合
被
仕
、
心
底
お
く
底
被
申
相
候
而
、
短

束
気
遣
此
時
候
、
初
而
長
門
出
陣
之
儀
と
申
、
前
後
之
家
之
大
事
此
時
に
て

候
条
、
大
形
ニ
被
存
候
而
ハ
、
礑
各
之
御
不
覚
た
る
へ
く
候
、
日
頼
様
被
仰

置
候
所
も
此
時
之
儀
候
条
、
彼
衆
中
被
守
御
一
通
、
一
度
毛
利
之
家
御
再
興

ニ
極
候
、
取
分
此
御
弓
箭
中
肝
要
之
所
ニ
候
、
聊
も
両
人
◦之

間
大
形
之
儀
に

て
ハ
、
礑
不
可
有
曲
之
通
申
縮
候
、
隆
景
元
春
、
我
等
若
輩
之
時
被
仕
立
候

手
本
有
之
事
ニ
而
候
条
、
長
門
所
、
秀
元
広
家
被" 押取

立
候
事
、
先
祖
又
者
毛

利
之
家
御
届
此
時
に
て
候
、
併
御
両
所
之
た
め
に
て
候
之
条
、
是
者
此
方
一

分
之
非
申
事
ニ
も
候
、
勿
論
我
等
事
者
、
今
日
迄
如
此
罷
居
候
へ
は
、
本
願

ニ
罷
成
候" ニハ

て

不
叶
候
付
而
、
少
も
用
捨
た
め
ら
い
も
な
く
、
ま
つ
す
く
ニ
今
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か
る
の
で
あ
る
が
、
重
ね
て
、
輝
元
、
秀
就
に
対
し
て
、
疎
意
な
ど
な
く
お
仕
え

す
る
覚
悟
で
あ
り
、
ま
た
、
何
か
疑
義
が
あ
れ
ば
、
直
接
問
い
糾
し
て
い
た
だ
き

た
い
、
そ
れ
が
、「
日
頼
様
御
書
之
辻
」
で
あ
る
と
誓
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
輝
元
は
、
一
族
の
者
と
様
々
な
場
面
で
、
書
状

を
や
り
と
り
し
、
お
互
い
の
隔
意
な
き
意
見
交
換
に
よ
っ
て
意
思
疎
通
を
図
る
こ

と
が
、「
日
頼
様
御
書
之
辻
」
で
あ
る
と
確
認
し
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
輝
元
の
述
懐
を
見
て
み
た
い
。

『
毛
』
一
一
五
七

　　
　
毛
利
宗
瑞
輝
元
書
状
案

（
端
裏
書
）

「
御
異
見
之
御
ヶ
条
［
秀
元
／
広
俊
］
え
一
通
」

去
年
長
門
罷
上
節
、
彼
是
申
聞
候
ツ
、
然
者
、
其
元
罷
下
候
而
之
趣
い
か
ゝ

候
哉
、　（
中
略
）

一
於
爰
元
長
門
ニ
行
規
之
儀
堅
不
申
聞
や
う
に
、
世
上
ニ
申
け
ニ
候
、
尤
之

儀
候
、
是
ニ
付
而
、
我
等
存
所
も
候
、
其
趣
者
、
其
元
に
て
別
而
知
音
之

上
方
衆
之
被
申
事
ニ
者
、
国
入
之
時
者
、
手
あ
ら
く
行
規
だ
か
に
物
毎
申

付
可
然
候
、
近
年
宗
瑞
家
中
之
申
付
様
余
緩
様
候
而
、
不
可
然
候
、
手
あ

ら
く
申
候
ヘ
ハ
、
人
か
お
そ
れ
可
然
な
と
ゝ
、
被
申
た
る
や
う
に
承
候
、

爰
元
ニ
も
、
少
々
か
様
あ
ら
く
申
付
候
而
社
、
若
き
者
ニ
似
相
、
人
之
驚

も
候
な
と
ゝ
、
下
々
申
た
る
者
も
有
け
に
候
、
そ
れ
に
の
り
候
て
、
さ
や

う
心
得
た
る
趣
に
て
候
つ
る
、
然
者
、
あ
ま
り
ま
た
下
々
之
者
迷
惑
仕
、

す
く
ミ
候
之
由
、
聞
及
候
間
、
不
可
然
之
通
申
候
へ
ハ
、
合
点
仕
、
其
後

ニ
ハ
よ
く
候
ツ
る
、
惣
別
若
候
間
、
礼
儀
も
善
悪
も
万
不
存
候
故
ニ
候
、

乍①

去
、
我
々
な
と
ハ
人
け
に
な
き
者
に
て
候
之
間
申
儀
に
て
ハ
な
く
候
へ

と
も
、
十
一
に
て
親
に
は
な
れ
、
十
三
に
て
島
根
陣
へ
被
召
寄
、
罷
出
候

而
、　
日
頼
様
御
そ
は
に
相

　（
詰
）、

十
九
ニ
成
候
ま
て
、
御
そ
は
は
な
れ
す

御
奉
公
申
て
候
、
終
ニ
人
体
達
毛
頭
不
仕
、
よ
く
も
あ
し
く
も

　
日
頼
様

御
意
う
か
ゝ
い
ほ
う
そ
ん
を
お
き
、
親
子
之
間
、
是
こ
そ
う
へ
な
し
之
振

舞
な
と
ゝ
被
思
召
候
ハ
ん
こ
と
不
仕
候
、　
日
頼
様
御
折
檻
者
、
内
々
大

形
な
ら
ぬ
事
ニ
候
ツ
る
、
今
存
候
者
も
可
有
之
候
、
尋
可
被
聞
候
、
其
故

此
歳
ま
て
世
上
う
や
ま
い
、
当
世
之
り
こ
ん
才
覚
無
之
上
、
大
事
〳
〵
と

朝
夕
存
候
而
罷
過
候
間
、
国
之
主
な
と
に
成
候
、
今
時
之
趣
に
ハ
以
外
ち

か
い
た
る
儀
た
る
へ
く
候
条
、
一
ツ
と
し
て
我
等
申
事
毛
頭
無
之
儀
候
、

　
　（
中
略
）

一
自
慢
心
と
も
候
而
ハ
、
一
円
事
候
、（
中
略
）
い
か
に
も
長
門
其
所
へ
心
不

行
候
之
間
、
千
万
ゝ
ゝ
不
可
然
候
、
そ
れ
と
申
ハ
、
異
見
申
も
の
ハ
な
く
、

お
そ
れ
候
ふ
り
仕
、
あ
か
め
申
は
か
り
に
て
、
人
の
上
結
構
又
者
達
な
る

事
迄
を
、
か
り
そ
め
も
人
申
聞
、
目
に
も
見
候
故
、
大
事
も
遠
慮
も
不
存

候
、
是
者
尤
候
、
然
間
、
偏
縦
気
ニ
不
合
候
と
も
、
一
筋
之
御
分
別
を
以
、

御
異
見
是
非
と
も
頼
申
候
、
影
に
て
の
御
く
や
ミ
ハ
更
以
不
入
候
、
先
祖

家
へ
の
御
届
候
、
併
御
分
別
之
前
候
、
右
申
候
様
、
我②

等
事

　
日
頼
様
余

御
折
檻
候
上
ニ
、
隆
景
元
春
さ
し
合
種
々
異
見
達
被
申
、
は
や
此
分
に
て

ハ
身
上
続
ま
し
き
な
と
ゝ
存
ほ
と
の
事
、
幾
重
も
候
つ
る
、
長
門
事
遠
国

罷
居
、
其
上
身
之
ほ
と
ハ
不
存
、
自
満
達
も
有
之
儀
候
、
わ
る
き
分
別
も

な
き
分
候
、
折
檻
異
見
申
も
の
も
無
之
、
生
な
か
ら
之
分
別
に
て
ハ
、
聖

人
賢
人
な
ら
て
ハ
、
今
之
世
に
も
よ
き
事
あ
る
ま
し
く
候
、
た
ゝ
思
案
思

惟
肝
要
候
、
と
か
く
異
見
ニ
極
候
間
、
と
て
も
旁
於
家
儀
者
御
は
つ
し
も

不
成
御
身
上
之
事
候
条
、
無
二
無
三
一
筋
之
御
覚
悟
不
叶
候
か
ら
ハ
、
御

た
め
ら
い
御
用
捨
、
乍
勿
論
不
可
有
之
候
、
あ
た
り
は
つ
れ
御
異
見
頼
存

候
、
そ
れ
に
て
長
門
分
別
悪
候
者
、
互
之
御
時
刻
と
可
被
思
召
候
、
為
御
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か
る
の
で
あ
る
が
、
重
ね
て
、
輝
元
、
秀
就
に
対
し
て
、
疎
意
な
ど
な
く
お
仕
え

す
る
覚
悟
で
あ
り
、
ま
た
、
何
か
疑
義
が
あ
れ
ば
、
直
接
問
い
糾
し
て
い
た
だ
き

た
い
、
そ
れ
が
、「
日
頼
様
御
書
之
辻
」
で
あ
る
と
誓
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
輝
元
は
、
一
族
の
者
と
様
々
な
場
面
で
、
書
状

を
や
り
と
り
し
、
お
互
い
の
隔
意
な
き
意
見
交
換
に
よ
っ
て
意
思
疎
通
を
図
る
こ

と
が
、「
日
頼
様
御
書
之
辻
」
で
あ
る
と
確
認
し
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
輝
元
の
述
懐
を
見
て
み
た
い
。

『
毛
』
一
一
五
七

　　
　
毛
利
宗
瑞
輝
元
書
状
案

（
端
裏
書
）

「
御
異
見
之
御
ヶ
条
［
秀
元
／
広
俊
］
え
一
通
」

去
年
長
門
罷
上
節
、
彼
是
申
聞
候
ツ
、
然
者
、
其
元
罷
下
候
而
之
趣
い
か
ゝ

候
哉
、　（
中
略
）

一
於
爰
元
長
門
ニ
行
規
之
儀
堅
不
申
聞
や
う
に
、
世
上
ニ
申
け
ニ
候
、
尤
之

儀
候
、
是
ニ
付
而
、
我
等
存
所
も
候
、
其
趣
者
、
其
元
に
て
別
而
知
音
之

上
方
衆
之
被
申
事
ニ
者
、
国
入
之
時
者
、
手
あ
ら
く
行
規
だ
か
に
物
毎
申

付
可
然
候
、
近
年
宗
瑞
家
中
之
申
付
様
余
緩
様
候
而
、
不
可
然
候
、
手
あ

ら
く
申
候
ヘ
ハ
、
人
か
お
そ
れ
可
然
な
と
ゝ
、
被
申
た
る
や
う
に
承
候
、

爰
元
ニ
も
、
少
々
か
様
あ
ら
く
申
付
候
而
社
、
若
き
者
ニ
似
相
、
人
之
驚

も
候
な
と
ゝ
、
下
々
申
た
る
者
も
有
け
に
候
、
そ
れ
に
の
り
候
て
、
さ
や

う
心
得
た
る
趣
に
て
候
つ
る
、
然
者
、
あ
ま
り
ま
た
下
々
之
者
迷
惑
仕
、

す
く
ミ
候
之
由
、
聞
及
候
間
、
不
可
然
之
通
申
候
へ
ハ
、
合
点
仕
、
其
後

ニ
ハ
よ
く
候
ツ
る
、
惣
別
若
候
間
、
礼
儀
も
善
悪
も
万
不
存
候
故
ニ
候
、

乍①

去
、
我
々
な
と
ハ
人
け
に
な
き
者
に
て
候
之
間
申
儀
に
て
ハ
な
く
候
へ

と
も
、
十
一
に
て
親
に
は
な
れ
、
十
三
に
て
島
根
陣
へ
被
召
寄
、
罷
出
候

而
、　
日
頼
様
御
そ
は
に
相

　（
詰
）、

十
九
ニ
成
候
ま
て
、
御
そ
は
は
な
れ
す

御
奉
公
申
て
候
、
終
ニ
人
体
達
毛
頭
不
仕
、
よ
く
も
あ
し
く
も

　
日
頼
様

御
意
う
か
ゝ
い
ほ
う
そ
ん
を
お
き
、
親
子
之
間
、
是
こ
そ
う
へ
な
し
之
振

舞
な
と
ゝ
被
思
召
候
ハ
ん
こ
と
不
仕
候
、　
日
頼
様
御
折
檻
者
、
内
々
大

形
な
ら
ぬ
事
ニ
候
ツ
る
、
今
存
候
者
も
可
有
之
候
、
尋
可
被
聞
候
、
其
故

此
歳
ま
て
世
上
う
や
ま
い
、
当
世
之
り
こ
ん
才
覚
無
之
上
、
大
事
〳
〵
と

朝
夕
存
候
而
罷
過
候
間
、
国
之
主
な
と
に
成
候
、
今
時
之
趣
に
ハ
以
外
ち

か
い
た
る
儀
た
る
へ
く
候
条
、
一
ツ
と
し
て
我
等
申
事
毛
頭
無
之
儀
候
、

　
　（
中
略
）

一
自
慢
心
と
も
候
而
ハ
、
一
円
事
候
、（
中
略
）
い
か
に
も
長
門
其
所
へ
心
不

行
候
之
間
、
千
万
ゝ
ゝ
不
可
然
候
、
そ
れ
と
申
ハ
、
異
見
申
も
の
ハ
な
く
、

お
そ
れ
候
ふ
り
仕
、
あ
か
め
申
は
か
り
に
て
、
人
の
上
結
構
又
者
達
な
る

事
迄
を
、
か
り
そ
め
も
人
申
聞
、
目
に
も
見
候
故
、
大
事
も
遠
慮
も
不
存

候
、
是
者
尤
候
、
然
間
、
偏
縦
気
ニ
不
合
候
と
も
、
一
筋
之
御
分
別
を
以
、

御
異
見
是
非
と
も
頼
申
候
、
影
に
て
の
御
く
や
ミ
ハ
更
以
不
入
候
、
先
祖

家
へ
の
御
届
候
、
併
御
分
別
之
前
候
、
右
申
候
様
、
我②

等
事

　
日
頼
様
余

御
折
檻
候
上
ニ
、
隆
景
元
春
さ
し
合
種
々
異
見
達
被
申
、
は
や
此
分
に
て

ハ
身
上
続
ま
し
き
な
と
ゝ
存
ほ
と
の
事
、
幾
重
も
候
つ
る
、
長
門
事
遠
国

罷
居
、
其
上
身
之
ほ
と
ハ
不
存
、
自
満
達
も
有
之
儀
候
、
わ
る
き
分
別
も

な
き
分
候
、
折
檻
異
見
申
も
の
も
無
之
、
生
な
か
ら
之
分
別
に
て
ハ
、
聖

人
賢
人
な
ら
て
ハ
、
今
之
世
に
も
よ
き
事
あ
る
ま
し
く
候
、
た
ゝ
思
案
思

惟
肝
要
候
、
と
か
く
異
見
ニ
極
候
間
、
と
て
も
旁
於
家
儀
者
御
は
つ
し
も

不
成
御
身
上
之
事
候
条
、
無
二
無
三
一
筋
之
御
覚
悟
不
叶
候
か
ら
ハ
、
御

た
め
ら
い
御
用
捨
、
乍
勿
論
不
可
有
之
候
、
あ
た
り
は
つ
れ
御
異
見
頼
存

候
、
そ
れ
に
て
長
門
分
別
悪
候
者
、
互
之
御
時
刻
と
可
被
思
召
候
、
為
御

毛利家家訓の継承（二） �毛利家家訓の継承（二）

17

　
　
　 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
春
（
花
押
）

　
　
　 

粟
内
蔵

　
御
申
之

輝
元
の
内
意
の
と
お
り
、
何
事
も
遠
慮
せ
ず
に
異
見
す
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の

書
状
に
も
、「
誠

　
日
頼
様
御
一
通
之
こ
と
く
、
御
上
又
両
人
御
三
人
之
事
」（
二

重
傍
線
部
）
と
あ
る
。

　
次
は
、
輝
元
か
ら
秀
元
（
元
就
四
男
穂
田
元
清
の
息
男
で
、
一
時
、
輝
元
養
子

と
な
り
嗣
子
で
あ
っ
た
が
、
文
禄
四
年
に
輝
元
に
実
子
秀
就
が
生
誕
し
た
た
め
継

嗣
を
辞
す
、
後
、
長
府
藩
祖
）
に
宛
て
た
書
状
で
あ
る
（
下
関
市
立
長
府
博
物
館

蔵
『
長
府
毛
利
家
文
書
』
注
11
）。

『
長
』
一
四
二

　　
　
毛
利
輝
元
書
状

呉
々
長
久
之
基
此
事
候
、
本
望
候
〳
〵
、

先
度
御
神
文
給
候
、
誠
御
方
我
等
半
、
如
此
之
不
及
御
心
遣
儀
候
へ
共
、
吉

例
も
候
条
、
悦
存
候
、
御
懇
意
無
申
計
候
、
乍
勿
論
此
方
無
二
之
心
底
候
、

何
も
以
一
通
可
申
候
、
今
朝
も
御
状
本
望
候
、
万
一
以
来
不
審
之
儀
共
候
者
、

直
に
尋
可
申
候
、御
方
も
可
承
候
、此
分
へ
者
、　
日（

毛
利
元
就
）

頼
様
被
仰
置
辻
無
相
違
、

大
慶
不
可
過
之
候
、
猶
重
畳
可
申
談
候
、
万
吉
、
恐
々
謹
言
、

　
　
六
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
輝
元
（
花
押
）

（
切
封
ウ
ハ
書
）

　
　
　「（
墨
引
）　

　
　
　
　
　
　
　
　 

右
馬

　
　
　
　
　
　
秀（

毛
利
）元

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
い
る
申
給
へ

　
　
　
　
輝
元
」

発
信
年
は
確
定
で
き
な
い
が
、
秀
元
か
ら
の
「
神
文
」（
起
請
文
）
と
、
重
ね
て

書
状
を
受
け
取
っ
た
こ
と
へ
の
返
信
で
あ
る
。私
と
の
間
に
気
遣
い
は
無
用
と
し
、

万
一
尋
ね
た
い
こ
と
が
出
来
す
れ
ば
直
接
確
認
す
る
か
ら
、
そ
ち
ら
も
そ
の
つ
も

り
で
い
よ
、
こ
れ
は
、「
日
頼
様
被
仰
置
辻
」（
二
重
傍
線
部
）
に
相
違
は
な
い
と

断
言
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
秀
元
の
輝
元
宛
起
請
文
が
ど
の
よ
う
な
内
容
で

あ
っ
た
の
か
、
こ
の
時
の
も
の
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
次
に
掲
げ
る
起
請
文

か
ら
、
お
お
よ
そ
は
推
測
で
き
よ
う
。

『
毛
』
一
〇
三
七

　　
　
毛
利
秀
元
自
筆
起
請
文

　
先
年
心
底
之
趣
、
以
誓
帋
申
上
候
之
處
、
為
御
返
事
、
御
書
、
忝
致
頂
戴

候
、

一
重
々
如
申
上
候
、
対

　
殿
様

　
秀
就
様
、
乍
勿
論
、
毛
頭
不
可
存
疎
意
候
、

弥
無
二
之
覚
悟
候
事
、

一
殿
様
と
私
御
半
、
自
然
讒
人
申
隔
候
共
、
被
聞
召
付
次
第
、
直
ニ
被
遂
御

糺
明
、
日（

元
就
）頼

様
御
書
之
辻
可
被
成
御
届
之
通
、
不
及
も
尤
ニ
奉
存
、
忝
御

事
ニ
候
、
何
ヶ
度
申
上
候
而
も
、
不
被
残
御
心
底
被
仰
聞
、
忝
之
段
、
生
々

世
々
不
可
致
忘
却
候
事
、

　
右
於
偽
申
候
者
、
可
罷
蒙

日
本
国
中
大
小
之
神
祇
、
八
幡
大
菩
薩
、
摩
利" 尊支

尊
天
、
天
満
大
自
在

天
神
、
殊
ニ
ハ
厳
島
両
大
明
神
御
罸
者
也
、　
仍
起
請
如
件
、

　
　
慶
長
六
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宰
相

　
　
　
　
十
月
廿
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秀
元
（
花
押
）

　
　
　
　
宗
瑞
様

文
面
か
ら
、
秀
元
が
何
度
も
同
様
な
起
請
文
や
書
状
を
発
信
し
て
い
る
こ
と
が
わ
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謹
言
、三

月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
輝
元
（
花
押
）

隆
景

　
ま
い
る
人
々

元
春

　
　
　
申
給
へ

隆
景
と
元
春
の
両
名
に
、「
世
上
一
大
事
時
分
」
で
あ
る
か
ら
、
互
い
の
覚
悟
の

た
め
と
思
い
申
し
上
げ
る
の
だ
（
波
線
部
）
と
し
て
、
己
の
不
才
覚
（「
我
等
無

気
根
」、「
不
調
法
」）
ゆ
え
に
ご
両
人
の
「
御
指
南
」
を
仰
ぎ
た
い
、
事
が
起
こ

れ
ば
何
事
も
「
申
談
」
す
る
所
存
で
あ
る
、
隔
心
も
な
く
ご
両
人
を
粗
略
に
扱
う

な
ど
と
い
う
気
は
毛
頭
な
い
が
、
行
き
届
か
ず
意
に
添
わ
な
い
こ
と
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
、
し
か
し
、
ど
ん
な
と
き
で
も
、
私
に
異
見
を
頂
戴
し
た
い
と
言
っ
て

い
る
。「
日（

元
就
）頼

被
仰
置
御
一
通
之
こ
と
く
、
誠
隆
景
元
春
、
唯
今
ハ
我
等
三
人
之

儀
者
」（
二
重
傍
線
部
）
と
あ
り
、ま
た
、末
尾
で
も
「
日
頼
、常
栄
被
仰
置
筋
目
、

致
忘
却
間
敷
候
」
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
輝
元
の
態
度
に
対
す
る
元
春
、
隆
景
の
反
応
を
う
か
が
い
知
る
こ

と
の
で
き
る
書
状
を
次
に
掲
げ
る
。
輝
元
の
出
陣
を
促
す
書
状
で
あ
る
が
、
第
二

項
の
表
現
を
見
る
と
、
こ
の
輝
元
書
状
を
念
頭
に
置
い
て
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
毛
』
八
四
五

　　
　
吉
川
元
春
小
早
川
隆
景
連
署
状

（
端
裏
切
封
ウ
ハ
書
）

　
　「
　（
墨
引
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
佐
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駿
河

　
　 

粟
内
蔵

　
　
　
　
　
　
　
御
申
之

　
　
　
　
　
　
　
隆
景
」

　
追
而
之
御
内
意
之
通
、
重
畳
被
仰
聞
候
、
一
々
存
其
旨
候
、

一
当
時
世
上
之
趣
、
一
大
事
ニ
被
懸
御
覧
之
由
、
被
仰
下
候
、
於
両
人
も
其

申
事
候
、
近
年
之
御
弓
矢
、
今
年
ニ
相
極
申
候
之
条
、
何
と
様
ニ
も
被
成

御
短
息
、
於
両
人
も
無
緩
可
致
気
遣
候
、
此
御
弓
矢
御
心
遣
之
儀
、
誰
ニ

御
は
ね
な
さ
れ
候
す
る
や
、
の
か
れ
さ
る
御
事
候
条
、
被
閣
諸
事
を
、
明

日
よ
り
ハ
御
出
張
之
御
催
御
支
度
可
被
仰
付
御
事
、
専
一
存
計
候
、
左
候

而
、
敵
打
出
候
ハ
ん
方
角
え
則
ニ
被
張
合
、
御
防
可
被
成
御
覚
悟
肝
要
存

候
、
弥
被
仰
下
、
両
人
も
存
寄
候
處
可
申
上
候
、

一
世
上
之
事
、
御
一
大
事
ニ
被
思
召
候
付
而
、
弥
御
心
中
之
通
、
重
畳
具
ニ

被
仰
聞
候
、
承
知
申
候
、
誠

　
日
頼
様
御
一
通
之
こ
と
く
、
御
上
又
両
人

御
三
人
之
事
、
乍
勿
論
、
御
一
具
の
覚
悟
不
及
申
候
、
其
段
を
被
思
召
候

へ
ハ
、
万
内
々
大
小
事
共
ニ
、
無
御
隔
心
可
被
仰
下
候
、
両
人
も
無
用
捨

存
寄
候
段
可
申
上
之
由
、
被
成
御
意
候
、
尤
之
被
仰
聞
様
ニ
候
、
御
弓
矢

む
き
に
お
ゐ
て
ハ
、
取
分
存
通
ハ
毎
事
申
上
候
、
於
其
上
も
、
後
之
儀
、

猶
以
存
寄
趣
少
も
不
残
可
申
上
候
、
弥
可
被
仰
下
候
、
如
此
被
成
御
意
、

申
上
候
か
ら
ハ
、
少
も
無
用
捨
可
申
上
候
、
於
向
後
者
、
御
内
儀
御
心
遣

之
段
も
、
対
両
人
無
御

　
可
被
仰
聞
候
、
存
寄
儀
ハ
、
不
致
用
捨
可
申
上

候
、
右
之
分
ニ
両
人
儀
定
仕
候
間
、
乍
恐
御
心
安
被
思
召
、
可
被
仰
聞
候
、

雖
不
及
申
候
、
御
弓
矢
如
此
御
心
遣
ニ
罷
成
候
御
事
候
間
、
別
条
之
事
ハ

は
た
と
被
指
置
候
て
、
何
之
口
へ
成
共
上
勢
罷
出
、
其
方
角
及
難
儀
候
者
、

則
御
加
勢
可
被
成

　
御
覚
悟
御
支
度
、
日
夜
被
仰
付
可
然
奉
存
候
、
少
も

御
出
張
御
弓
矢
か
た
の
御
催
御
緩
候
者
、
御
一
大
事
迄
候
、
両
人
存
当
申

御
事
候
者
、
弥
可
得
御
意
候
、
猶
御
吉
事
重
畳
可
申
上
候
、
恐
惶
謹
言
、

（
天
正
十
年
）

　
　
　 
卯
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
隆
景
（
花
押
）
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謹
言
、三

月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
輝
元
（
花
押
）

隆
景

　
ま
い
る
人
々

元
春

　
　
　
申
給
へ

隆
景
と
元
春
の
両
名
に
、「
世
上
一
大
事
時
分
」
で
あ
る
か
ら
、
互
い
の
覚
悟
の

た
め
と
思
い
申
し
上
げ
る
の
だ
（
波
線
部
）
と
し
て
、
己
の
不
才
覚
（「
我
等
無

気
根
」、「
不
調
法
」）
ゆ
え
に
ご
両
人
の
「
御
指
南
」
を
仰
ぎ
た
い
、
事
が
起
こ

れ
ば
何
事
も
「
申
談
」
す
る
所
存
で
あ
る
、
隔
心
も
な
く
ご
両
人
を
粗
略
に
扱
う

な
ど
と
い
う
気
は
毛
頭
な
い
が
、
行
き
届
か
ず
意
に
添
わ
な
い
こ
と
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
、
し
か
し
、
ど
ん
な
と
き
で
も
、
私
に
異
見
を
頂
戴
し
た
い
と
言
っ
て

い
る
。「
日（

元
就
）頼

被
仰
置
御
一
通
之
こ
と
く
、
誠
隆
景
元
春
、
唯
今
ハ
我
等
三
人
之

儀
者
」（
二
重
傍
線
部
）
と
あ
り
、ま
た
、末
尾
で
も
「
日
頼
、常
栄
被
仰
置
筋
目
、

致
忘
却
間
敷
候
」
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
輝
元
の
態
度
に
対
す
る
元
春
、
隆
景
の
反
応
を
う
か
が
い
知
る
こ

と
の
で
き
る
書
状
を
次
に
掲
げ
る
。
輝
元
の
出
陣
を
促
す
書
状
で
あ
る
が
、
第
二

項
の
表
現
を
見
る
と
、
こ
の
輝
元
書
状
を
念
頭
に
置
い
て
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
毛
』
八
四
五

　　
　
吉
川
元
春
小
早
川
隆
景
連
署
状

（
端
裏
切
封
ウ
ハ
書
）

　
　「
　（
墨
引
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
佐
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駿
河

　
　 

粟
内
蔵

　
　
　
　
　
　
　
御
申
之

　
　
　
　
　
　
　
隆
景
」

　
追
而
之
御
内
意
之
通
、
重
畳
被
仰
聞
候
、
一
々
存
其
旨
候
、

一
当
時
世
上
之
趣
、
一
大
事
ニ
被
懸
御
覧
之
由
、
被
仰
下
候
、
於
両
人
も
其

申
事
候
、
近
年
之
御
弓
矢
、
今
年
ニ
相
極
申
候
之
条
、
何
と
様
ニ
も
被
成

御
短
息
、
於
両
人
も
無
緩
可
致
気
遣
候
、
此
御
弓
矢
御
心
遣
之
儀
、
誰
ニ

御
は
ね
な
さ
れ
候
す
る
や
、
の
か
れ
さ
る
御
事
候
条
、
被
閣
諸
事
を
、
明

日
よ
り
ハ
御
出
張
之
御
催
御
支
度
可
被
仰
付
御
事
、
専
一
存
計
候
、
左
候

而
、
敵
打
出
候
ハ
ん
方
角
え
則
ニ
被
張
合
、
御
防
可
被
成
御
覚
悟
肝
要
存

候
、
弥
被
仰
下
、
両
人
も
存
寄
候
處
可
申
上
候
、

一
世
上
之
事
、
御
一
大
事
ニ
被
思
召
候
付
而
、
弥
御
心
中
之
通
、
重
畳
具
ニ

被
仰
聞
候
、
承
知
申
候
、
誠

　
日
頼
様
御
一
通
之
こ
と
く
、
御
上
又
両
人

御
三
人
之
事
、
乍
勿
論
、
御
一
具
の
覚
悟
不
及
申
候
、
其
段
を
被
思
召
候

へ
ハ
、
万
内
々
大
小
事
共
ニ
、
無
御
隔
心
可
被
仰
下
候
、
両
人
も
無
用
捨

存
寄
候
段
可
申
上
之
由
、
被
成
御
意
候
、
尤
之
被
仰
聞
様
ニ
候
、
御
弓
矢

む
き
に
お
ゐ
て
ハ
、
取
分
存
通
ハ
毎
事
申
上
候
、
於
其
上
も
、
後
之
儀
、

猶
以
存
寄
趣
少
も
不
残
可
申
上
候
、
弥
可
被
仰
下
候
、
如
此
被
成
御
意
、

申
上
候
か
ら
ハ
、
少
も
無
用
捨
可
申
上
候
、
於
向
後
者
、
御
内
儀
御
心
遣

之
段
も
、
対
両
人
無
御

　
可
被
仰
聞
候
、
存
寄
儀
ハ
、
不
致
用
捨
可
申
上

候
、
右
之
分
ニ
両
人
儀
定
仕
候
間
、
乍
恐
御
心
安
被
思
召
、
可
被
仰
聞
候
、

雖
不
及
申
候
、
御
弓
矢
如
此
御
心
遣
ニ
罷
成
候
御
事
候
間
、
別
条
之
事
ハ

は
た
と
被
指
置
候
て
、
何
之
口
へ
成
共
上
勢
罷
出
、
其
方
角
及
難
儀
候
者
、

則
御
加
勢
可
被
成

　
御
覚
悟
御
支
度
、
日
夜
被
仰
付
可
然
奉
存
候
、
少
も

御
出
張
御
弓
矢
か
た
の
御
催
御
緩
候
者
、
御
一
大
事
迄
候
、
両
人
存
当
申

御
事
候
者
、
弥
可
得
御
意
候
、
猶
御
吉
事
重
畳
可
申
上
候
、
恐
惶
謹
言
、

（
天
正
十
年
）

　
　
　 

卯
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
隆
景
（
花
押
）
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〵
そ
れ
さ
ま
と
、
た
か
景
さ
ま
と
た
の
ミ
申
候
、
お
や
に
御
な
り
候
て
、

御
ち
か
ら
に
も
御
な
り
候
て

　
か
し
く

（
切
封
ウ
ハ
書
）

　
　
　「
　
　
　（
墨
引
）　

　
　
　
　
　
　
　
よ
り

　
　
　
　
も（

元

春

）

と
は
る
様
ま
い
る

　
人
々

　
　
　
　
つ
ほ
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
給
へ

　
　
　
　
　
　
」

こ
の
書
状
で
、
尾
崎
局
は
、
父
元
就
を
喪
っ
た
元
春
を
弔
慰
す
る
と
と
も
に
、
輝

元
の
た
め
、元
春
と
隆
景
と
の
支
援
を
乞
う
て
い
る
。「
申
ま
て
ハ
候
ハ
ね
と
も
」、

元
就
の
意
向
を
側
近
く
で
察
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
局
に
は
、
今
更
の
感
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
頼
ま
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
母
親
の
情
が
込
め
ら
れ
て

い
る
。
元
就
の
卒
去
は
、
毛
利
家
一
族
に
計
り
知
れ
な
い
衝
撃
と
不
安
と
を
も
た

ら
し
た
は
ず
で
あ
る
。
や
が
て
、
毛
利
家
は
、
織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
、
徳
川
家

康
と
い
っ
た
勢
力
と
の
力
関
係
の
中
で
、
領
国
の
拡
大
や
支
配
と
い
っ
た
こ
と
と

は
別
の
問
題
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
掲
げ
る
書
状
は
、
発
信
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
輝
元
が
「
右
馬
」
と
称
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
輝
元
が
右
馬
頭
に
叙
さ
れ
た
天
正
元
年
（『
毛
』
三
三
三
号
）

以
降
、
元
就
卒
去
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
書
状
中
で
も
、
元
就
を
法

名
の
「
日
頼
」
と
呼
ん
で
い
る
。

『
吉
』
一
九
五

　　
　
毛
利
輝
元
自
筆
書
状

（
端
裏
切
封
ウ
ハ
書
）

「
　
　（
墨
引
）

　
隆
景

　
ま
い
る
人
々
　
　
　
　
　
　 

右
馬

　
元
春

　
　
　
申
給
へ

　
　
　
　
　
　
輝
元
」

　
於
我
等
内
存
者
申
旧
候
、

一
雖
不
及
申
候
、
当
時
世
上
之
趣
、
一
大
事
相
極
候
、
左
候
か
ら
ハ
、
と
か

く
申
て
も
不
相
成
儀
候
条
、
存
寄
所
を
も
申
候
而
、
今
少
短
息
仕
見
候
度

候
、
如
此
申
而
も
、
更
々
我
等
無
気
根
者
、
可
届" ハ儀

一
円
御
座
有
間
敷
候

へ
と
も
、
さ
様
申
而
も
、
只
今
何
に
と
も
非
別
条
候
間
、
う
ち
く
つ
し
申

談
、
御
指
南
次
第
、
善
悪
ニ
致
気
遣
見
可
申
候
、
今
分
に
て
ハ
、
又
何
を

申
て
も
、
は
た
と
成
間
敷
候
、
其
段
々
ハ
、
口
上
ニ
申
候
、

一
事
新
申
様
と
可
被
思
召
候
へ
共
、
世
上
一
大
事
時
分
候
条
、
弥
互
之
覚
悟

た
め
に
て
御
座
候
間
、
申
事
候
、
日（

元
就
）頼

被
仰
置
御
一
通
之
こ
と
く
、
誠
隆

景
元
春
、
唯
今
ハ
我
等
三
人
之
儀
者
、
自
然
時
ハ
乍
勿
論
、
一
具
ニ
罷
成

御
事
候
条
、
其
段
存
候
へ
は
、
内
々
万
申
談
儀
、
大
小
少
も
用
捨
非可申
儀

候
、
我
等
存
所
を
も
申
、
別
而
内
外
共
ニ
被
付
御
心
、
御
指
南
候
者
、
か

い
分
可
成
其
心
得
候
、
只
今
と
て
隔
心
申
儀
も
な
く
、
御
両
所
対
我
等
疎

之
御
あ
つ
か
い
、
毛
頭
無
之
候
へ
共
、
こ
と
に
よ
り
御
用
捨
も
候
へ
は
、

可
澄
御
事
も
相
滞
申
様
候
、
又
内
儀
、
我
等
気
遣
之
所
を
、
ゑ
申
候
ハ
て

罷
居
候
、
当
輪
〳
〵
弓
矢
之
儀
ま
て
被
仰
談
候
条
、
何
に
と
も
我
等
一
分

気
遣
さ
ね
〳
〵
迷
惑
仕
候
、
其
上
我
等
事
、
無
調
法
候
へ
は
、
心
底
疎
不

存
候
而
も
、
依
事
御
両
所
御
気
色
ニ
不
合
儀
もの

ミ

有
へ
く
候
、
此
条
ハ
、
向

後
と
て
も
其
分
た
る
へ
く
候
間
、
幾
よ
り
も
〳
〵
被
仰
聞
、
又
申
談
候
而
、

悪
事
を
ハ
な
を
し
申
、
互
ニ
外
聞
実
可
然
相
調
候
て
、
事
新
罷
成
、
令
安

堵
、
き
お
い
候
而
、
今
少
も
か
い
分
か
な
い
候
ハ
ぬ
ま
て
も
、
た
し
な
ミ

申
候
て
、
短
息
仕
可
見
候
、
是
非
共
御
儀
定
之
一
儀
ニ
相
極
候
条
、
御
内

証
承
可
得
其
心
候
、
以
其
上
条
々
可
申
入
候
、
我
等
事
、
善
ニ
も
悪
ニ
も
、

日
頼
、
常
栄
被
仰
置
筋
目
、
致
忘
却
間
敷
候
、
万
吉
重
畳
可
申
候
、
恐
々
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　（
永
禄
十
一
年
）

　
　
　
六
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
隆
景
（
花
押
）

　
　
　
　
内
蔵
丞
殿

輝
元
の
書
状
に
対
し
て
、
自
分
は
子
ど
も
も
居
ら
ず
縁
者
も
い
な
い
た
め
輝
元
の

み
を
偏
に
頼
り
に
す
る
と
言
い
、
ま
た
、「
上
」（
元
就
）
も
お
歳
を
召
し
て
い
る

故
に
、
今
の
う
ち
に
何
事
も
よ
く
よ
く
聞
い
て
お
く
の
が
よ
い
と
助
言
し
て
い
る

（
波
線
部
）。
こ
の
書
状
か
ら
、
隆
景
が
「
御
当
家
長
久
之
念
願
計
ニ
候
」（
二
重

傍
線
部
）と
の
思
い
を
抱
き
、毛
利
家
当
主
輝
元
に
接
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
れ
ら
の
書
状
に
直
截
的
な
表
現
は
な
い
に
し
て
も
、
各
々
の
思
い
の
根
底
に

は
、
毛
利
家
第
一
の
「
三
家
無
二
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
読
み
取
る
こ
と
は

許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
時
期
の
元
就
は
、「
高
齢
で
病
気
が
ち
の
な
か
、輝
元
の
時
代
を
見
す
え
て
、

内
外
の
不
穏
な
勢
力
を
取
り
除
く
と
と
も
に
、
新
た
な
領
国
支
配
機
構
を
構
築
す

る
必
要
に
迫
ら
れ
」、「
死
没
す
る
前
に
輝
元
を
補
佐
す
る
『
御
四
人
』
制
を
創
出

し
た
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
注
９
）。
他
家
を
嗣
い
だ
吉
川
元
春
・
小
早
川
隆
景

に
福
原
貞
俊
・
口
羽
通
良
と
い
う
譜
代
の
家
臣
を
加
え
た
構
成
で
あ
る
。
元
春
と

隆
景
は
、「
毛
利
氏
の
支
配
機
構
中
枢
に
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
法
的
機
構
的

に
一
体
と
な
っ
て
運
営
を
担
う
形
」（
注
10
）
に
な
っ
た
こ
と
に
な
り
、こ
こ
に
至
り
、

吉
川
家
、
小
早
川
家
は
、
毛
利
家
と
対
等
に
近
い
別
の
家
と
い
う
立
場
と
い
う
よ

り
も
、
家
臣
団
の
中
に
取
り
込
ま
れ
た
よ
う
な
扱
い
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
隆
元
存
命
中
、「
三
子
教
訓
状
」
に
元
就
が
表
明
し
た
毛
利

家
第
一
の
「
三
家
無
二
」
の
内
実
も
、
変
質
し
て
い
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
元
就
が
隆
元
を
喪
い
、
晩
年
と
な
っ
て
構
想
し
た
そ
の

領
国
支
配
の
構
造
と
、
彼
ら
の
意
識
の
中
に
あ
る
三
家
の
関
係
と
は
必
ず
し
も
完

全
に
一
致
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
毛
利
家
と
吉

川
家
、
小
早
川
家
と
の
関
係
が
ど
う
変
化
し
よ
う
と
も
、
目
標
と
す
る
の
は
、「
毛

利
家
の
存
続
」
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
毛
利
家
を

取
り
巻
く
政
情

　“
外
”
の
変
化
、
そ
し
て
、
毛
利
家
内
の
事
情

　“
内
”
の
変
化

の
中
、
毛
利
家
家
訓
は
、
ど
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
、
次
の
世
代
に
受
け
継
が
れ

て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
次
項
で
は
、
元
就
卒
去
後
の
毛
利
一
族
の
変
化
を
追
い
な
が
ら
、
輝
元
世
代
に

受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
家
訓
の
あ
り
方
を
確
認
し
て
み
た
い
。

三

　元
就
卒
去
後
の
毛
利
家
と
輝
元

　―  

日
頼
様
御
一
通 

― 

　
元
就
は
、
後
顧
の
憂
い
を
断
つ
た
め
の
方
策
と
し
て
、
輝
元
を
補
佐
す
る
執
行

組
織
を
作
っ
た
。
譜
代
の
家
臣
と
と
も
に
毛
利
家
の
中
枢
に
参
画
す
る
こ
と
に

な
っ
た
元
春
と
隆
景
は
、
隆
元
代
と
は
や
や
異
な
っ
た
立
場
と
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
が
、
輝
元
の
叔
父
で
あ
る
か
ら
に
は
、
元
就
卒
去
後
は
、
血
族
と
し
て

も
輝
元
を
支
え
る
こ
と
に
、
一
層
腐
心
し
た
と
思
わ
れ
る
。
毛
利
家
に
は
、
元
就

卒
去
の
折
、
尾
崎
局
か
ら
吉
川
元
春
に
発
信
さ
れ
た
書
状
が
残
さ
れ
て
い
る
。

『
毛
』
一
三
二
六

　　
　
毛
利
隆
元
夫
人
大
内
氏
消
息

く
た
さ
れ
候
へ
く
候
、
う
ち
た
の
ミ
申
候
〳
〵
、
申
ま
て
ハ
候
ハ
ね

と
も
、
申
事
ニ
て
候
、
御
悦
か
さ
ね
〳
〵
申
候
へ
く
候
、

さ
て
も
〳
〵
ち（

元

就

）

い
さ
ま
の
事
、
御
と
し
よ
り
と
ハ
申
な
か
ら
、
か
や
う
に
ふ

と
の
事
と
ハ
お
も
ひ
ま
い
ら
せ
候
ハ
ぬ
ニ
、
ふ
し
き
に
御
か
く
れ
候
て
、
中

〳
〵
ち
か
ら
お
と
し
、
申
も
お
ろ
か
ニ
て
候
、
を
な
し
御
事
に
、
さ
そ
〳
〵

と
、
御
し
ん
中
お
し
ハ
か
り
ま
い
ら
せ
候
、
て
る
も
と
の
御
事
、
ひ
と
へ
に
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　（
永
禄
十
一
年
）

　
　
　
六
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
隆
景
（
花
押
）

　
　
　
　
内
蔵
丞
殿

輝
元
の
書
状
に
対
し
て
、
自
分
は
子
ど
も
も
居
ら
ず
縁
者
も
い
な
い
た
め
輝
元
の

み
を
偏
に
頼
り
に
す
る
と
言
い
、
ま
た
、「
上
」（
元
就
）
も
お
歳
を
召
し
て
い
る

故
に
、
今
の
う
ち
に
何
事
も
よ
く
よ
く
聞
い
て
お
く
の
が
よ
い
と
助
言
し
て
い
る

（
波
線
部
）。
こ
の
書
状
か
ら
、
隆
景
が
「
御
当
家
長
久
之
念
願
計
ニ
候
」（
二
重

傍
線
部
）と
の
思
い
を
抱
き
、毛
利
家
当
主
輝
元
に
接
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
れ
ら
の
書
状
に
直
截
的
な
表
現
は
な
い
に
し
て
も
、
各
々
の
思
い
の
根
底
に

は
、
毛
利
家
第
一
の
「
三
家
無
二
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
読
み
取
る
こ
と
は

許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
時
期
の
元
就
は
、「
高
齢
で
病
気
が
ち
の
な
か
、輝
元
の
時
代
を
見
す
え
て
、

内
外
の
不
穏
な
勢
力
を
取
り
除
く
と
と
も
に
、
新
た
な
領
国
支
配
機
構
を
構
築
す

る
必
要
に
迫
ら
れ
」、「
死
没
す
る
前
に
輝
元
を
補
佐
す
る
『
御
四
人
』
制
を
創
出

し
た
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
注
９
）。
他
家
を
嗣
い
だ
吉
川
元
春
・
小
早
川
隆
景

に
福
原
貞
俊
・
口
羽
通
良
と
い
う
譜
代
の
家
臣
を
加
え
た
構
成
で
あ
る
。
元
春
と

隆
景
は
、「
毛
利
氏
の
支
配
機
構
中
枢
に
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
法
的
機
構
的

に
一
体
と
な
っ
て
運
営
を
担
う
形
」（
注
10
）
に
な
っ
た
こ
と
に
な
り
、こ
こ
に
至
り
、

吉
川
家
、
小
早
川
家
は
、
毛
利
家
と
対
等
に
近
い
別
の
家
と
い
う
立
場
と
い
う
よ

り
も
、
家
臣
団
の
中
に
取
り
込
ま
れ
た
よ
う
な
扱
い
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
隆
元
存
命
中
、「
三
子
教
訓
状
」
に
元
就
が
表
明
し
た
毛
利

家
第
一
の
「
三
家
無
二
」
の
内
実
も
、
変
質
し
て
い
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
元
就
が
隆
元
を
喪
い
、
晩
年
と
な
っ
て
構
想
し
た
そ
の

領
国
支
配
の
構
造
と
、
彼
ら
の
意
識
の
中
に
あ
る
三
家
の
関
係
と
は
必
ず
し
も
完

全
に
一
致
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
毛
利
家
と
吉

川
家
、
小
早
川
家
と
の
関
係
が
ど
う
変
化
し
よ
う
と
も
、
目
標
と
す
る
の
は
、「
毛

利
家
の
存
続
」
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
毛
利
家
を

取
り
巻
く
政
情

　“
外
”
の
変
化
、
そ
し
て
、
毛
利
家
内
の
事
情

　“
内
”
の
変
化

の
中
、
毛
利
家
家
訓
は
、
ど
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
、
次
の
世
代
に
受
け
継
が
れ

て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
次
項
で
は
、
元
就
卒
去
後
の
毛
利
一
族
の
変
化
を
追
い
な
が
ら
、
輝
元
世
代
に

受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
家
訓
の
あ
り
方
を
確
認
し
て
み
た
い
。

三

　元
就
卒
去
後
の
毛
利
家
と
輝
元

　―  

日
頼
様
御
一
通 

― 

　
元
就
は
、
後
顧
の
憂
い
を
断
つ
た
め
の
方
策
と
し
て
、
輝
元
を
補
佐
す
る
執
行

組
織
を
作
っ
た
。
譜
代
の
家
臣
と
と
も
に
毛
利
家
の
中
枢
に
参
画
す
る
こ
と
に

な
っ
た
元
春
と
隆
景
は
、
隆
元
代
と
は
や
や
異
な
っ
た
立
場
と
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
が
、
輝
元
の
叔
父
で
あ
る
か
ら
に
は
、
元
就
卒
去
後
は
、
血
族
と
し
て

も
輝
元
を
支
え
る
こ
と
に
、
一
層
腐
心
し
た
と
思
わ
れ
る
。
毛
利
家
に
は
、
元
就

卒
去
の
折
、
尾
崎
局
か
ら
吉
川
元
春
に
発
信
さ
れ
た
書
状
が
残
さ
れ
て
い
る
。

『
毛
』
一
三
二
六

　　
　
毛
利
隆
元
夫
人
大
内
氏
消
息

く
た
さ
れ
候
へ
く
候
、
う
ち
た
の
ミ
申
候
〳
〵
、
申
ま
て
ハ
候
ハ
ね

と
も
、
申
事
ニ
て
候
、
御
悦
か
さ
ね
〳
〵
申
候
へ
く
候
、

さ
て
も
〳
〵
ち（

元

就

）

い
さ
ま
の
事
、
御
と
し
よ
り
と
ハ
申
な
か
ら
、
か
や
う
に
ふ

と
の
事
と
ハ
お
も
ひ
ま
い
ら
せ
候
ハ
ぬ
ニ
、
ふ
し
き
に
御
か
く
れ
候
て
、
中

〳
〵
ち
か
ら
お
と
し
、
申
も
お
ろ
か
ニ
て
候
、
を
な
し
御
事
に
、
さ
そ
〳
〵

と
、
御
し
ん
中
お
し
ハ
か
り
ま
い
ら
せ
候
、
て
る
も
と
の
御
事
、
ひ
と
へ
に
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今
度
之
種
々
忝
段
、
申
疎
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
六
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
春
（
花
押
）

輝
元
様 

ま
い
る

　
御
返
人
々
御
申

隆
元
の
恩
義
を
思
い
輝
元
に
奉
公
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
余
計
な
心
配
は
無
用
で

あ
る
と
い
い
、
隆
元
の
名
を
頻
り
に
出
し
て
い
る
（
傍
線
部
）。
そ
し
て
、
隆
元

に
対
し
て
い
た
時
と
同
じ
心
持
ち
で
い
る
の
だ
、
自
分
も
輝
元
と
同
じ
心
持
ち
で

ど
こ
ま
で
も
奉
公
す
る
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
も
率
直
に
隔
心
な
く
言
い
合
お
う

（
二
重
傍
線
部
）
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
隆
元
時
代
に
変
わ
ら
ぬ
心
持
ち
で

輝
元
に
対
す
る
と
い
う
態
度
は
、
元
就
の
訓
戒
を
念
頭
に
置
い
て
の
こ
と
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
で
は
、
隆
景
は
ど
の
よ
う
に
接
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
隆
景
の
輝
元
に
対

す
る
直
截
な
訓
戒
も
見
い
だ
せ
て
い
な
い
が
、
次
の
書
状
か
ら
、
そ
の
思
い
を
う

か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
宛
名
は
、
輝
元
側
近
の
内
蔵
丞
（
粟
屋
元
種
）

で
あ
る
が
、
こ
れ
も
実
質
的
に
は
輝
元
宛
で
あ
ろ
う
。

『
毛
』
八
二
〇

　　
小
早
川
隆
景
自
筆
書
状

　
　 

（
端
裏
切
封
ウ
ハ
書
）

　「
　（
墨
引
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
佐
衛

　 

　
内（

粟
屋
元
種
）

蔵
丞
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
隆
景
」

返
々
、
御
懇
書
忝
候
〳
〵
、
又
立
雪
に
て
の
御
あ
ら
ま
し
も
、
以
前
そ

と
〳
〵
物
語
被
仕
之
条
、
承
候
、
又
彼
心
持
御
推
量
尤
ニ
候
〳
〵
、

　
御
書
具
致
拝
見
候
、

一
下
口
之
儀
、
如
御
意
、
長（

兵
部
少
輔
）

野
不
慮
之
儀
付
而
相
破
、
既
被
成
御
出
張
儀
ニ

候
、
元
春
我
等
事
、
御
意
次
第
、
関
表
可
罷
下
と
の
申
事
ニ
候
、
其
付
而

御
懇
ニ
被
仰
聞
通
、
誠
ニ
目
出
度
候
、
涯
分
可
致
短
足
之
条
、
軈
而
可
為

御
本
意
候
、

一
別
而
向
後
之
儀
可
致
馳
走
之
通
、
被
仰
聞
候
、
殊
御
心
底
之
程
こ
ま
〳
〵

被
成
御
意
候
、
一
段
難
有
存
計
ニ
候
、
御
意
こ
そ
疎
ニ
候
へ
、
御
当
家
長

久
之
念
願
計
ニ
候
、
御
家
諸
事
之
御
操
御
大
儀
ニ
被
思
召
候
よ
し
、
誠
々

無
余
儀
御
事
ニ
候
、
前
々
ニ
替
候
て
、
大
篇
之
国
数
御
裁
判
之
儀
候
處
、

可
然
人
ハ
無
之
候
て
、
何
共
御
心
遣
な
る
事
ま
て
と
の
、
内
々
も
申
事
ニ

候
、

一
今
程
ハ
諸
篇

　
上
と
の
御
内
談
細
々
被
召
候
而
見
へ
申
候
条
、于
心
ニ
候
、

彼
是
人
之
心
持
共
、
よ
く
〳
〵
御
尋
候
て
お
か
せ
ら
れ
候
ハ
ん
事
専
一
ニ

候
、
六
か
し
き
様
ニ

　
上
ニ
ハ
被
思
召
、
御
事
繁
キ
時
共
ハ
、
し
か
〳
〵

無
御
返
事
候
共
、
切
々
何
事
も
尋
御
申
干
要
候
、
彼
御
一
命
之
内
、
御
家

来
六
か
し
き
事
共
、
其
外
何
事
も
御
定
候
ハ
て
ハ
、
後
之
御
太
儀
に
て
候
、

何
篇
御
分
別
参
候
間
、
目
出
度
候
、

一
是
ハ
次
而
之
申
事
ニ
候
、
正
月
に
て
御
座
候
ツ
る
、
く
た
さ
れ
ゑ
い
候
て
、

お
う
へ
に
て
申
上
候
様
ニ
、
我
等
事
ハ
、
取
分

　
輝
元
様
御
一
身
を
、
勿

論
な
か
ら
頼
存
計
に
て
候
、
上
ニ
ハ
御
年
寄
ら
れ
候
、
又
子
共
一
人もも
ち

候
ハ
す
候
、
縁
者
な
と
も
無
之
候
、
唯
一
身
之
事
ニ
候
へ
ハ
、
別
而
被
懸

御
目
候
ハ
て
ハ
、
少
も
無
頼
方
候
、
我
等
於
覚
悟
者
、
ゆ
ニ
も
水
ニ
も
一

篇
之
儀
不
及
申
候
、
更
々
無
他
事
候
、

一
似
相
之
儀
ハ
、
存
寄
所
可
申
上
候
、
御
内
状
に
て
御
用
之
儀
共
可
被
仰
聞

候
〳
〵
、
呉
々
御
懇
ニ
被
思
召
寄
、
種
々
被
仰
聞
候
事
、
行
末
も
御
頼
敷
、

安
堵
、
忝
さ
、
更
々
無
申
計
候
〳
〵
、
何
れ
も
く
ハ
し
く
又
々
従
是
可
申

上
候
〳
〵
、
恐
々
謹
言
、
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『
吉
』
一
九
四
号
と
同
様
な
表
現
が
見
ら
れ
る
（
傍
線
部
①
）。
こ
こ
で
は
、「
御

両
人
御
指
南
お
も
ツ
て
」
と
元
春
と
と
も
に
隆
景
に
も
同
じ
思
い
（「
御
方
御
事

親
に
も
兄
弟
に
も
相
頼
入
候
条
、
礑
御
指
南
頼
申
候
」）
で
接
し
て
い
る
こ
と
を

表
明
し
て
い
る
。
統
領
と
し
て
の
我
が
器
量
へ
の
不
安
と
毛
利
の
家
を
相
続
さ
せ

る
と
い
う
大
任
と
を
十
分
に
自
覚
し
て
い
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
輝
元
に
対
し
て
、
元
春
も
覚
悟
を
も
っ
て
応
え
よ
う
と
言
っ
て
い

る
。『

毛
』
七
九
二

　　
　
吉
川
元
春
自
筆
書
状

（
端
裏
切
封
ウ
ハ
書
）

「
　
　（
墨
引
） 

　
　
　
　
　
　
　
治
部

 

輝
元
様 

ま
い
る

　
人
々
御
申
　
　
元
春
」

返
々
、
御
懇
之
儀
、
難
申
尽
候
、
更
々
心
中
之
程
ハ
不
得
申
候
、
辻
ハ

何
事
も
〳
〵
聊
無
御
隔
心
可
被
仰
下
候
、
我
等
も
可
申
上
候
〳
〵
、
一

段
御
心
安
取
分
被
思
召
候
て
、
自
然
参
候
時
ハ
、
ひ
た
〳
〵
と
な
い
け

な
く
め
さ
れ
候
而
可
被
下
候
、
お
も
て
む
き
事
ハ
き
ツ
と
御
座
候
ハ
て

不
叶
儀
候
、
こ
な
た
よ
り
ハ
如
何
候
間
、
隆
景
一
人
め
し
よ
せ
ら
れ
候

時
も
御
座
あ
り
、
又
我
等
一
人
め
し
よ
せ
ら
れ
候
事
も
御
座
候
候（

衍
）て

、

存
よ
り
候
と（

マ
ヽ
）り

申
上
、
又
被
仰
下
候
や
う
に
あ
り
度
候
、
両
人
一
度
ニ

も
め
し
よ
せ
ら
れ
、
其
段
ハ
さ
た
ま
り
申
間
敷
候
、
元（

吉
川
元
長
）

資
事
、
是
又
被

懸
御
目
候
者
可
忝
候
〳
〵
、
万
々
申
上
度
事
候
へ
共
、
先
々
凡
申
上
候
、

重
々
可
申
上
候
〳
〵
、

御
書
致
拝
見
候
、
殊
具
ニ
被
仰
下
候
、
忝
奉
存
候
、
加
様
之
儀
者
、
従
是
社

可
申
上
候
處
、
御
懇
之
段
、
更
以
難
申
尽
候
、
向
後
之
儀
、
猶
以
不
被
御
心

隔
、
御
用
等
、
内
外
共
被
仰
聞
候
者
、
可
目
出
度
候
、
一
切
不
可
存
油
断
候
、

我
等
事
隆
元
取
分
被
懸
御
目
候
、
其
段
不
致
忘
却
候
、
誠
隆
元
于
今
御
座
候

ハ
ん
ニ
ハ
と
存
計
候
〳
〵
、
如
此
内
々
存
置
候
間
、
輝
元
へ
お
も
て
む
き
の

御
奉
公
者
勿
論
候
、
別" 而可

致
馳
走" と一

廉
申
上
度
候
、
我
等
存
よ
り
候
程
之
儀

者
、
御
為
之
事
申
も"

上
、
心
遣
仕
候
而
、
馳
走
可
申
候
、
か
や
う
に
こ
ま

〳
〵
と
こ
と
を
わ
け
ら
れ
被
仰
聞
候
ハ
す
候
共
、
涯
分
於
我
等
ハ
水のそ
こ
迄

も
奉
公
申
へ
く
存
候
間
、
か
や
う
御
心
遣
を
な
さ
れ
被
仰
聞
候
へ
ハ
、
却
而

迷
惑
候
、
隆
元
と
我
等
御
半
之
事
、
人
の不
存
候
御
懇
之
儀
共
候
、
か
や
う
の

事
御
方
様
へ
そ
と
〳
〵
申
上
度
候
、
左
候
者
、
さ
て
ハ
そ
れ
ほ
と
ニ
候
つ
る

や
と
可
被
思
召
候
間
、
い
つ
も
不
存
忘
候
間
、
輝
元
ヘ
奉
公
申
、
隆
元
之
御

恩
を
送
申
度
候
、
我
等
身
上
之
事
も
、
我
と
わ
か
身
を
ハ
不
存
物
候
間
、
被

仰
聞
候
者
、
可
可（

衍
）目

出
度
候
、
何
た
る
儀
に
て
も
候
へ
か
し
、
御
方
様
被
仰

聞
候
儀
、
二
人
と
申
間
敷
候
、
如
此
被
思
召
候
ヘ
共
、
如
何
元
春
可
存
候
哉

と
被
思
召
候
而
ハ
、
無
曲
存
候
、
悪
事
を
被
仰
聞
候
共
、
輝
元
之
如
此
被
仰

下
候
、
あ
し
き
御
存
分
共
申
間
敷
候
間
、
何
事
も
被
仰
聞
、
存
寄
候
事
ハ
可

申
上
候
、
我
等
申
儀
も
、
不
可
然
儀
を
ハ
、
ミ
つ
〳
〵
に
て
可
被
仰
下
候
、

左
候
而
、
御
心
安
被
思
召
、
別
而
御
奉
公
申
度
候
、
我
等
如
此
被
仰
下
候
間
、

従
今
日
ハ
、御
為
不
可
然
儀
を
ハ
ミ
つ
〳
〵
に
て
可
申
上
候
、左
候
者
、誰
々

に
て
可
申
上
候
哉
、
御
内
証
可
被
仰
聞
候
、
何
た
る
被
仰
聞
間
敷
程
の
儀
に

て
候
共
、
被
仰
下
候
者
、
可
目
出
候
、
隆
元
我
等
御
半
之
様
ニ
馳
走
申
度
候
、

何
も
面
ニ
御
物
語
申
度
事
候
、
か
や
う
申
上
候
事
、
御
お
ん
ミ
ツ
可
目
出
候
、

被
仰
下
候
儀
も
、
我
等
一
人
之
む
ね
た
る
へ
く
候
〳
〵
、
呉
々
御
懇
被
仰
聞

候
、
更
心
中
之
程
ハ
不
得
申
候
、
何
も
佐
東
ニ
御
逗
留
候
ハ
、
罷
下
候
ハ
ん

時
、
参
候
而
、
重
畳
得
御
心
、
可
罷
下
候
、
何
様
在
所
よ
り
具
可
申
上
候
、
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『
吉
』
一
九
四
号
と
同
様
な
表
現
が
見
ら
れ
る
（
傍
線
部
①
）。
こ
こ
で
は
、「
御

両
人
御
指
南
お
も
ツ
て
」
と
元
春
と
と
も
に
隆
景
に
も
同
じ
思
い
（「
御
方
御
事

親
に
も
兄
弟
に
も
相
頼
入
候
条
、
礑
御
指
南
頼
申
候
」）
で
接
し
て
い
る
こ
と
を

表
明
し
て
い
る
。
統
領
と
し
て
の
我
が
器
量
へ
の
不
安
と
毛
利
の
家
を
相
続
さ
せ

る
と
い
う
大
任
と
を
十
分
に
自
覚
し
て
い
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
輝
元
に
対
し
て
、
元
春
も
覚
悟
を
も
っ
て
応
え
よ
う
と
言
っ
て
い

る
。『

毛
』
七
九
二

　　
　
吉
川
元
春
自
筆
書
状

（
端
裏
切
封
ウ
ハ
書
）

「
　
　（
墨
引
） 

　
　
　
　
　
　
　
治
部

 

輝
元
様 

ま
い
る

　
人
々
御
申
　
　
元
春
」

返
々
、
御
懇
之
儀
、
難
申
尽
候
、
更
々
心
中
之
程
ハ
不
得
申
候
、
辻
ハ

何
事
も
〳
〵
聊
無
御
隔
心
可
被
仰
下
候
、
我
等
も
可
申
上
候
〳
〵
、
一

段
御
心
安
取
分
被
思
召
候
て
、
自
然
参
候
時
ハ
、
ひ
た
〳
〵
と
な
い
け

な
く
め
さ
れ
候
而
可
被
下
候
、
お
も
て
む
き
事
ハ
き
ツ
と
御
座
候
ハ
て

不
叶
儀
候
、
こ
な
た
よ
り
ハ
如
何
候
間
、
隆
景
一
人
め
し
よ
せ
ら
れ
候

時
も
御
座
あ
り
、
又
我
等
一
人
め
し
よ
せ
ら
れ
候
事
も
御
座
候
候（

衍
）て

、

存
よ
り
候
と（

マ
ヽ
）り

申
上
、
又
被
仰
下
候
や
う
に
あ
り
度
候
、
両
人
一
度
ニ

も
め
し
よ
せ
ら
れ
、
其
段
ハ
さ
た
ま
り
申
間
敷
候
、
元（

吉
川
元
長
）

資
事
、
是
又
被

懸
御
目
候
者
可
忝
候
〳
〵
、
万
々
申
上
度
事
候
へ
共
、
先
々
凡
申
上
候
、

重
々
可
申
上
候
〳
〵
、

御
書
致
拝
見
候
、
殊
具
ニ
被
仰
下
候
、
忝
奉
存
候
、
加
様
之
儀
者
、
従
是
社

可
申
上
候
處
、
御
懇
之
段
、
更
以
難
申
尽
候
、
向
後
之
儀
、
猶
以
不
被
御
心

隔
、
御
用
等
、
内
外
共
被
仰
聞
候
者
、
可
目
出
度
候
、
一
切
不
可
存
油
断
候
、

我
等
事
隆
元
取
分
被
懸
御
目
候
、
其
段
不
致
忘
却
候
、
誠
隆
元
于
今
御
座
候

ハ
ん
ニ
ハ
と
存
計
候
〳
〵
、
如
此
内
々
存
置
候
間
、
輝
元
へ
お
も
て
む
き
の

御
奉
公
者
勿
論
候
、
別" 而可

致
馳
走" と一

廉
申
上
度
候
、
我
等
存
よ
り
候
程
之
儀

者
、
御
為
之
事
申
も"

上
、
心
遣
仕
候
而
、
馳
走
可
申
候
、
か
や
う
に
こ
ま

〳
〵
と
こ
と
を
わ
け
ら
れ
被
仰
聞
候
ハ
す
候
共
、
涯
分
於
我
等
ハ
水のそ
こ
迄

も
奉
公
申
へ
く
存
候
間
、
か
や
う
御
心
遣
を
な
さ
れ
被
仰
聞
候
へ
ハ
、
却
而

迷
惑
候
、
隆
元
と
我
等
御
半
之
事
、
人
の不
存
候
御
懇
之
儀
共
候
、
か
や
う
の

事
御
方
様
へ
そ
と
〳
〵
申
上
度
候
、
左
候
者
、
さ
て
ハ
そ
れ
ほ
と
ニ
候
つ
る

や
と
可
被
思
召
候
間
、
い
つ
も
不
存
忘
候
間
、
輝
元
ヘ
奉
公
申
、
隆
元
之
御

恩
を
送
申
度
候
、
我
等
身
上
之
事
も
、
我
と
わ
か
身
を
ハ
不
存
物
候
間
、
被

仰
聞
候
者
、
可
可（

衍
）目

出
度
候
、
何
た
る
儀
に
て
も
候
へ
か
し
、
御
方
様
被
仰

聞
候
儀
、
二
人
と
申
間
敷
候
、
如
此
被
思
召
候
ヘ
共
、
如
何
元
春
可
存
候
哉

と
被
思
召
候
而
ハ
、
無
曲
存
候
、
悪
事
を
被
仰
聞
候
共
、
輝
元
之
如
此
被
仰

下
候
、
あ
し
き
御
存
分
共
申
間
敷
候
間
、
何
事
も
被
仰
聞
、
存
寄
候
事
ハ
可

申
上
候
、
我
等
申
儀
も
、
不
可
然
儀
を
ハ
、
ミ
つ
〳
〵
に
て
可
被
仰
下
候
、

左
候
而
、
御
心
安
被
思
召
、
別
而
御
奉
公
申
度
候
、
我
等
如
此
被
仰
下
候
間
、

従
今
日
ハ
、御
為
不
可
然
儀
を
ハ
ミ
つ
〳
〵
に
て
可
申
上
候
、左
候
者
、誰
々

に
て
可
申
上
候
哉
、
御
内
証
可
被
仰
聞
候
、
何
た
る
被
仰
聞
間
敷
程
の
儀
に

て
候
共
、
被
仰
下
候
者
、
可
目
出
候
、
隆
元
我
等
御
半
之
様
ニ
馳
走
申
度
候
、

何
も
面
ニ
御
物
語
申
度
事
候
、
か
や
う
申
上
候
事
、
御
お
ん
ミ
ツ
可
目
出
候
、

被
仰
下
候
儀
も
、
我
等
一
人
之
む
ね
た
る
へ
く
候
〳
〵
、
呉
々
御
懇
被
仰
聞

候
、
更
心
中
之
程
ハ
不
得
申
候
、
何
も
佐
東
ニ
御
逗
留
候
ハ
、
罷
下
候
ハ
ん

時
、
参
候
而
、
重
畳
得
御
心
、
可
罷
下
候
、
何
様
在
所
よ
り
具
可
申
上
候
、
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自
然
の
時
ハ
、
た
の
ミ
に
な
り
候
様
と
存
候
、
御
次
而
も
候
す
る
時
ハ
、

よ
そ
事
之
様
に
御
申
候
て
、
上
之
御
口
ひ
き
御
聞
候
て
可
被
下
候
、

一
向
後
只
今
よ
り
の
悴
家
之
彼
是
申
付
さ
ま
、
心
へ
之
趣
と
も
、
被
仰
召
当

候
す
る
事
、
以
一
書
被
仰
聞
候
ハ
ゝ
、
可
忝
候
、
可
申
談
候
、

一
不
及
申
候
へ
と
も
、
自
然
向
後
何
篇
御
用
捨
之
様
と
も
候
て
ハ
、
礑
無
曲

可
存
置
候
、
近
比
御
と
り
乱
之
砌
、
長
文
に
て
申
候
事
心
な
く
候
へ
と
も
、

我
等
内
意
之
趣
申
入
候
様
候
、
御
す
き
に
御
ら
ん
候
て
可
被
下
候
、
恐
々

謹
言
、十

二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
輝
元
（
花
押
）

元
春 

ま
い
る 

人
々

　
　
　
　
　 

申
給
へ

此
二
通
、
御
す
き
に
御
ら
ん
候
て
可
被
下
候
〳
〵
、
恐
々
か
し
く
、（
下
略
）

こ
の
書
状
で
は
、
輝
元
は
、「
無
器
量
無
才
覚
ニ
生
申
」、「
誠
め
い
仁
之
上
之
御

手
次
ニ
生
合
候
こ
と
、
我
等
ふ
う
ん
ま
て
候
、
親
祖
父
之
儀
ハ
不
及
申
、
先
祖
之

御
た
め
ま
て
口
惜
候
、
毛
利
之
家
之
儀
、
我
等
代
に
き
つ
お
つ
け
申
ま
て
候
」
な

ど
、
父
隆
元
と
同
様
な
自
己
評
価
を
下
し
て
い
る
。
我
が
境
遇
を
「
常
栄
に
ハ

十
一
に
て
は
な
れ
申
、
終
親
之
異
見
請
不
申
、
誰
指
南
仕
候
者
候
ハ
て
」
と
述
懐

し
て
い
る
が
、
輝
元
は
、
隆
元
在
世
の
時
も
卒
去
の
後
も
、
元
就
に
万
事
指
示
を

仰
ぎ
、
異
見
も
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
（
注
８
）。
そ
れ
と
は
別
に
、「
御
方
様
之

こ
と
、
親
に
も
兄
弟
ニ
も
打
頼
申
一
念
候
」
で
あ
る
と
元
春
の
誘
掖
を
願
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
永
禄
十
一
年
、
与
州
（
伊
予
国
）
を
平
定
し
た
も
の
の
、
大
友
氏
と
の
和
平
が

破
れ
、
元
春
、
隆
景
は
九
州
へ
渡
航
し
転
戦
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
戦
況
を

承
け
て
の
書
状
を
次
に
掲
げ
た
。

『
吉
』
一
一
八
一

　　
　
毛
利
輝
元
自
筆
書
状

返
々
、
何
篇
頼
申
計
候
〳
〵
、

一
筆
令
申
候
、
仍
今
度
下
口
不
慮
之
儀
出
来
、
何
と
も
せ
う
し
一
大
事
成
行

候
、
就
其
御
両
人
御
事
も
至
関
御
渡
候
而
、
一
行
可
被
仰
付
之
由
候
、
与
州

御
帰
陳
候
て
今
日
ま
て
少
も
御
く
つ
ろ
き
な
く
、
又
下
へ
御
出
候
事
、
申
疎

候
へ
共
、
悴
家
た
め
如
此
御
馳
走
御
短
息
こ
と
打
続
之
御
辛
労
、
更
難
申
尽

候
、
心
中
存
程
ハ
不
申
入
候
、
口
惜
敷
候
、
向
後
者
、
御
方
御
事
親
に
も
兄

弟
に
も
相
頼
入
候
条
、
礑
御
指
南
頼
申
候
、
つ
い
て
な
か
ら
、
我
等
内
存
之

通
申
入
候
、
我①

事
せ
う
と
く
無
器
用
無
才
覚
生
候
条
、
何
と
も
れ
う
け
ん
お

よ
は
つ
候
、
さ
り
な
か
ら
、
生
つ
き
た
る
無
器
用
ハ
、
更
ニ
け
い
こ
に
も
な

ら
さ
る
事
候
、
其
段
存
砌
候
、
然
間
、
悴
家
之
儀
可
相
続" 事と

不

存
寄
候
、
さ
り

な
か
ら
、
は
つ
さ
れ
さ
る
儀
候
条
、
か
な
わ
ぬ
ま
て
も
涯
分
御
両
人
御
指
南

お
も
ツ
て
、
其
気
遣
可
仕
候
、
向
後
之
儀
何
と
も
一
大
事
ま
て
候
す
る
と
存

候
、
具
申
度
候
へ
共
、
取
乱
砌
候
条
、
不
申
候
、
以
面
彼
是
申
度
候
へ
共
、

御
方
我
等
す
き
お
た
め
ら
い
候
て
一
日
〳
〵
打
過
条
、
先
書
状
に
て
あ
ら
ま

し
令
申
候
、
東
堂
以
前
あ
ら
か
た
此
等
之
趣
申
候
ハ
さ
れ
と
も
、
御
ら
ん
し

候
様
さ
か
し
過
た
る
人
候
条
、
可
申
事
の
こ
し
置
候
、
何
も
以
面
可
申
候

〳
〵
、
吉
事
御
慶
重
畳
可
申
承
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　（
永
禄
十
一
年
）

　
　
　
　
　
六
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
輝
元
（
花
押
）

　
　（
切
封
ウ
ハ
書
）

　
　
　「
　
　
　
　
　（
墨
引
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
少
太

　
　
　 

　
元
春
ま
い
る
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輝
元

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
給
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
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『
毛
』
三
二
五

　　
　
小
早
川
隆
景
起
請
文

一
御
心
底
之
通
、
被
仰
聞
、
千
万
忝
之
事
、

一
自
然
我
等
身
上
之
事
、
和
讒
申
者
御
座
候
共
、
不
可
有
御
許
容
之
由
、
忝

存
候
、
然
間
、
直
ニ
被
成
御
尋
、
可
申
上
候
事

一
向
後
之
儀
、
忰
心
中
不
残
、
何
篇
可
申
上
之
由
、
存
其
旨
候
事
、

一
御
内
儀
可
被
仰
聞
事
、
一
言
不
可
致
他
言
事
、

一
私
進
退
之
事
、
一
篇
奉
頼
事
、

　
右
之
意
趣
、
若
於
偽
者
、
可
罷
蒙

梵
天
、
帝
釈
、
四
大
天（

王
）玉

、
惣
而
日
本
国
中
大
小
神
祇
、
殊
者
氏
神
祇
薗
牛

頭
天
王
、
別
而
厳
島
両
大
明
神
、
八
幡
大
菩
薩
、
摩
利
支
尊
天
王
、
天
満
大

自
在
天
神
御
罸
者
也
、
仍
起
請
文
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
小
早
川
）

　
　
　
永
禄
十
二
年
十
二
月
十
六
日

　
　
　
　
　
隆
景（
花
押
血
判
）

　
　
　
　
輝
元
様

　
参

こ
れ
ら
か
ら
輝
元
が
、
何
度
も
、
叔
父
達
と
意
志
確
認
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。

　
次
の
二
通
は
、
と
も
に
元
春
宛
に
発
信
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
言
葉
を
尽
く

し
て
誘
掖
を
願
っ
て
い
る
。

『
吉
』
一
九
四

　　
　
毛
利
輝
元
自
筆
書
状

　
　
　
　（
端
裏
切
封
ウ
ハ
書
）

　「
　（
墨
引
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
少
輔
大（

太
）郎

　
　
　
元
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

輝
元

　
　
　
　
　
ま
い
る
人
々

　
　
　
　
　
　 

申
給
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
我
等
悴
心
底
之
趣
、
頓
可
申
候
處
、
兎
角
取
乱
候
付
而
、
申
後
、
心
外
存

候
、

一
今
度
ハ
不
思
議
に
以
御
心
遣
、
各
々
何
事
な
く
御
上
国
候
、
悴
家
之
儀
ハ

不
及
申
、
他
家
之
案（

安
）堵

此
事
候
、

一
然
時
者
、
悴
家
之
儀
、
相
続
候
か
と
本
望
存
候
、
於
于
今
者
、
我
等
心
底

一
大
事
と
存
置
候
、
就
夫
我
等
内
存
申
候
、

一
我
等
事
、
誠
無
器
量
無
才
覚
ニ
生
申
、
其
上
常
栄
に
ハ
十
一
に
て
は
な
れ

申
、
終
親
之
異
見
請
不
申
、
誰
指
南
仕
候
者
候
ハ
て
、
如
此
打
過
申
候
、

殊
西
東
も
不
存
候
者
に
、
さ
ま
〳
〵
之
は
か
り
こ
と
お
ま
ハ
し
、
我
々
お

ぬ
き
、
何
と
や
う
に
も
よ
く
仕
候
す
る
と
仕
候
異
見
之
一
言
も
申
候
物
ハ

無
御
座
候
、
可
有
御
推
量
候
、
誠
我
々
こ
と
ハ
、
兄
弟
之
一
人
も
御
座
な

く
候
、
手
も
力
も
な
き
趣
候
、
無
曲
候
、
不
入
事
候
上
お
こ
そ
ま
な
こ
に

仕
罷
居
候
、
御
方
様
之
こ
と
、
親
に
も
兄
弟
ニ
も
打
頼
申
一
念
候
、
被
成

御
分
別
候
者
、
生
々
世
々
可
忝
候
、

一
我
々
こ
と
、
誠
め
い
仁
之
上
之
御
手
次
ニ
生
合
候
こ
と
、
我
等
ふ
う
ん
ま

て
候
、
親
祖
父
之
儀
ハ
不
及
申
、
先
祖
之
御
た
め
ま
て
口
惜
候
、
毛
利
之

家
之
儀
、
我
等
代
に
き
つ
お
つ
け
申
ま
て
候
、
無
曲
存
置
候
、
誠
か
ほ
と

御
年
寄
之
上
ニ
一
度
悴
家
相
続
候
様
に
御
短
息
候
に
と
無
念
存
計
候
、
可

被
成
御
分
別
候
、
弓
矢
ハ
次
第
〳
〵
手
広
罷
成
、
し
ま
り
ハ
候
ハ
て
如
此

成
行
候
、
其
上
よ
き
内
者
ハ
候
ハ
て
、
よ
く
ひ
れ
た
る
物
は
か
り
に
て
、

我
々
お
我
々
と
存
者
一
人
も
候
ハ
す
候
為
、
一
一
大
事
と
存
ま
て
候
、
遠

海
へ
少
舟
乗
出
し
候
心
之
様
候
、
そ
れ
ハ
ま
た
も
の
事
候
、

一
向
後
者
、
ひ
つ
か
け
候
て
覚
悟
仕
候
ハ
て
に
て
候
、
い
か
に
も
当
城
之
儀
、

余
〳
〵
手
広
候
て
、
中
〳
〵
お
か
し
き
物
候
、
是
非
一
城
こ
し
ら
へ
候
て
、
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『
毛
』
三
二
五

　　
　
小
早
川
隆
景
起
請
文

一
御
心
底
之
通
、
被
仰
聞
、
千
万
忝
之
事
、

一
自
然
我
等
身
上
之
事
、
和
讒
申
者
御
座
候
共
、
不
可
有
御
許
容
之
由
、
忝

存
候
、
然
間
、
直
ニ
被
成
御
尋
、
可
申
上
候
事

一
向
後
之
儀
、
忰
心
中
不
残
、
何
篇
可
申
上
之
由
、
存
其
旨
候
事
、

一
御
内
儀
可
被
仰
聞
事
、
一
言
不
可
致
他
言
事
、

一
私
進
退
之
事
、
一
篇
奉
頼
事
、

　
右
之
意
趣
、
若
於
偽
者
、
可
罷
蒙

梵
天
、
帝
釈
、
四
大
天（

王
）玉

、
惣
而
日
本
国
中
大
小
神
祇
、
殊
者
氏
神
祇
薗
牛

頭
天
王
、
別
而
厳
島
両
大
明
神
、
八
幡
大
菩
薩
、
摩
利
支
尊
天
王
、
天
満
大

自
在
天
神
御
罸
者
也
、
仍
起
請
文
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
小
早
川
）

　
　
　
永
禄
十
二
年
十
二
月
十
六
日

　
　
　
　
　
隆
景（
花
押
血
判
）

　
　
　
　
輝
元
様

　
参

こ
れ
ら
か
ら
輝
元
が
、
何
度
も
、
叔
父
達
と
意
志
確
認
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。

　
次
の
二
通
は
、
と
も
に
元
春
宛
に
発
信
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
言
葉
を
尽
く

し
て
誘
掖
を
願
っ
て
い
る
。

『
吉
』
一
九
四

　　
　
毛
利
輝
元
自
筆
書
状

　
　
　
　（
端
裏
切
封
ウ
ハ
書
）

　「
　（
墨
引
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
少
輔
大（

太
）郎

　
　
　
元
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

輝
元

　
　
　
　
　
ま
い
る
人
々

　
　
　
　
　
　 

申
給
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
我
等
悴
心
底
之
趣
、
頓
可
申
候
處
、
兎
角
取
乱
候
付
而
、
申
後
、
心
外
存

候
、

一
今
度
ハ
不
思
議
に
以
御
心
遣
、
各
々
何
事
な
く
御
上
国
候
、
悴
家
之
儀
ハ

不
及
申
、
他
家
之
案（

安
）堵

此
事
候
、

一
然
時
者
、
悴
家
之
儀
、
相
続
候
か
と
本
望
存
候
、
於
于
今
者
、
我
等
心
底

一
大
事
と
存
置
候
、
就
夫
我
等
内
存
申
候
、

一
我
等
事
、
誠
無
器
量
無
才
覚
ニ
生
申
、
其
上
常
栄
に
ハ
十
一
に
て
は
な
れ

申
、
終
親
之
異
見
請
不
申
、
誰
指
南
仕
候
者
候
ハ
て
、
如
此
打
過
申
候
、

殊
西
東
も
不
存
候
者
に
、
さ
ま
〳
〵
之
は
か
り
こ
と
お
ま
ハ
し
、
我
々
お

ぬ
き
、
何
と
や
う
に
も
よ
く
仕
候
す
る
と
仕
候
異
見
之
一
言
も
申
候
物
ハ

無
御
座
候
、
可
有
御
推
量
候
、
誠
我
々
こ
と
ハ
、
兄
弟
之
一
人
も
御
座
な

く
候
、
手
も
力
も
な
き
趣
候
、
無
曲
候
、
不
入
事
候
上
お
こ
そ
ま
な
こ
に

仕
罷
居
候
、
御
方
様
之
こ
と
、
親
に
も
兄
弟
ニ
も
打
頼
申
一
念
候
、
被
成

御
分
別
候
者
、
生
々
世
々
可
忝
候
、

一
我
々
こ
と
、
誠
め
い
仁
之
上
之
御
手
次
ニ
生
合
候
こ
と
、
我
等
ふ
う
ん
ま

て
候
、
親
祖
父
之
儀
ハ
不
及
申
、
先
祖
之
御
た
め
ま
て
口
惜
候
、
毛
利
之

家
之
儀
、
我
等
代
に
き
つ
お
つ
け
申
ま
て
候
、
無
曲
存
置
候
、
誠
か
ほ
と

御
年
寄
之
上
ニ
一
度
悴
家
相
続
候
様
に
御
短
息
候
に
と
無
念
存
計
候
、
可

被
成
御
分
別
候
、
弓
矢
ハ
次
第
〳
〵
手
広
罷
成
、
し
ま
り
ハ
候
ハ
て
如
此

成
行
候
、
其
上
よ
き
内
者
ハ
候
ハ
て
、
よ
く
ひ
れ
た
る
物
は
か
り
に
て
、

我
々
お
我
々
と
存
者
一
人
も
候
ハ
す
候
為
、
一
一
大
事
と
存
ま
て
候
、
遠

海
へ
少
舟
乗
出
し
候
心
之
様
候
、
そ
れ
ハ
ま
た
も
の
事
候
、

一
向
後
者
、
ひ
つ
か
け
候
て
覚
悟
仕
候
ハ
て
に
て
候
、
い
か
に
も
当
城
之
儀
、

余
〳
〵
手
広
候
て
、
中
〳
〵
お
か
し
き
物
候
、
是
非
一
城
こ
し
ら
へ
候
て
、
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（
切
封
ウ
ハ
書
）

「
　（
墨
引
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

治
部
少
輔

　
　
輝
元

　
ま
い
る

　
　
人
々
御
申

　
　
　
　
　
　
　
　
元
春
」

次
の
起
請
文
も
、
そ
の
表
現
と
日
付
か
ら
輝
元
と
元
春
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

『
吉
』
一
九
二

　　
　
毛
利
輝
元
自
筆
起
請
文

　
我
等
忰
心
底
之
趣
、
頓
に
可
申
入
候
處
、
打
過
心
外
存
候
、

一
雖
不
及
申
候
、
我
等
事
、
対
申
御
方
様
、
毛
頭
不
相
搆
別
心
、
無
二
ニ
打

頼
申
一
念
之
事
、

一
我
等
事
、
若
輩
之
儀
候
条
、
自
然
い
か
や
う
な
る
者
と
も
候
て
、
御
方
様

我
等
半
之
儀
、
雑
説
と
も
申
懸
候
者
、
直
ニ
互
ニ
可
申
承
候
事
、

一
今
度
之
於
立
花
陣
之
御
心
遣
御
辛
労
之
段
、於
輝
元
少
も
不
可
致
忘
却
事
、

一
御
方
様
内
儀
、
ミ
つ
〳
〵
に
て
被
仰
聞
こ
と
、
一
言
も
不
可
致
他
言
候
事
、

一
申
も
疎
候
へ
と
も
、
此
以
後
者
、
内
外
と
も
ニ
諸
事
心
底
不
残
、
可
申
談

候
事
、

右
之
五
ヶ
条
、
於
輝
元
若
偽
申
候
者
、
可
罷
蒙

梵
天
帝
釈
、
四
大
天
王
、
惣
而
日
本
国
中
大
小
神
祇
、
殊

　
厳
島
大
明
神
、

八
幡
大
菩
薩
、
別
而
者
摩
利
支
尊
天
王
、
天
満
大
自
在
天
神
御
罸
者
也
、

仍
起
請
文
如
件
、

永
禄
十
二
年
十
二
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
輝
元
（
血
判
花
押
）

　
　
元
春

　
ま
い
る

『
毛
』
三
二
四

　　
　
　
吉
川
元
春
起
請
文

御
心
底
之
趣
、
条
々
被
仰
聞
候
、
誠
忝
、
過
分
至
極
候
、
就
其
、
忰
愚
意

申
上
候
、

一
対
我
等
、
猶
以
向
後
不
被
置
御
心
、
御
用
等
可
被
仰
聞
之
由
、
忝
存
候
之

事
、

一
御
方
様
我
等
御
半
之
儀
、
自
然
讒
者
申
成
子
細
候
者
、
直
被
成
御
尋
、
従

此
方
タ
も
可
申
上
由
、
被
仰
下
候
、
生
々
世
々
奉
存
忝
候
事
、

一
今
度
於
立
花
陣
、
致
忰
気
遣
之
段
、
向
後
御
忘
却
有
間
敷
通
、
被
仰
聞
、

忝
存
候
之
事
、

一
以
蜜（

密
）

々
御
尋
之
儀
付
而
、
忰
愚
意
申
上
候
す
る
事
、
於
何
事
も
御
他
言
有

間
敷
之
由
、
被
仰
聞
候
、
過
分
此
事
候
、
乍
勿
論
、
於
我
等
も
、
被
仰
出

候
す
る
儀
、
一
言
も
他
言
有
間
敷
之
事
、

一
向
後
、
弥
内
外
共
、
諸
事
、
不
被
残
御
心
底
、
可
被
仰
聞
之
由
、
忝
候
、

於
我
等
も
、
不
残
内
心
可
申
上
之
事
、

右
五
ヶ
条
、
御
返
事
申
上
候
段
、
元
春
於
偽
申
者
、
可
罷
蒙

梵
天
、
帝
釈
、
四
大
天
王
、
惣
而
日
本
国
中
大
小
神
祇
、
殊
者

　
厳
島
両
大

明
神
、
八
幡
大
菩
薩
、
別
而
者

　
摩
利
支
尊
天
王
、
天
満
大
自
在
天
神
御
罸

者
也
、
仍
起
請
文
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駿
河
守

永
禄
十
二
年
十
二
月
吉
日

　
　
　
　
　
　
元
春
（
花
押
血
判
）

輝
元

　
参

筑
前
国
立
花
城
で
の
戦
い
に
つ
き
謝
し
た
上
、
永
徳
十
年
と
同
じ
く
、
隔
意
な
き

こ
と
を
お
互
い
に
誓
っ
て
い
る
。次
の
隆
景
の
起
請
文
も
、発
信
年
月
日
か
ら
い
っ

て
、
輝
元
の
起
請
文
を
承
け
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
推
断
で
き
る
が
、
輝
元
発
信

の
起
請
文
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

県立広島大学　総合教育センター紀要　第３号

8

― 91 ―



　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
、
元
就
と
尾
崎
局
の
書
状
か
ら
、
隆
元
卒
去
後
の
輝
元
へ
の

訓
育
の
一
端
を
見
て
き
た
が
、
例
え
ば
、
元
就
か
ら
輝
元
へ
の
書
状
に
直
截
に
毛

利
家
第
一
の
「
三
家
無
二
」
の
発
想
を
元
に
し
た
訓
戒
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

て
い
な
い
。

　
し
か
し
、
後
に
、
輝
元
は
、「
日
頼
御
一
通
の
こ
と
く
、
三
家
之
内
一
人
か
け

も
候
へ
は
、
何
も
三
家
滅
亡
ま
て
候
、
是
非
共
此
時

　
日
頼
御
一
通
之
御
届
ニ
被

成
御
堪
忍
」
と
明
記
し
て
い
る
（『
吉
』
一
九
六
号 

― �毛利家家訓の継承（二）

後
述
）。
こ
の
記
述
か
ら
、

「
三
子
教
訓
状
」
を
読
み
、
元
就
の
意
向
を
理
解
し
た
上
で
の
発
想
で
あ
る
こ
と

が
う
か
が
え
る
が
、
輝
元
が
こ
の
元
就
の
願
い
を
承
け
継
い
で
、
家
を
存
続
さ
せ

る
た
め
の
「
秘
事
」
と
し
て
肝
に
銘
じ
た
の
は
、
こ
の
「
日
頼
御
一
通
」
の
存
在

ゆ
え
だ
け
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
以
下
、
輝
元
と
元
春
、
隆
景
と
の
関
係

を
う
か
が
わ
せ
る
書
状
を
掲
げ
、輝
元
へ
の
訓
育
の
有
り
様
を
推
量
し
て
み
た
い
。

『
吉
』
一
九
三

　　
　
毛
利
輝
元
自
筆
書
状

（
端
裏
捻
封
ウ
ハ
書
）

「
　（
墨
引
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
少
太

元
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

輝
元

　
　
ま
い
る

　
申
給

　
　
　
　
　 

」

　
事
新
様
に
候
へ
共
、
令
啓
候
、
三
家
之
儀
、
申
合
候
ハ
て
不
叶
儀
候
、

一
常（

隆
元
）栄

代
之
こ
と
く
、
無
二
之
御
馳
走
可
為
本
望
候
、
勿
論
我
々
も
其
覚
悟

一
篇
候
事
、

一
自
然
旁
我
々
半
之
儀
、
虚
言
之
取
沙
汰
候
ハ
ん
時
は
、
直
ニ
内
談
可
申
事
、

一
一
廉
之
題
目
ハ
、
何
事
も
直
談
申
可
相
調
事
、

右
旨
趣
、
日
本
国
中
大
小
神
祇
、
殊
厳
島
大
明
神
、
八
幡
大
菩
薩
も
照
覧

候
へ
、
不
可
有
偽
候
、
立
雪
可
有
御
演
説
候
、
恐
々
謹
言
、

　
永
禄
十

　
　
　
九
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輝
元
（
花
押
）

こ
の
書
状
は
、
永
禄
十
年
九
月
四
日
に
発
信
さ
れ
た
輝
元
か
ら
吉
川
元
春
へ
の
書

状
で
あ
る
。
傍
線
部
の
よ
う
に
「
三
家
之
儀
」
は
、
お
互
い
に
申
し
合
わ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
常
栄
（
隆
元
）
の
時
と
同
様
に
お
互
い
に
意
思
疎
通
を
図
る
べ

き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
書
状
へ
の
元
春
の
返
答
が
、
書
状
の
表
現
（
傍
線

部
）
と
発
信
年
月
日
か
ら
、
次
の
起
請
文
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

『
毛
』
三
二
二

　　
　
吉
川
元
春
起
請
文

　
就
向
後
御
三
家
之
儀
、
条
々
被
仰
聞
之
旨
、
誠
忝
奉
存
候
、

一
如
御
意
、
常（

隆
元
）栄

不
相
易
御
代
、
無
二
可
致
奉
公
候
、
申
上
も
疎
候
、
別
而

可
被
加
御
懇
意
御
覚
悟
之
由
、
被
仰
聞
候
、
忝
存
候
事
、

一
自
今
以
後
、
就
身
上
之
儀
、
自
然
和
讒
等
申
儀
候
者
、
直
可
被
成
御
尋
之

通
、
被
仰
聞
候
、
千
万
忝
、
致
安
堵
候
、
於
我
等
も
、
承
子
細
等
御
座
候

者
、
直
可
得
御
意
候
事
、

一
一
廉
之
題
目
之
時
ハ
、
直ニ
可
被
仰
聞
之
由
、
存
其
旨
候
、
我
等も
存
当
程
之

儀
、
直
可
申
上
候
事
、
此
旨
於
偽
者
、
可
罷
蒙

日
本
国
中
大
小
神
祇
、
当
国
厳
島
両
大
明
神
、
殊
氏
神
宮
崎
八
幡
大
菩（

薩
）、

祇
薗
牛
頭
天
王
御
罸
候
、
此
等
之
趣
、
可
預
御
心
得
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
吉
川
）

　
　
　
　
永
禄
十
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
治
部
少
輔

　
　
　
　
　
　
九
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
春（
花
押
）
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さ
て
、
こ
こ
ま
で
、
元
就
と
尾
崎
局
の
書
状
か
ら
、
隆
元
卒
去
後
の
輝
元
へ
の

訓
育
の
一
端
を
見
て
き
た
が
、
例
え
ば
、
元
就
か
ら
輝
元
へ
の
書
状
に
直
截
に
毛

利
家
第
一
の
「
三
家
無
二
」
の
発
想
を
元
に
し
た
訓
戒
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

て
い
な
い
。

　
し
か
し
、
後
に
、
輝
元
は
、「
日
頼
御
一
通
の
こ
と
く
、
三
家
之
内
一
人
か
け

も
候
へ
は
、
何
も
三
家
滅
亡
ま
て
候
、
是
非
共
此
時

　
日
頼
御
一
通
之
御
届
ニ
被

成
御
堪
忍
」
と
明
記
し
て
い
る
（『
吉
』
一
九
六
号 

― �毛利家家訓の継承（二）

後
述
）。
こ
の
記
述
か
ら
、

「
三
子
教
訓
状
」
を
読
み
、
元
就
の
意
向
を
理
解
し
た
上
で
の
発
想
で
あ
る
こ
と

が
う
か
が
え
る
が
、
輝
元
が
こ
の
元
就
の
願
い
を
承
け
継
い
で
、
家
を
存
続
さ
せ

る
た
め
の
「
秘
事
」
と
し
て
肝
に
銘
じ
た
の
は
、
こ
の
「
日
頼
御
一
通
」
の
存
在

ゆ
え
だ
け
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
以
下
、
輝
元
と
元
春
、
隆
景
と
の
関
係

を
う
か
が
わ
せ
る
書
状
を
掲
げ
、輝
元
へ
の
訓
育
の
有
り
様
を
推
量
し
て
み
た
い
。

『
吉
』
一
九
三

　　
　
毛
利
輝
元
自
筆
書
状

（
端
裏
捻
封
ウ
ハ
書
）

「
　（
墨
引
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
少
太

元
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

輝
元

　
　
ま
い
る

　
申
給

　
　
　
　
　 

」

　
事
新
様
に
候
へ
共
、
令
啓
候
、
三
家
之
儀
、
申
合
候
ハ
て
不
叶
儀
候
、

一
常（

隆
元
）栄

代
之
こ
と
く
、
無
二
之
御
馳
走
可
為
本
望
候
、
勿
論
我
々
も
其
覚
悟

一
篇
候
事
、

一
自
然
旁
我
々
半
之
儀
、
虚
言
之
取
沙
汰
候
ハ
ん
時
は
、
直
ニ
内
談
可
申
事
、

一
一
廉
之
題
目
ハ
、
何
事
も
直
談
申
可
相
調
事
、

右
旨
趣
、
日
本
国
中
大
小
神
祇
、
殊
厳
島
大
明
神
、
八
幡
大
菩
薩
も
照
覧

候
へ
、
不
可
有
偽
候
、
立
雪
可
有
御
演
説
候
、
恐
々
謹
言
、

　
永
禄
十

　
　
　
九
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輝
元
（
花
押
）

こ
の
書
状
は
、
永
禄
十
年
九
月
四
日
に
発
信
さ
れ
た
輝
元
か
ら
吉
川
元
春
へ
の
書

状
で
あ
る
。
傍
線
部
の
よ
う
に
「
三
家
之
儀
」
は
、
お
互
い
に
申
し
合
わ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
常
栄
（
隆
元
）
の
時
と
同
様
に
お
互
い
に
意
思
疎
通
を
図
る
べ

き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
書
状
へ
の
元
春
の
返
答
が
、
書
状
の
表
現
（
傍
線

部
）
と
発
信
年
月
日
か
ら
、
次
の
起
請
文
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

『
毛
』
三
二
二

　　
　
吉
川
元
春
起
請
文

　
就
向
後
御
三
家
之
儀
、
条
々
被
仰
聞
之
旨
、
誠
忝
奉
存
候
、

一
如
御
意
、
常（

隆
元
）栄

不
相
易
御
代
、
無
二
可
致
奉
公
候
、
申
上
も
疎
候
、
別
而

可
被
加
御
懇
意
御
覚
悟
之
由
、
被
仰
聞
候
、
忝
存
候
事
、

一
自
今
以
後
、
就
身
上
之
儀
、
自
然
和
讒
等
申
儀
候
者
、
直
可
被
成
御
尋
之

通
、
被
仰
聞
候
、
千
万
忝
、
致
安
堵
候
、
於
我
等
も
、
承
子
細
等
御
座
候

者
、
直
可
得
御
意
候
事
、

一
一
廉
之
題
目
之
時
ハ
、
直ニ
可
被
仰
聞
之
由
、
存
其
旨
候
、
我
等も
存
当
程
之

儀
、
直
可
申
上
候
事
、
此
旨
於
偽
者
、
可
罷
蒙

日
本
国
中
大
小
神
祇
、
当
国
厳
島
両
大
明
神
、
殊
氏
神
宮
崎
八
幡
大
菩（

薩
）、

祇
薗
牛
頭
天
王
御
罸
候
、
此
等
之
趣
、
可
預
御
心
得
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
吉
川
）

　
　
　
　
永
禄
十
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
治
部
少
輔

　
　
　
　
　
　
九
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
春（
花
押
）
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何
と
も
と
か
く
申
は
か
り
候
ハ
す
候
、
て
る
も
と
も
こ
の
た
ひ
の
御
事

ハ
、
せ
ひ
と
も
御
か
た
〳
〵
さ
ま
御
と（

同

然

）

う
せ
ん
に
し（

下
）も

ま
て
い
て
ま
い

ら
せ
候
ハ
て
ハ
と
の
事
ニ
て
候
、
い
つ
れ
も
下
く
ち
の
御
事
、
や
か
て

お
ほ
し
め
す
ま
ゝ
ニ
御
ひ（

暇
）ま

あ
き
、
御
か
い
ち
ん
お
ハ
し
ま
し
候
す
る

ま
ゝ
、
い
よ
〳
〵
め
て
た
き
御
事
の
ミ
、
か
さ
ね
〳
〵
申
う
け
給
候
へ

く
候
、
又
こ
の
二
お
り
に
御
け
さ
ん
に
入
ま
い
ら
せ
候
、
め
て
た
く
御

悦
は
か
り
ニ
て
候
、
め
て
た
く
又
々
か
し
く
、

一
ふ
て
申
ま
い
ら
せ
候
、ま
つ
〳
〵
こ
ん
と
下
く（

口
）ち

へ
御
ち（

陣

立

）

ん
た
ち
の
御
事
、

ま
こ
と
に
〳
〵
い（

伊
予
）よ

よ
り
御
か（

凱

陣

）

い
ち
ん
を
ハ
し
ま
し
候
て
、
す
こ
し
も
御
く

つ
ろ
き
候
ハ
て
、
う
ち
つ
ゝ
き
又
し
も
く
ち
へ
御
ち
ん
た
ち
お
ハ
し
ま
し
候

御
事
、
御
し（

辛

労

）

ん
ら
う
御
大
き
と
も
、
な
か
〳
〵
申
せ
は
お
ろ
か
の
御
事
ニ
て

候
、
て（

輝

元

）

る
も
と
た
め
を
お
ほ
し
め
し
て
、
か
や
う
に
御
し
ん
ら
う
め
さ
れ
候

御
事
、
ま
こ
と
に
〳
〵
も
ツ
た
い
な
き
と
の
申
事
ニ
て
候
、
こ
の
た
ひ
の
御

ち（
馳
走
）

そ
う
の
た
ん
、
な
か
〳
〵
と
か
く
申
つ
く
し
か
た
く
存
ま
い
ら
せ
候
、
て

る
も
と
事
と
し
お
さ
な
く
候
へ
ハ
、
か
や
う
の
御
お（

恩
）ん

の
ほ
と
を
も
、
し
か

〳
〵
と
ふ
ん
へ
ツ
申
ま
し
き
と
お
ほ
し
め
し
候
す
る
ま
ゝ
、
な
い
〳
〵
わ
か

ミ
よ
り
も
よ
く
〳
〵
申
入
候
へ
と
の
申
事
ニ
て
候
、
め
て
た
く
御
悦
候
、
か

し
く
、

（
切
封
ウ
ハ
書
）

　「
　（
墨
引
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お（

尾

崎

）

さ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り

　 

御
や（

元
春
）と

へ
ま
い
る
御
き（

近

衆

）

ん
し
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ（

隆
元
夫
人
大
内
氏
）

ほ
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
給
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
ま
た
、
次
の
書
状
で
も
、
尾
崎
局
は
、
弟
の
内
藤
隆
春
に
託
さ
れ
た
元
就
の
指

示
内
容
を
輝
元
に
し
か
と
申
し
聞
か
せ
る
と
何
度
も
認
め
て
い
る
（
傍
線
部
）。

宛
先
は
、
元
就
側
近
の
桂
就
宣
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
元
就
へ
宛
て
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
波
線
部
「
な
に
事
も
た
か
も
と
の
御
と
き
ニ
ち
か
ひ
ま
い
ら
せ
候
事
御

い
り
候
ま
し
く
候
」
に
、
尾
崎
局
の
強
い
決
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
（
注
７
）。

『
毛
』
一
三
一
九

　　
　
毛
利
隆
元
夫
人
大
内
氏
消
息

そ
の
ふ
ん
に
こ
そ
申
ま
い
ら
せ
候
、
い
よ
〳
〵
と
て
も
か
い
ふ
ん
わ

れ
〳
〵
ゆ
た
ん
な
く
申
き
か
せ
ま
い
ら
せ
候
へ
く
候
、
そ
の
た
ん
御

心
や
す
く
お
ほ
し
め
さ
れ
候
へ
く
候
、
し（

自
然
）

せ
ん
ゆ（

油
断
）

た
ん
の
事
と
も
御

い
り
候
す
る
と
き
ハ
、
こ
な
た
へ
御
と
も
し
な
く
お
ほ
せ
き
か
せ
ら

れ
候
す
る
事
、
何
よ
り
め
て
た
く
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
へ
く
候
御
悦

又
々
か
し
く
、

た（
内
藤
隆
春
）

か
は
る
ニ
て
お
ほ
せ
き
か
せ
ら
れ
候
御
事
、
い
ち
〳
〵
こ
ゝ
ろ
ゑ
ま
い
ら

せ
候
、
い
せ
ん
も
五（

宍

戸

隆

家

室

毛

利

氏

）

り
う
御
か
も
し
さ
ま
へ
も
申
ま
い
ら
せ
候
こ
と
く
、
わ

れ
〳
〵
か
や
う
に
候
て
い
ま
い
ら
せ
候
す
る
ほ
と
ニ
て
は
、
て（

輝

元

）

る
も
と
な
ひ

〳
〵
の
こ
ゝ
ろ
も
ち
の
事
ハ
、
か（

涯

分

）

い
ふ
ん
わ
れ
〳
〵
ゆ
た
ん
な
く
申
き
か
せ

候
す
る
ま
ゝ
、
そ
の
た
ん
に
お
き
候
て
ハ
、
御
き
つ
か
ひ
御
い
り
候
ま
し
く

候
、
な
に
事
も
た（

隆

元

）

か
も
と
の
御
と
き
ニ
ち
か
ひ
ま
い
ら
せ
候
事
御
い
り
候
ま

し
く
候
、
て
る
も
と
も
な
ひ
〳
〵

（
切
封
ウ
ハ
書
）

「
　
　
　（
墨
引
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お（

尾

崎

）

さ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

よ
り

ま
い
る

　
か
つ
ら

　
さ
へ
も
ん
大
夫
と
の

　
　
　
　
　
こ
し
ゝ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
申
給

　
　
　
　
　
　 

」
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中
の
丸
が
、
度
々
尾
崎
局
の
と
こ
ろ
へ
出
向
き
、
様
々
な
こ
と
を
相
談
し
て
い
る

様
子
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
書
状
は
、
中
の
丸
を
通
じ
て
、
尾
崎
局
に
総
領
教
育

に
力
を
注
ぐ
よ
う
指
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
隆
元
亡
き
後
、
こ
の
非
常
事
態

を
一
族
で
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
は
ず
で
は
あ
る
が
、
母
親
も
ま
す
ま
す
重
い
責

任
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、「
内
を
は
母
親
を
以
而
お
さ
め
、
外
を
は

父
親
を
以
而
治
候
と
申
金
言
」（『
毛
』
五
四
三
号
元
就
自
筆
書
状
）
を
、
ま
さ
に

実
践
せ
よ
と
い
う
元
就
の
強
い
意
志
の
表
れ
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
次
の
書
状
は
、
宛
先
は
不
明
で
あ
る
が
、
飲
酒
に
関
す
る
注
意
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
傍
線
部
「
よ
く
〳
〵
な
い
〳
〵
お
ほ
せ
ら
れ
候
」、「
な
い
〳
〵
御
心
を
つ
け

ら
れ
候
」
か
ら
、
尾
崎
局
へ
の
も
の
と
推
断
さ
れ
る
。

『
毛
』
五
九
九

　　
　
毛
利
元
就
自
筆
書
状

ひ
と
ひ
の
こ
ろ
、
此
事
さ
し
た
て
申
上
ま
い
ら
せ
候
ハ
ん
と
そ
ん
ち
候
ツ
る

を
、
少
う
ち
す
き
候
と
こ
ろ
に
、
む
し
け
お
こ
り
ま
い
ら
せ
候
ま
ゝ
、
申
さ

す
候
、
む
し
け
す
な
ハ
ち
よ
く
な
り
ま
い
ら
せ
候
事
、
何
よ
り
〳
〵
大
け
い

此
事
候
間
、
申
ま
い
ら
せ
候
、
て（

輝

元

）

る
も
と
事
、
一
日
こ
ろ
よ
り
さ
け
を
ち
と

〳
〵
の
ミ
候
て
見
え
候
、
す
ゑ
の
か
さ
な
と
に
一
ツ
二
ツ
ほ
と
な
と
ハ
く
る

し
か
ら
す
候
、
中
わ
ん
に
二
ツ
は
か
り
も
の
ミ
候
へ
ハ
、
人
も
し
ひ
候
物
に

て
候
間
、
何
と
し
て
も
あ
か
り
ま
い
ら
せ
候
事
に
て
候
、
ひ
や
し
る
わ
ん
ニ

一
ツ
二
ツ
ほ
と
な
ら
て
ハ
の
ミ
候
ハ
ぬ
や
う
に
、
よ
く
〳
〵
な
い
〳
〵
お
ほ

せ
ら
れ
候
へ
く
候
〳
〵
、
我
〳
〵
お
や
こ
む
ら
の
事
ハ
、
こ
と
〳
〵
く
さ
け

ニ
て
は
て
ゝ
候
ほ
と
に
、
か
や
う
の
申
事
に
て
候
〳
〵
、
さ
け
を
御
の
ま
せ

候
ハ
ぬ
や
う
、
な
い
〳
〵
御
心
を
つ
け
ら
れ
候
て
た
ま
ハ
る
へ
く
候
〳
〵
、

此
事
か
ん
え
う
ま
て
に
て
候
〳
〵
、
我
々
お（

弘
元
）や

、
お（

凞
元
）

う
し
、
あ（

興
元
）に

、
み
な

〳
〵
さ
け
ニ
て
は
て
候
、
お
う
し
三
十
三
、
お
や
三
十
九
、
あ
に
廿
四
、
こ

と
〳
〵
く
さ"

け"

さ
け
は
か
り
に
て
は
て
候
〳
〵
、
け（

下
戸
）こ

ニ
て
我
々
か
や
う
に

な
か
い
き
つ
か
ま
つ
り
候
、
さ
け
の
ミ
候
ハ
す
ハ
、
七
十
八
十
ま
て
け
ん
こ

に
候
て
、
め
て
た
か
る
へ
く
候
〳
〵
、
御
よ
ろ
こ
ひ
か
さ
ね
〳
〵
申
上
ま
い

ら
せ
候
、
め
て
た
く
又
々
か
し
く
、

飲
酒
に
つ
い
て
は
、
輝
元
も
後
に
、
嫡
子
秀
就
に
た
び
た
び
訓
戒
し
て
い
る
の
で

（『
毛
』
一
一
四
八
号
、
一
一
五
三
号
、
一
一
五
七
号
な
ど
）、
内
々
に
、
よ
ほ
ど

言
い
聞
か
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
尾
崎
局
が
、
元
就
の
折
々
の
指
示
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
輝
元
の
総
領
教
育
に
取
り

組
ん
で
い
た
こ
と
は
、
次
の
二
通
の
書
状
か
ら
も
う
か
が
え
る
（
傍
線
部
）。

『
毛
』
六
〇
〇

　　
　
毛
利
元
就
自
筆
書
状

此
ほ
と
は
い
さ
ゝ
か
申
ま
い
ら
せ
候
事
候
て
、
御
ゐ
を
う
け
候
と
こ
ろ
に
、

て
る
元
ニ
お
ほ
せ
わ
け
ら
れ
、
こ
ま
〳
〵
と
う
け
給
候
、
ま
こ
と
に
〳
〵
め

て
た
く
候
、
め
て
た
く
候
、
こ
と
に
て
る
元
よ
り
も
あ
ひ
た
つ
ね
ら
れ
候
事

共
候
ま
ゝ
、
さ
や
う
の
事
又
か
れ
こ
れ
申
ま
い
ら
せ
候
、
申
わ
け
ら
れ
か
た

く
候
へ
共
、
御
た
つ
ね
候
て
、
き
こ
し
め
さ
れ
候
て
給
へ
く
候
〳
〵
、
く
れ

〳
〵
よ
ろ
つ
め
て
た
く
候
〳
〵
、
か
し
く
、

（
切
封
ウ
ハ
書
）

　
　
　「
　（
墨
引
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

む
ま

　
　
　　

こ（

小

侍

従

）

し
ゝ
う
殿 

□ 

申
給
へ

　
　
　
も
と
就
」

『
吉
』
一
二
一
六

　　
　
毛
利
隆
元
夫
人
大
内
氏
消
息

返
〳
〵
、
う
ち
つ
ゝ
き
か
や
う
に
御
し
ん
ら
う
お
ハ
し
ま
し
候
御
事
、
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中
の
丸
が
、
度
々
尾
崎
局
の
と
こ
ろ
へ
出
向
き
、
様
々
な
こ
と
を
相
談
し
て
い
る

様
子
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
書
状
は
、
中
の
丸
を
通
じ
て
、
尾
崎
局
に
総
領
教
育

に
力
を
注
ぐ
よ
う
指
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
隆
元
亡
き
後
、
こ
の
非
常
事
態

を
一
族
で
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
は
ず
で
は
あ
る
が
、
母
親
も
ま
す
ま
す
重
い
責

任
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、「
内
を
は
母
親
を
以
而
お
さ
め
、
外
を
は

父
親
を
以
而
治
候
と
申
金
言
」（『
毛
』
五
四
三
号
元
就
自
筆
書
状
）
を
、
ま
さ
に

実
践
せ
よ
と
い
う
元
就
の
強
い
意
志
の
表
れ
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
次
の
書
状
は
、
宛
先
は
不
明
で
あ
る
が
、
飲
酒
に
関
す
る
注
意
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
傍
線
部
「
よ
く
〳
〵
な
い
〳
〵
お
ほ
せ
ら
れ
候
」、「
な
い
〳
〵
御
心
を
つ
け

ら
れ
候
」
か
ら
、
尾
崎
局
へ
の
も
の
と
推
断
さ
れ
る
。

『
毛
』
五
九
九

　　
　
毛
利
元
就
自
筆
書
状

ひ
と
ひ
の
こ
ろ
、
此
事
さ
し
た
て
申
上
ま
い
ら
せ
候
ハ
ん
と
そ
ん
ち
候
ツ
る

を
、
少
う
ち
す
き
候
と
こ
ろ
に
、
む
し
け
お
こ
り
ま
い
ら
せ
候
ま
ゝ
、
申
さ

す
候
、
む
し
け
す
な
ハ
ち
よ
く
な
り
ま
い
ら
せ
候
事
、
何
よ
り
〳
〵
大
け
い

此
事
候
間
、
申
ま
い
ら
せ
候
、
て（

輝

元

）

る
も
と
事
、
一
日
こ
ろ
よ
り
さ
け
を
ち
と

〳
〵
の
ミ
候
て
見
え
候
、
す
ゑ
の
か
さ
な
と
に
一
ツ
二
ツ
ほ
と
な
と
ハ
く
る

し
か
ら
す
候
、
中
わ
ん
に
二
ツ
は
か
り
も
の
ミ
候
へ
ハ
、
人
も
し
ひ
候
物
に

て
候
間
、
何
と
し
て
も
あ
か
り
ま
い
ら
せ
候
事
に
て
候
、
ひ
や
し
る
わ
ん
ニ

一
ツ
二
ツ
ほ
と
な
ら
て
ハ
の
ミ
候
ハ
ぬ
や
う
に
、
よ
く
〳
〵
な
い
〳
〵
お
ほ

せ
ら
れ
候
へ
く
候
〳
〵
、
我
〳
〵
お
や
こ
む
ら
の
事
ハ
、
こ
と
〳
〵
く
さ
け

ニ
て
は
て
ゝ
候
ほ
と
に
、
か
や
う
の
申
事
に
て
候
〳
〵
、
さ
け
を
御
の
ま
せ

候
ハ
ぬ
や
う
、
な
い
〳
〵
御
心
を
つ
け
ら
れ
候
て
た
ま
ハ
る
へ
く
候
〳
〵
、

此
事
か
ん
え
う
ま
て
に
て
候
〳
〵
、
我
々
お（

弘
元
）や

、
お（

凞
元
）

う
し
、
あ（

興
元
）に

、
み
な

〳
〵
さ
け
ニ
て
は
て
候
、
お
う
し
三
十
三
、
お
や
三
十
九
、
あ
に
廿
四
、
こ

と
〳
〵
く
さ"

け"

さ
け
は
か
り
に
て
は
て
候
〳
〵
、
け（

下
戸
）こ

ニ
て
我
々
か
や
う
に

な
か
い
き
つ
か
ま
つ
り
候
、
さ
け
の
ミ
候
ハ
す
ハ
、
七
十
八
十
ま
て
け
ん
こ

に
候
て
、
め
て
た
か
る
へ
く
候
〳
〵
、
御
よ
ろ
こ
ひ
か
さ
ね
〳
〵
申
上
ま
い

ら
せ
候
、
め
て
た
く
又
々
か
し
く
、

飲
酒
に
つ
い
て
は
、
輝
元
も
後
に
、
嫡
子
秀
就
に
た
び
た
び
訓
戒
し
て
い
る
の
で

（『
毛
』
一
一
四
八
号
、
一
一
五
三
号
、
一
一
五
七
号
な
ど
）、
内
々
に
、
よ
ほ
ど

言
い
聞
か
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
尾
崎
局
が
、
元
就
の
折
々
の
指
示
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
輝
元
の
総
領
教
育
に
取
り

組
ん
で
い
た
こ
と
は
、
次
の
二
通
の
書
状
か
ら
も
う
か
が
え
る
（
傍
線
部
）。

『
毛
』
六
〇
〇

　　
　
毛
利
元
就
自
筆
書
状

此
ほ
と
は
い
さ
ゝ
か
申
ま
い
ら
せ
候
事
候
て
、
御
ゐ
を
う
け
候
と
こ
ろ
に
、

て
る
元
ニ
お
ほ
せ
わ
け
ら
れ
、
こ
ま
〳
〵
と
う
け
給
候
、
ま
こ
と
に
〳
〵
め

て
た
く
候
、
め
て
た
く
候
、
こ
と
に
て
る
元
よ
り
も
あ
ひ
た
つ
ね
ら
れ
候
事

共
候
ま
ゝ
、
さ
や
う
の
事
又
か
れ
こ
れ
申
ま
い
ら
せ
候
、
申
わ
け
ら
れ
か
た

く
候
へ
共
、
御
た
つ
ね
候
て
、
き
こ
し
め
さ
れ
候
て
給
へ
く
候
〳
〵
、
く
れ

〳
〵
よ
ろ
つ
め
て
た
く
候
〳
〵
、
か
し
く
、

（
切
封
ウ
ハ
書
）

　
　
　「
　（
墨
引
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

む
ま

　
　
　　

こ（

小

侍

従

）

し
ゝ
う
殿 

□ 

申
給
へ

　
　
　
も
と
就
」

『
吉
』
一
二
一
六

　　
　
毛
利
隆
元
夫
人
大
内
氏
消
息

返
〳
〵
、
う
ち
つ
ゝ
き
か
や
う
に
御
し
ん
ら
う
お
ハ
し
ま
し
候
御
事
、
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（
切
封
ウ
ハ
書
）

「
　
　（
墨
引
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
さ
き

　
さ
ゝ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り

　
　
　
　
御
や
と
へ
ま
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
し
ゝ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
々
申
給
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
」

用
件
は
、
土
用
の
供
養
法
に
係
る
報
告
で
あ
る
が
、
傍
線
部
を
見
る
と
、「
幸
鶴

が
私
や
傅
役
の
国
司
元
武
の
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
、
あ
な
た
様
の
言
う
こ
と
は

聞
く
よ
う
で
す
か
ら
、
言
っ
て
や
っ
て
下
さ
い
」
と
い
う
訴
え
も
、
尾
崎
局
が
伝

え
た
か
っ
た
こ
と
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
書
状
と
同
様
の
や
り
と
り
が
幾

た
び
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。

　
隆
元
と
尾
崎
局
は
、
元
就
を
始
め
、
周
囲
の
人
々
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
幸
鶴

の
成
長
を
見
守
る
と
同
時
に
、
協
力
し
て
訓
育
に
あ
た
っ
て
い
る
。
幸
鶴
の
年
齢

を
思
え
ば
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
、「
三
家
無
二
」
の
発
想
に
基

づ
い
た
訓
戒
は
ま
だ
見
受
け
ら
れ
な
い
。

　
元
就
が
「
三
子
教
訓
状
」
に
認
め
た
毛
利
家
の
力
の
保
持
を
第
一
と
す
る
「
三

家
無
二
」
の
思
い
が
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
次
項
で
は
、
隆

元
を
喪
っ
た
毛
利
家
が
ど
の
よ
う
に
動
い
て
い
っ
た
の
か
を
見
て
お
き
た
い
。

二

　隆
元
卒
去
後
の
訓
育

　
隆
元
は
、
幸
鶴
の
元
服
を
迎
え
る
こ
と
な
く
こ
の
世
を
去
っ
た
。
次
に
掲
げ
る

の
は
、
幸
鶴
の
元
服
を
心
待
ち
に
す
る
元
就
の
率
直
な
思
い
が
溢
れ
る
元
就
継
室

中
の
丸
宛
の
書
状
で
あ
る
（
注
６
）。

『
毛
』
六
〇
二

　　
　
毛
利
元
就
自
筆
書
状

（
端
裏
切
封
ウ
ハ
書
）

「
　（
墨
引
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

よ
り

　
　
中

（
中
ノ
丸
）　

又
　
ま
い
る

　
　
申
給
へ

　
　
　
　
も
と
就
」

な
を
〳
〵
、
此
文
、
人
な
と
候
ハ
ぬ
す
き
に
、
そ
と
〳
〵
御
め
に
か
け

さ
せ
給
ひ
候
へ
く
候
、
さ
候
而
、
又
御
ち
ら
し
候
ま
し
く
候
〳
〵
、

又
申
ま
い
ら
せ
候
、
お（

尾
崎
）

さ
き
へ
お
り
〳
〵
御
出
よ
し
、
ひ
と
ひ
う
け
給
候
ツ

る
、
お
さ
き
に
も
さ
や
う
に
お
ほ
し
め
し
候
ハ
ゝ
、
し
か
る
へ
く
こ
そ
候
へ

〳
〵
、我
〳
〵
事
、さ
い
〳
〵
文
な
り
共
御
ま
い
ら
せ
候
ハ
ん
す
る
を
、こ
ゝ

も
と
こ
く
ち
あ
つ
か
ひ
ハ
か
り
に
て
、
ふ
さ
た
申
候
、
く
ち
お
し
く
候
、
御

心
ゑ
候
て
給
へ
く
候
、
こ
う
つ
る
い
よ
〳
〵
せ
い
し
ん
候
ハ
ん
と
、
何
よ
り

〳
〵
め
て
た
く
、
月
ほ
し
と
、
こ
れ
の
ミ
思
ひ
ま
ち
入
候
ハ
か
り
に
て
候

〳
〵
、
中
〳
〵
申
も
お
ろ
か
に
て
候
、
申
に
お
よ
ひ
候
ハ
ね
と
も
、
何
事
も

〳
〵
き
ふ
ん
ら
し
く
、
す
ち
め
ら
し
く
候
や
う
に
、
な
い
〳
〵
い
よ
〳
〵
か

も
し
御
い
け
ん
か
ん
え
う
に
候
〳
〵
、
さ（

左
太
カ
）

た
京
よ
り
の
御
つ
か
ひ
、
ち
か

〳
〵
く
た
ら
れ
候
す
る
ま
ゝ
、
け（

元

服

）

ん
ふ
く
共
候
す
る
ま
ゝ
、
は
や
〳
〵
お
と

こ
に
な
り
候
す
る
ま
ゝ
、
我
々
大
け
い
ま
ん
そ
く
に
て
候
、
め
て
た
く
又
々

か
し
く
、

傍
線
部
「
こ
う
つ
る
い
よ
〳
〵
せ
い
し
ん
候
ハ
ん
と
」
か
ら
、
輝
元
が
元
服
す
る

永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
二
月
頃
の
発
信
と
推
測
さ
れ
る
。
今
か
今
か
と
待
望
し

て
い
た
幸
鶴
の
成
人
を
迎
え
る
祖
父
の
心
情
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同

時
に
、
二
重
傍
線
部
で
は
、「
何
事
も
〳
〵
き
ふ
ん
ら
し
く
、
す
ち
め
ら
し
く
候

や
う
に
」
と
、
輝
元
が
正
統
と
し
て
の
器
量
を
示
せ
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
一
層

「
か
も
し
」（
生
母
尾
崎
局
）
の
訓
育
が
重
要
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
文
面
か
ら
、
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い
た
と
幸
鶴
に
陣
中
か
ら
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
十
一
月
十
三
日
の
発
信
で
あ
る

の
も
、
こ
の
祝
儀
が
十
一
月
十
五
日
近
く
に
予
定
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
う

か
が
わ
せ
る
。

　
こ
れ
ら
の
祝
儀
の
他
に
、
隆
元
は
折
々
に
幸
鶴
に
開
陣
の
近
い
こ
と
を
知
ら
せ

た
り
（『
毛
』
六
一
一
号
）、
桃
（
同
六
〇
五
号
）
や
「
あ
わ
ひ
」（
同
六
一
〇
号
）

を
送
っ
た
り
、「
か
い
鳥
」
の
世
話
を
頼
む
と
同
時
に
、
手
許
の
「
し
と
ゝ
」（
巫

鳥
）
を
見
せ
た
い
と
書
い
た
り
（
同
六
〇
七
号
）、
父
親
ら
し
い
心
遣
い
を
見
せ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
隆
元
だ
け
で
な
く
、
元
就
も
幸
鶴
に
対
し
て
、
同
様
な
気

遣
い
を
見
せ
て
い
る
。

　
一
方
、
次
の
よ
う
な
書
状
も
残
さ
れ
て
い
る
。

『
毛
』
六
一
二

　　
毛
利
隆
元
自
筆
書
状

返
々
、
め
つ
ら
し
か
ら
す
候
へ
共
、
一
色
ま
い
ら
せ
候
、
〳
〵
、

御
ふ
ミ
め
て
た
く
候
、
こ
ゝ
も
と
な
に
事
候
ハ
す
候
、
ち
か
〳
〵
に
中
途
迄

か
い
ち
ん
に
て
候
ま
ゝ
、
可
御
心
安
候
、
さ
て
ハ
一
色
ま
い
ら
せ
候
、
こ
の

国
の
物
に
て
候
ま
ゝ
、
御
し
や
う
く
わ
ん
あ
る
へ
く
候
〳
〵
、
そ
こ
も
と
何

事
も
候
ハ
ぬ
よ
し
、
し
か
る
へ
く
候
〳
〵
、
よ
ろ
ツ
か
さ
ね
て
申
承
候
へ
く

候
、返
々
、さ
の
ミ
□
と
ほ
く
共
、あ
そ
ひ
ニ
ハ
御
く
た
り
候
ま
し
く
候
〳
〵
、

か
も
し
の
い
け
ん
御
き
ゝ
候
ハ
す
ハ
、
く
せ
事
た
る
へ
く
候
〳
〵
、
我
々
る

す
と
て
、
人
ま
か
せ
に
ハ
無
や
う
に
て
候
〳
〵
、
御
こ
ゝ
ろ
へ
ニ
申
候
〳
〵
、

め
て
た
く
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
隆
元
（
花
押
）

（
切
封
ウ
ハ
書
）

　「
　（
墨
引
）　

　
　
　
　
　
　
　
　 

ち（
陣
）ん

よ
り

　
　
幸
鶴
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隆
元

　
　
　
御
返
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

幸
鶴
か
ら
の
便
り
へ
の
返
事
と
し
て
、
中
途
ま
で
開
陣
で
き
る
だ
ろ
う
か
ら
安
心

す
る
よ
う
に
、
ま
た
、
滞
在
地
の
名
品
を
届
け
さ
せ
る
か
ら
賞
翫
せ
よ
と
書
き
な

が
ら
、
後
半
の
傍
線
部
で
は
、
一
転
、
厳
し
い
口
調
で
説
諭
し
て
い
る
。「
か
も

し
の
い
け
ん
御
き
ゝ
候
ハ
す
ハ
、
く
せ
事
た
る
へ
く
候
」
の
背
景
に
は
、
お
そ
ら

く
幸
鶴
生
母
で
あ
る
室
尾
崎
局
か
ら
の
訴
え
が
届
い
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
隆
元
の
書
状
に
直
接
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
書
状
が
残
さ

れ
て
い
る
。

『
毛
』
一
三
二
〇

　　
毛
利
隆
元
夫
人
大
内
氏
消
息

す
け
六
に
も
、
か
う
つ
る
き
け
ん
に
さ
わ
り
候
と
も
、
よ
く
〳
〵
い

け
ん
を
も
申
候
へ
と
、
こ
の
物
か
へ
り
候
す
る
と
き
御
ゆ
わ
せ
候
へ

く
候
、
わ
れ
〳
〵
申
事
お
は
一
か
う
き
ゝ
ま
い
ら
せ
候
ハ
す
候
、
そ

な
た
よ
り
御
申
候
事
を
こ
そ
お
そ
れ
候
ま
ゝ
、
申
事
に
て
候
、
こ
の

ふ
ミ
こ
な
た
へ
給
候
へ
く
候
、
又
々
か
し
く
、

さ
と
ま
い
ら
せ
候
よ
し
申
候
ま
ゝ
、
と
り
む
か
ゐ
ま
い
ら
せ
候
、
わ
れ
〳
〵

よ
り
か
や
う
に
申
候
と
ハ
御
申
候
ま
し
く
候
、
い
つ
も
の
と（

土

用

）

よ
う
の

く（

供

養

法

）

よ
う
ほ
う
な
と
の
事
と
も
、
よ
く
〳
〵
御
申
つ
け
候
へ
く
候
、
御
事
し
け

く
お
ハ
し
ま
し
候
ハ
ん
ま
ゝ
、
申
事
に
て
候
、
六
月
の
と
よ
う
に
も
、
と
か

く
候
て
、
く
よ
う
ほ
う
の
さ
た
も
御
い
り
候
ハ
す
候
、
さ
り
な
か
ら
、

ま（

満

願

寺

カ

）

ん
く
わ
ん
し
な
と
に
て
お
ハ
し
ま
し
候
御
事
ハ
し
り
ま
い
ら
せ
候
ハ
す

候
、
御
心
へ
ニ
申
ま
い
ら
せ
候
、
又
か（

幸

鶴

）

う
つ
る
か
た
へ
わ
れ
〳
〵
申
事
と
も
、

す（
国
司
助
六
元
武
）

け
六
な
と
か
い
け
ん
と
も
、よ
く
〳
〵
き
ゝ
候
へ
と
御
申
て
給
候
へ
く
候
、

又
々
か
し
く
、
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い
た
と
幸
鶴
に
陣
中
か
ら
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
十
一
月
十
三
日
の
発
信
で
あ
る

の
も
、
こ
の
祝
儀
が
十
一
月
十
五
日
近
く
に
予
定
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
う

か
が
わ
せ
る
。

　
こ
れ
ら
の
祝
儀
の
他
に
、
隆
元
は
折
々
に
幸
鶴
に
開
陣
の
近
い
こ
と
を
知
ら
せ

た
り
（『
毛
』
六
一
一
号
）、
桃
（
同
六
〇
五
号
）
や
「
あ
わ
ひ
」（
同
六
一
〇
号
）

を
送
っ
た
り
、「
か
い
鳥
」
の
世
話
を
頼
む
と
同
時
に
、
手
許
の
「
し
と
ゝ
」（
巫

鳥
）
を
見
せ
た
い
と
書
い
た
り
（
同
六
〇
七
号
）、
父
親
ら
し
い
心
遣
い
を
見
せ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
隆
元
だ
け
で
な
く
、
元
就
も
幸
鶴
に
対
し
て
、
同
様
な
気

遣
い
を
見
せ
て
い
る
。

　
一
方
、
次
の
よ
う
な
書
状
も
残
さ
れ
て
い
る
。

『
毛
』
六
一
二

　　
毛
利
隆
元
自
筆
書
状

返
々
、
め
つ
ら
し
か
ら
す
候
へ
共
、
一
色
ま
い
ら
せ
候
、
〳
〵
、

御
ふ
ミ
め
て
た
く
候
、
こ
ゝ
も
と
な
に
事
候
ハ
す
候
、
ち
か
〳
〵
に
中
途
迄

か
い
ち
ん
に
て
候
ま
ゝ
、
可
御
心
安
候
、
さ
て
ハ
一
色
ま
い
ら
せ
候
、
こ
の

国
の
物
に
て
候
ま
ゝ
、
御
し
や
う
く
わ
ん
あ
る
へ
く
候
〳
〵
、
そ
こ
も
と
何

事
も
候
ハ
ぬ
よ
し
、
し
か
る
へ
く
候
〳
〵
、
よ
ろ
ツ
か
さ
ね
て
申
承
候
へ
く

候
、返
々
、さ
の
ミ
□
と
ほ
く
共
、あ
そ
ひ
ニ
ハ
御
く
た
り
候
ま
し
く
候
〳
〵
、

か
も
し
の
い
け
ん
御
き
ゝ
候
ハ
す
ハ
、
く
せ
事
た
る
へ
く
候
〳
〵
、
我
々
る

す
と
て
、
人
ま
か
せ
に
ハ
無
や
う
に
て
候
〳
〵
、
御
こ
ゝ
ろ
へ
ニ
申
候
〳
〵
、

め
て
た
く
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
隆
元
（
花
押
）

（
切
封
ウ
ハ
書
）

　「
　（
墨
引
）　

　
　
　
　
　
　
　
　 

ち（
陣
）ん

よ
り

　
　
幸
鶴
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隆
元

　
　
　
御
返
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

幸
鶴
か
ら
の
便
り
へ
の
返
事
と
し
て
、
中
途
ま
で
開
陣
で
き
る
だ
ろ
う
か
ら
安
心

す
る
よ
う
に
、
ま
た
、
滞
在
地
の
名
品
を
届
け
さ
せ
る
か
ら
賞
翫
せ
よ
と
書
き
な

が
ら
、
後
半
の
傍
線
部
で
は
、
一
転
、
厳
し
い
口
調
で
説
諭
し
て
い
る
。「
か
も

し
の
い
け
ん
御
き
ゝ
候
ハ
す
ハ
、
く
せ
事
た
る
へ
く
候
」
の
背
景
に
は
、
お
そ
ら

く
幸
鶴
生
母
で
あ
る
室
尾
崎
局
か
ら
の
訴
え
が
届
い
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
隆
元
の
書
状
に
直
接
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
書
状
が
残
さ

れ
て
い
る
。

『
毛
』
一
三
二
〇

　　
毛
利
隆
元
夫
人
大
内
氏
消
息

す
け
六
に
も
、
か
う
つ
る
き
け
ん
に
さ
わ
り
候
と
も
、
よ
く
〳
〵
い

け
ん
を
も
申
候
へ
と
、
こ
の
物
か
へ
り
候
す
る
と
き
御
ゆ
わ
せ
候
へ

く
候
、
わ
れ
〳
〵
申
事
お
は
一
か
う
き
ゝ
ま
い
ら
せ
候
ハ
す
候
、
そ

な
た
よ
り
御
申
候
事
を
こ
そ
お
そ
れ
候
ま
ゝ
、
申
事
に
て
候
、
こ
の

ふ
ミ
こ
な
た
へ
給
候
へ
く
候
、
又
々
か
し
く
、

さ
と
ま
い
ら
せ
候
よ
し
申
候
ま
ゝ
、
と
り
む
か
ゐ
ま
い
ら
せ
候
、
わ
れ
〳
〵

よ
り
か
や
う
に
申
候
と
ハ
御
申
候
ま
し
く
候
、
い
つ
も
の
と（

土

用

）

よ
う
の

く（

供

養

法

）

よ
う
ほ
う
な
と
の
事
と
も
、
よ
く
〳
〵
御
申
つ
け
候
へ
く
候
、
御
事
し
け

く
お
ハ
し
ま
し
候
ハ
ん
ま
ゝ
、
申
事
に
て
候
、
六
月
の
と
よ
う
に
も
、
と
か

く
候
て
、
く
よ
う
ほ
う
の
さ
た
も
御
い
り
候
ハ
す
候
、
さ
り
な
か
ら
、

ま（

満

願

寺

カ

）

ん
く
わ
ん
し
な
と
に
て
お
ハ
し
ま
し
候
御
事
ハ
し
り
ま
い
ら
せ
候
ハ
す

候
、
御
心
へ
ニ
申
ま
い
ら
せ
候
、
又
か（

幸

鶴

）

う
つ
る
か
た
へ
わ
れ
〳
〵
申
事
と
も
、

す（
国
司
助
六
元
武
）

け
六
な
と
か
い
け
ん
と
も
、よ
く
〳
〵
き
ゝ
候
へ
と
御
申
て
給
候
へ
く
候
、

又
々
か
し
く
、
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も
よ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
掲
げ
る
二
通
は
、
隆
元
が
幸
鶴
の
成
長
に
係
る
祝
儀
に
つ
い
て
認
め
た
も

の
で
あ
る
（
以
下
、
書
状
の
引
用
に
あ
た
り
、
紙
幅
の
都
合
で
、
抄
出
に
と
ど
め

た
も
の
も
あ
る
）。

『
毛
』
六
八
四

　　
　
毛
利
隆
元
自
筆
書
状

（
端
裏
捻
封
ウ
ハ
書
）

「
　（
墨
引
）

　
　
　
　
か
う
つ
る
か
ミ
お
き
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　 
左
太

　
　
　
　
　
隆
元
」

返
々
、
多
分
粟
屋
国
司
之
衆
共
仕
候
哉
、
さ
や
う
の
引
付
も
又
不
入
事

も
可
有
候
歟
、
さ
申
候
て
も
、
其
衆
ニ
人
な
く
候
ハ
ゝ
、
不
成
事
た
る

へ
く
候
、
さ
れ
共
、
又
ち
と
ハ
其
す
し
め
も
可
入
候
哉
、
他
名
之
衆
に

も
見
か
け
ハ
な
く
候
、

幸
鶴
当
年
か（

髪

置

）

ミ
お
き
可
仕
年
に
て
候
、
然
者
、
今
月
霜
月
ニ
仕
物
に
て
候
由

候
て
、
ひ（

元
就
側
室
小
幡
氏
）

か
し
か
た
よ
り
申
下
し
候
、
人
差
上
候
て
、
祝
儀
可
相
調
存
候
、

就
其
申
上
候
、
か
ミ
お
き
の
時
、
も（

傅
）り

を
相
定
申
付
物
に
て
候
由
申
候
、
何

と
も
今
迄
ハ
思
案
不
仕
、
更
心
当
も
な
く
候
、
雖
然
、
申
付
候
ハ
て
不
叶
事

に
て
ハ
候
す
る
か
、
い
か
ゝ
可
仕
候
哉
、
も
り
と
申
候
事
、
大
事
之
儀
候
間
、

能
々
見
計
、
又
思
案
仕
候
ハ
て
ハ
不
成
事
候
、
被
成
御
思
案
候
て
、
被
仰
聞

度
候
〳
〵
、
重
畳
申
上
、
又
可
被
仰
聞
候
、
恐
惶
か
し
く
、

「
髪
置
」
と
は
、「
子
ど
も
が
、
生
後
、
剃
っ
て
い
た
髪
を
、
初
め
て
蓄
え
る
祝
儀
。

男
女
と
も
二
、三
歳
ご
ろ
に
行
い
、
そ
の
日
も
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
江
戸

時
代
、
民
間
で
は
三
歳
の
賀
と
し
て
、
十
一
月
の
吉
日
、
多
く
は
十
五
日
に
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」（『
角
川
古
語
大
辞
典
』「
髪
置
」
項
）
も
の
で
あ
る
。『
大

日
本
古
文
書
』
が
こ
の
書
状
の
発
信
年
を
「
蓋
シ
弘
治
元
年
（
筆
者
注
：
一
五
五
五
）
十
一

月
ノ
モ
ノ
ナ
ラ
ン
」と
推
定
し
て
い
る
の
は
、幸
鶴
が
天
文
二
十
二
年（
一
五
五
三
）

生
ま
れ
で
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
宛
名
は
、左
太
（
桂
元
忠
）
と
な
っ
て
い
る
が
、

実
質
的
に
は
、
髪
置
の
時
の
傅
役
を
誰
に
し
よ
う
か
と
い
う
元
就
へ
の
相
談
で
あ

る
（
注
５
）。

　
次
の
書
状
は
、「
紐
直
」（
帯
解
）
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
毛
』
六
〇
四

　　
　
毛
利
隆
元
自
筆
書
状

（
端
裏
切
封
ウ
ハ
書
）

「
　（
墨
引
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

よ
り

　
　
幸
鶴
殿

　
ま
い
る

　
申
給
へ

　
　
　
　
隆
元
」

そ
れ
の
ひ（

紐

直

）

も
な
お
し
の
こ
と
、
申
上
せ
候
、
ち（

祖

父

様

）

い
さ
ま
へ
申
候
て
、
御
お
ひ

御
給
候
す
る
事
、
め
て
た
か
る
へ
く
候
、
く
ハ
し
く
か
も
し
へ
申
ま
い
ら
せ

候
〳
〵
、
め
て
た
く
御
さ
う
ま
ち
申
候
〳
〵
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
十
一
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
か
元
（
花
押
）

　
か
う
つ
る
と
の

　
ま
い
る

　
申
給
へ

「
紐
直
」
と
は
、「
子
ど
も
の
着
物
に
つ
い
て
い
る
付
紐
を
取
り
、
帯
を
し
始
め
る

た
め
の
祝
儀
。
十
一
月
中
の
吉
日
に
、
禁
中
や
高
貴
の
家
で
は
男
女
九
歳
、
地
下

に
お
い
て
は
五
歳
の
子
ど
も
に
つ
い
て
行
い
、
古
く
は
七
歳
で
あ
っ
た
と
い
う
が

（
日
次
紀
事
）、
江
戸
時
代
、
民
間
に
あ
っ
て
は
『
紐
解
〈
女
児
七
歳
之
賀
〉（
書
言
字
考
）』

と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
日
も
多
く
十
一
月
十
五
日
が
当
て
ら
れ
た
」（『
角
川

古
語
大
辞
典
』「
帯
解
」
項
）
も
の
で
あ
る
。
こ
の
祝
儀
に
あ
た
り
、「
ち
い
さ
ま
」

（
元
就
）
に
帯
の
調
達
を
依
頼
し
、
ま
た
万
事
「
か
も
し
」（
生
母
）
に
話
し
て
お
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毛
利
家
家
訓
の
継
承
（
二
）

五

　條

　小
枝
子

は
じ
め
に

　『
毛
利
家
文
書
』
に
は
、
数
多
く
の
書
状
が
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
軍
略
や
領

国
の
経
営
・
支
配
等
に
関
す
る
「
掟
」
は
何
通
か
見
い
だ
せ
る
も
の
の
、「
内
々

の
儀
」
に
関
す
る
「
家
訓
」
は
、
そ
れ
と
し
て
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し

か
し
、
毛
利
一
族
に
関
わ
る
書
状
が
こ
れ
だ
け
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

お
そ
ら
く
毛
利
家
の
中
に
、
様
々
な
場
面
で
発
信
さ
れ
た
書
状
を
、
訓
戒
と
し
て

保
管
し
、
置
文
と
す
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
量
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、前
稿
で
は
、『
毛
利
家
文
書
』
四
〇
五
号（
以
下
『
毛
』
と
略
称
す
る
）（
注
１
）、

い
わ
ゆ
る
「
三
子
教
訓
状
」
を
一
例
と
し
て
、
毛
利
元
就
が
残
そ
う
と
し
た
訓
戒

の
要
を
探
り
、
元
就
の
訓
戒
を
家
訓
と
し
て
長
く
保
つ
に
至
っ
た
意
識
は
ど
の
よ

う
に
醸
成
さ
れ
た
の
か
を
探
っ
て
み
た
（
注
２
）。

　
元
就
は
、
毛
利
の
家
の
存
続
を
願
い
、
そ
の
た
め
に
は
毛
利
家
を
嗣
い
だ
隆
元

と
他
家
を
嗣
い
だ
元
春
、
隆
景
の
緊
密
な
協
力
が
必
須
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し

説
い
て
い
る
。
ま
た
、
元
春
も
隆
景
も
、
毛
利
の
家
が
確
か
な
力
を
持
っ
て
い
れ

ば
こ
そ
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
家
を
存
分
に
治
め
ら
れ
る
、
三
人
の
間

柄
に
少
し
で
も
隔
意
が
あ
れ
ば
、
直
ち
に
三
人
と
も
が
滅
亡
す
る
、
つ
ま
り
、「
三

家
無
二
」で
あ
る
こ
と
が
、家
を
保
つ「
秘
事
」な
の
で
あ
る
と
も
し
て
い
る（『
毛
』

四
〇
六
号
）。
同
時
に
、
書
状
の
保
管
や
訓
戒
の
継
承
も
度
々
求
め
て
い
る
。
隆

元
は
、
己
の
器
量
不
足
の
自
覚
か
ら
（
注
３
）、
そ
の
元
就
の
願
い
を
実
直
に
受
け

と
め
、
実
践
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
態
度
が
、
元
就
が
書
き
置
い
た
事
柄
を
家
訓

と
し
て
保
持
す
る
意
識
の
定
着
化
へ
と
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら

れ
る
。

　
毛
利
隆
元
は
、
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
八
月
四
日
、
和
智
氏
の
饗
応
を
受
け

た
後
、
急
逝
す
る
。
時
に
四
十
一
歳
、
嫡
男
の
幸
鶴
（
輝
元
）
は
、
ま
だ
十
一
歳

で
あ
っ
た
。
隆
元
は
、
天
文
十
五
年
（
一
五
四
六
）
四
月
か
ら
翌
十
六
年
六
月
ま

で
の
間
に
家
督
相
続
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
注
４
）
が
、
そ
の
後
も
元
就
が
実

権
を
掌
握
し
て
い
た
。
と
は
い
え
、
当
主
を
失
う
こ
と
は
、
毛
利
家
に
と
っ
て
一

大
事
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
一
族
が
団
結
し
て
、
幼
い
輝
元
を
当
主
と
す
る
家

を
守
ろ
う
と
し
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
隆
元
の
輝
元
へ
の
訓
育
の
様
子
を
大
ま
か
に
把
握
し
た
上

で
、
隆
元
卒
去
後
、
そ
し
て
元
就
卒
去
後
の
毛
利
一
族
の
動
き
を
確
認
す
る
と
と

も
に
、
前
稿
で
考
証
し
た
毛
利
家
内
で
家
訓
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
っ
た
元
就
の

思
い
が
、
ど
の
よ
う
に
次
代
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
辿
っ
て
み
た
い
。

一

　隆
元
の
訓
育
の
態
度

　
ま
ず
、
隆
元
が
、
正
嫡
で
あ
る
長
子
幸
鶴
に
ど
の
よ
う
な
態
度
で
接
し
て
い
た

の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
先
述
の
と
お
り
、
隆
元
が
卒
去
し
た
時
、
輝
元
は
ま
だ
元
服
前
で
、
幸
鶴
と
呼

ば
れ
て
い
た
。
こ
の
段
階
で
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
総
領
教
育
な
ど
は
思
い
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